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日本における初期の国際法にまつわる逸事

一
　
国
際
法

　
こ
と
は
じ
め

二
　
西
周
の
『
万
国
公
法
』
の
訳
業
に
つ
い
て

三
　
榎
本
武
揚
が
官
軍
に
贈
っ
た
写
本
『
海
上
国
際
法
規
』

四
　
日
本
に
お
け
る
国
際
法
発
達
小
史

五
　
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
と
津
田
左
右
吉

　
　
　
　
　

―
『
万
国
公
法
』『
泰
西
国
法
論
』
を
め
ぐ
っ
て

一
　
国
際
法

　
こ
と
は
じ
め

日
本
に
お
け
る
近
代
法
学
の
発
達
は
、
幕
末
か
ら
明
治
二
十
年
代
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
を
輸
入
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
わ
が
国
は
建
国
以
来
、
外
国

と
対
外
交
渉
を
も
ち
、
国
際
慣
例
（
国
書
の
交
換
、
使
節
の
渡
来
と
派
遣
、
外
国
の
使
臣
の
接
待
、
国
際
貿
易
、
仲
裁
裁
判
、
宣
戦
、
講
和
な
ど
）
を
遵
守
し
て
こ
ん
に
ち

に
至
っ
た
が
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
、
他
民
族
と
没
交
渉
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

国
際
法
は
、
国
家
間
の
関
係
を
規
定
す
る
約
束
ご
と
で
あ
り
、
国
際
慣
習
や
条
約
な
ど
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
わ
が
国
の
要
路
の
者
は
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
、

国
家
の
あ
い
だ
に
法0

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
日
本
が
近
代
国
際
法
と
は
じ
め
て
接
触
し
た
の
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
提
督
の
来
航
を
機
と
し
、

そ
れ
以
降
諸
外
国
の
使
臣
と
会
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
中
心
テ
ー
マ
は
、
わ
が
国
の
国
際
法
が
い
か
に
し
て
移
入
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
形
成
発
展
し
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
活
用
し
た
か
、
い
わ

宮

永

　

孝

日
本
に
お
け
る
初
期
の
国
際
法
に
ま
つ
わ
る
逸
事
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ば
国
際
法
の
日
本
伝
来
の
沿
革
を
叙
述
す
る
に
あ
る
。

そ
の
ま
え
に
前
史
と
し
て
、
わ
が
国
の
古
代
に
お
け
る
国
際
法

―
そ
の
国
際
法
的
観
念
と
出
来
事
に
つ
い
て
摘
記
し
て
お
こ
う
。

推
古
十
五
年
、
す
な
わ
ち
六
○
七
年
、
わ
が
国
は
小お

の

野の

妹い
も

子こ

を
派
隋
使
と
し
て
隋ず

い

の
煬よ

う

帝だ
い

に
つ
か
わ
し
た
。
こ
れ
は
隋
が
中
国
統
一
を
な
し
と
げ
た
の
を
機
に
、
一
世
紀

以
上
に
わ
た
っ
て
途
絶
し
て
い
た
中
国
王
朝
と
の
国
交
を
再
開
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
国
書
は
漢
文
で
か
か
れ
て
い
た
。

日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
無
恙
云
云
…
…

（
日ひ

出い

ず
る
処

と
こ
ろ

の
天
子
が
、
書し

よ

を
日ひ

没ぼ
つ

す
る
処

と
こ
ろ

の
天
子
に
致い

た

す
、
恙

つ
つ
が

は
な
い
か
、
云う

ん

云ぬ
ん

）

注
・
石
原
道
博
編
訳
「
隋
書
倭
国
伝
」
よ
り
。

こ
れ
は
倭
王
（
日
本
の
天
子
［
天
皇
］）
が
、
隋
の
天
子
に
国
書
を
差
し
あ
げ
る
が
、
さ
し
さ
わ
り
な
い
か
、
と
い
っ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
換
言
す
れ
ば
、
国

家
平
等
の
原
則

―
わ
が
国
の
独
立
平
等
を
し
め
し
た
、
堂
々
の
国
書
で
あ
っ
た
（
蜷け

ん

川か
わ

新
「
日
本
の
古
代
史
と
国
際
法
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
六
巻
第
八
号
所
収
）。

し
か
し
、
隋
の
王
は
、
日
本
と
平
等
の
観
念
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
か
れ
は
み
ず
か
ら
を
世
界
の
宗
主
権
者
の
よ
う
に
み
な
し
、
日
本
を
朝
貢
国
だ
と
お
も
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
か
れ
は
不
快
を
し
め
し
、
無
礼
な
る
蛮
夷
（
日
本
）
か
ら
の
書
簡
を
、
ふ
た
た
び
余
に
取
り
つ
ぐ
な
、
と
外
相
に
命
じ
た
。

主
権
国
家
に
よ
る
国
書
の
交
換
は
、
近
代
に
お
け
る
国
際
法
の
基
本
原
則
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。

先
に
ひ
い
た
国
書
の
文
章
は
、
わ
が
国
が
独
立
国
と
し
て
隋
と
対
等
で
あ
る
と
い
っ
た
観
念
を
も
っ
て
臨
ん
だ
一
例
で
あ
る
。

六
六
○
年
、
高
句
麗
の
使
者
が
来
朝
し
、
百く

済だ
ら

（
朝
鮮
半
島
西
南
部
に
あ
っ
た
国
）
が
、
唐
と
新
羅
に
攻
め
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
情
報
を
つ
た
え
た
。
同
年
九
月
に

は
、
す
で
に
百
済
は
滅
亡
し
て
い
た
の
だ
が
、
十
二
月
わ
が
国
は
百
済
救
援
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

六
六
二
年
、
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
が
、
こ
ん
ど
は
高
句
麗
を
侵
犯
せ
ん
と
し
た
の
で
、
高
句
麗
は
日
本
に
援
軍
を
要
請
し
た
。
そ
の
た
め
わ
が
国
は
、
二
万
七
○
○
○
名

か
ら
な
る
救
援
軍
を
派
遣
し
た
。
わ
が
国
が
第
二
の
百
済
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
の
派
兵
で
あ
っ
た
。
が
、
日
本
の
派
遣
軍
は
、
朝
鮮
錦
江
河
口
の
白
村
江
の
戦
い
で
敗

北
し
た
。
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侵
犯
（
他
人
の
領
地
や
財
産
な
ど
を
お
か
す
）

攻こ
う

伐ば
つ

（
攻
め
て
敵
を
う
つ
）

侵
略
（
他
国
に
侵
入
し
、
そ
の
土
地
や
財
産
な
ど
を
う
ば
う
）

と
い
っ
た
も
の
は
、
す
べ
て
理
由
は
ど
う
あ
れ
、
正
義
に
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
正
当
性
に
乏
し
い
ば
か
り
か
、
放
逸
な
る
武
力
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
い
う
“
戦
争
法
”
を
無
視
し
た
、
勝
手
き
ま
ま
な
、
自
然
法
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
。

侵
犯
、
攻
伐
、
侵
略
の
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
正
義
や
道
徳
に
反
す
る
“
不
義
戦
”
で
あ
り
、
排
斥
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

中
国
の
「
左
氏
伝
」（
左
伝
と
も
い
う
、
魯ろ

の
太
史
の
左
丘
明
の
作
と
も
い
う
。
魯
［
山
東
省
］
の
歴
史
書
）
は
、
外
交
史
、
国
際
法
史
だ
と
す
れ
ば
、「
尉う

つ

繚
り
ょ
う

子し

」（
戦

国
時
代
の
兵
法
の
書
。
作
者
は
魏ぎ

の
ひ
と
、
ま
た
斉せ

い

の
ひ
と
と
も
い
う
）
は
、
当
時
の
戦
時
国
際
法
則
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
法
の
観
念
は
か
な
ら
ず
し
も
西
洋
の

近
代
の
産
物
で
な
く
、
古
代
に
東
洋
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
存
在
し
た
と
い
う
（
信し

の

夫ぶ

淳
平
述
『
戦
時
国
際
法
講
義

　
第
一
巻
』
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
、
昭
和
十
六
年
十

一
月
、
七
頁
）。

戦
争

0

0

（
い
く
さ
）
は
不
義
0

0

を
討
つ
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
不
義
者
を
誅
す
る
の
は
義
戦
0

0

だ
、
と
い
っ
た
く
だ
り
は
、「
尉
繚
子
」
の
「
第
八 

武ぶ

議ぎ

篇
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

あ
る
。

故
兵
者
、
所
以
誅
暴
乱
、
禁
不
義
也
。

（
故ゆ

え

に
兵へ

い

［
戦
争
］
は
、
暴ぼ

う

乱ら
ん

を
誅

ち
ゅ
う

し
、
不ふ

義ぎ

を
禁き

ん

ず
る
所ゆ

え
ん以

な
り
）

注
・
守
屋
洋
、
守
屋
淳
著
『
司
馬
法
・
尉
繚
子
・
李
衛
公
問
対
』（
株
式
会
社
プ
レ
シ
デ
ン
ト
社
、
平
成
十
一
年
九
月
、
一
六
○
頁
）
よ
り
。

属
国
、
保
護
国
の
例
は
、
崇す

神じ
ん

天
皇
七
年
に
、
神
功
皇
后
の
三
韓
（
三
世
紀
に
朝
鮮
南
部
に
あ
っ
た
国
）
遠
征
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
い
う（

1
）。

外
国
の
使
臣
を
取
り
あ
つ
か
う
役
所
（
接
待
館
）
は
、
古
代
よ
り
わ
が
国
に
特
設
さ
れ
、
幕
末
に
い
た
り
、
日
本
も
諸
外
国
と
国
交
を
有
す
る
と
、
江
戸
に
「
接
遇
所
」

な
る
も
の
を
設
け
た
。
対
外
交
渉
に
お
け
る
言
語
は
、
新
羅
に
対
す
る
と
き
は
、
新
羅
の
こ
と
ば
を
、
中
国
に
対
し
て
は
中
国
語
を
も
っ
て
し
た
。
わ
が
国
の
大
臣
が
、
は
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じ
め
て
外
国
の
使
節
と
会
っ
た
の
は
、
元
明
天
皇
の
和
銅
二
年
（
七
○
九
年
）
の
こ
ろ
と
い
う
（
蜷
川
新
「
日
本
の
古
代
法
と
国
際
法
」）。

＊

い
っ
た
い
日
本
人
は
い
つ
ご
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
に
お
け
る
国
際
法
（
海
上
国
際
法
規
）
の
思
想
や
概
念
、
事
例
と
接
触
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
出
来
事
は
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
四
月
、
ロ
シ
ア
人
の
船
が
カ
ラ
フ
ト
や
エ
ト
ロ
フ
島
に
来
航
し
、
幕
府
当
局
を
あ
わ
て
さ
せ
た
り
、
翌
文
化
五
年
八
月
に
は
イ
ギ

リ
ス
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
が
、
蘭
船
の
拿
捕
を
狙
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
国
旗
を
か
か
げ
て
長
崎
に
入
港
し
、
商
館
員
二
名
を
拉
致
し
た
事
件
で
あ
る
（
偽に

せ

旗は
た

の
使
用
）。

文
化
四
年
十
二
月
二
十
四
日
（
一
八
○
八
・
一
・
二
一
）

―
大
通
詞
中
山
作
三
郎
ら
委
員
団
は
、
出
島
に
商
館
長
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ド
ゥ
フ
を
訪
ね
る
と
、
幕
命
だ
と

し
て
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
の
し
か
た
、
海
上
に
お
け
る
戦
争
方
法
、
い
か
な
る
武
器
（
大
砲
）
を
用
い
る
の
か
、
接
舷
攻
撃
（
敵
艦
の
の
っ
と
り
方
法
）
な
ど
に
つ
い
て
説

明
を
も
と
め
た
。

こ
の
と
き
ド
ゥ
フ
は
、
敵
艦
か
ら
球
形
砲
弾
を
艦
の
水
面
下
に
打
ち
こ
ま
れ
、
そ
こ
に
穴
が
あ
き
、
浸
水
が
は
じ
ま
り
、
戦
闘
力
が
つ
き
て
降
服
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

を
語
っ
た
。
こ
の
と
き
艦
は
、
艦
尾
の
旗
章
（
は
た
）
を
引
き
お
ろ
す
。
す
る
と
双
方
発
砲
を
中
止
す
る
。
や
が
て
旗
を
お
ろ
し
た
艦
を
捕
獲
し
、
乗
組
員
を
捕
え
る
た
め

に
ボ
ー
ト
が
乗
り
つ
け
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
国
際
法
の
慣
例
に
も
と
づ
く
行
為
で
あ
ろ
う
が
、
通
詞
ら
は
戦
時
国
際
法
の
原
則
や
条
規
に
つ
い
て
何
ん
の
知
識
も
な
い

か
ら
、
相
手
の
説
明
を
た
だ
聞
く
だ
け
で
そ
れ
を
メ
モ
に
と
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

日
本
人
と
万
国
公
法
（
海
上
公
法
）
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、

―
と
く
に
海
上
戦
闘
の
ば
あ
い
、
敵
の
降
伏
を
知
る
の
は
船
尾
に
ひ
る
が
え
て
い
る
旗
が
お
ろ
さ
れ
た

と
き
で
あ
る
こ
と
を
、
蘭
館
日
誌
の
記
述
に
み
い
だ
し
た
の
は
、
法
政
大
学
名
誉
教
授
・
安
岡
昭
男
で
あ
り
、
同
氏
の
論
文
「
日
本
に
お
け
る
万
国
公
法
の
受
容
と
適
用
」

（『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第
二
号
所
収
、
平
成
11
・
3
）
が
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。

＊

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
制
思
想

―
と
り
わ
け
国
際
法
が
わ
が
国
に
入
っ
て
来
て
、
こ
と
し
で
約
一
四
○
年
余
に
な
る
が
、
三
番
目
の
出
来
事
は
、
駐
日
ア
メ
リ
カ
総
領

事
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
（
一
八
○
四
～
七
八
）
が
、
国
書
を
捧
呈
す
る
た
め
に
江
戸
に
来
た
と
き
、
幕
府
の
接
伴
委
員
ら
（
土
井
丹
波
守
、
鵜
殿
民
部
少
輔
、
永
井
玄

蕃
頭
、
川
路
左
衛
門
尉
）
が
不
明
な
点
に
つ
い
て
教
示
を
も
と
め
た
と
き
で
あ
る
。
時
に
安
政
四
年
十
一
月
六
日
（
一
八
五
七
・
一
二
・
二
一
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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幕
府
の
外
交
当
局
は
、
国
際
法
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
知
で
あ
り
、
国
家
の
あ
い
だ
に
も
法
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
驚
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

2
）。

接
伴
委
員
ら
の
質
問

の
主
要
点
は
、

―

一
　
外
国
に
公
使
を
派
遣
す
る
目
的

一
　
公
使
の
職
務

一
　
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
公
使
の
権
限

な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

公
使
（
使
節
）
と
は
、
外
国
に
駐
在
す
る
国
の
代
表
者
、
お
お
や
け
の
使
者
の
意
で
あ
る
。
ど
の
国
も
国
際
公
法
の
主
体
と
し
て
、
公
使
を
授
け
た
り
、
受
け
た
り
す
る

権
利
を
有
し
て
い
る
。
授
け
る
権
を
“
自
動
的
使
節
権
”、
受
け
る
権
利
を
“
受
動
的
使
節
権
”
と
い
う
。
公
使
の
職
務
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
公
使
が
駐
在
す
る
相
手
政

府
と
の
公
務
上
の
交
通

―
外
交
上
の
通
知
と
外
交
上
の
商
議
（
相
談
）
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
公
使
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
（
特
権
）
と
は
、
不
可
侵
権
と
治
外
法
権
で
あ
る
（
千
賀
鶴
太
郎
『
国
際
公
法
要
義
』
巌
松
堂
、
明
治
四
十
二
年
九
月
、
三
三
九
、

三
四
四
頁
）。

ゲ
オ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
ル
テ
ン
ス
（
一
七
五
六
～
一
八
二
一
、
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
で
外
交
官
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
）
に
よ
る
と
、
国

際
法
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
権
利
と
義
務
の
集
合
体
で
あ
る
。
外
国
人
は
す
べ
て
、
外
国
に
入
国
す
る
や
、
国
際
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
と
い

う
。
こ
と
に
公
使
は
、
一
国
の
代
表
者
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ふ
つ
う
の
外
国
人
以
上
に
不
可
侵
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（G

.F.von M
artens: A

 C
om

pendium
 

of the Law
 of N

ations,

…C
obbett and M

organ, London, 1802, p.5, p.231

）

ハ
リ
ス
は
、
国
際
法
（the law

s of nations

）
の
初
歩
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
質
問
に
た
い
し
て
、
で
き
る
だ
け
て
い
ね
い
に
説
明
し
た
と
い
っ
て
い
る
（
坂
田
精
一
訳

『
ハ
リ
ス

　
日
本
滞
在
記

　
下
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
年
二
月
）。
か
れ
ら
は
ハ
リ
ス
と
の
こ
の
会
談
に
よ
っ
て
蒙も

う

を
啓ひ

ら

か
れ
た
も
の
か
、
幕
府
の
外
国
奉
行
の
と
こ
ろ
に
、

早
く
か
ら
ホ
イ
ー
ト
ン
や
フ
ィ
リ
モ
ー
の
著
書
が
あ
っ
た
と
い
う
（
尾
佐
竹
猛
「
国
際
法
の
発
達
［
一
］）。

福
地
源
一
郎
（
一
八
四
一
～
一
九
○
六
、
明
治
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
）
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
よ
り
、
外
国
奉
行
支
配
通
弁
と
な
っ
て
い
た
が
、
役
所
に
あ
っ
た
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「
ホ
ウ
ヰ
ー
ト
ン
ヌ
は
フ
ヰ
リ
モ
ー
ル
等
」
の
著
書
を
、
辞
書
と
首
っ

引
き
で
よ
み
か
じ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
本
は
、
英
文
で
も
仏
文
で

も
な
い
、
オ
ラ
ン
ダ
文
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
蘭
訳
で
あ
っ
た
も
の

か
…
…
（
福
地
源
一
郎
著
『
懐
往
事
談

　
附

　
新
聞
紙
実
歴
』
民
友
社
、

明
治
二
十
七
年
四
月
）。

福
地
が
い
う
「
ホ
ウ
ヰ
ー
ト
ン
」
や
「
フ
ヰ
リ
モ
ー
ル
」
は
、
い
ま

風
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
だ
と
「
ホ
イ
ー
ト
ン
」「
フ
ィ
リ
モ
ー
」
で
あ
る
。

幕
府
の
外
交
当
局
が
い
つ
ご
ろ
ホ
イ
ー
ト
ン
（H

enry W
heaton

）

や
フ
ィ
リ
モ
ー
（Sir. R

obert phillim
ore

）
の
著
書
を
購
入
し
た
も

の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
幕
末
に
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
の
『
国
際

法
の
初
歩
』（H

enry W
heaton: E

lem
ents of International law

, 

8
th ed. London, 1866

）
を
購
入
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。『
江

戸
幕
府
旧
蔵
洋
書
目
録
』（
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
の
四
四
頁
に
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

SE
 

W
heaton, H

enry.

236 
E

lem
ents of international law

. 8
th ed.

 
London. 1866. 748 p. 26

×16cm
.

（shi

）

SE
 236

は
、
英
書
で
あ
る
同
書
の
請
求
番
号
を
し
め
す
。
こ
の
本

は
第
八
版
で
あ
り
、
一
八
六
六
年
（
慶
応
二
年
）
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行

ヘンリー・ホイートンの『国際法の初歩』（1866年）。
〔法政大学附属図書館蔵〕

ロバート・フェリモー卿の『国際法釈義』（1879年）。
〔法政大学附属図書館蔵〕
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さ
れ
て
い
る
。（shi

）
は
徳
川
家
の
「
静
岡
学
校
」
の
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
維
新
後
幕
府
の
書
庫
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
リ
モ
ー
の
著
書
は
、『
江
戸
幕
府
旧
蔵
洋
書
目
録
』（
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
の
中
に
み
ら
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
際
法
の
知
識
が
な
い
と
各
国
の
外
交
団
と
の
会
談
や
交
渉
に
お
い
て
不
便
で
あ
る
ば
か
り
か
、
じ
っ
さ
い
知
識
不
足
は
外
国
奉
行
ら
を
く
る
し
め

た（
3
）。日

本
人
で
は
じ
め
て
西
洋
の
学
者
に
つ
い
て
国
際
法
を
学
ん
だ
の
は
、「
蘭
国
御
用
御
軍
艦
方
」
と
称
せ
ら
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
（
総
人
数
十
五
名
）
の
洋
学
班
に
属

し
て
い
た
、
西
周
と
津
田
真
一
郎
（
真
道
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
渡
蘭
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
・
経
済
・
法
学
・
哲
学
な
ど
を
ま
な
ぶ
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
要
す

る
に
い
ま
で
い
う
人
文
・
社
会
科
学
の
骨
子
を
速
習
し
、
そ
の
知
識
を
外
交
や
内
政
改
革
に
役

立
て
よ
う
と
の
高こ

う

邁ま
い

な
精
神
を
も
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
両
人
は
、
レ
イ
デ
ン
大
学
の
シ
モ

ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
教
授
（
一
八
一
八
～
八
八
、
オ
ラ
ン
ダ
の
経
済
学
者
、
の
ち
蔵
相
）
の

も
と
で
、
法
学
（
自
然
法
、
国
際
法
、
国
内
法
）、
経
済
学
、
統
計
学
な
ど
を
ま
な
ん
だ
。

両
人
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
個
人
教
授
を
う
け
た
の
は
、
わ
ず
か
一
年
と
数
ヵ
月
の
期
間
で

あ
り
、
各
科
目
の
大
要
だ
け
を
ま
な
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。
か
れ
ら
が
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
筆
記

し
、
母
国
に
持
ち
帰
っ
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
講
義
は
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
か
な
ら
ず
し
も
名

論
卓
説
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

両
人
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
帰
国
す
る
と
、
ほ
ど
な
く
幕
府
に
出
任
し
た
。
西
は

「
万
国
公
法
」、
津
田
は
国
法
を
講
じ
た
。
の
ち
西
は
『
万
国
公
法
』（
全
四
冊
）、
津
田
は
『
泰

西
国
法
論
』（
全
四
冊
）
を
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
の
本
隊
は
海
軍
班
で
あ
り
、
そ
れ
に
属
す
る
内
田
、
榎
本
、
沢
、
赤
松
、

田
口
ら
は
、
海
軍
諸
術
（
船
具
、
船
舶
の
運
用
、
砲
術
、
小
銃
、
蒸
気
学
、
火
薬
製
造
法
）
な

ど
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
学
習
上
の
具
体
的
成
果
や
貢
献
は
、
西
や
津
田
の
広
汎
に
わ

た
る
文
化
的
貢
献
に
く
ら
べ
る
と
見
劣
り
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

蕃書調所が翻刻した『万国公法』（慶応元年刊）。
〔早稲田大学中央図書館蔵〕
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
幕
末
期
、
政
府
と
民
間
は
、
国
際
法
と
い
う
も
の
に
注
目
し
は
じ
め
、
逸
早
く
そ
れ
に
つ
い
て
の
書
物
を
海
外
に
も
と
め
た
と
こ
ろ
、
漢
訳
が
あ
る
こ

と
を
知
り
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
幕
府
の
洋
学
機
関
で
あ
る
開
成
所
（
蕃ば

ん

書し
ょ

調
し
ら
べ

所し
ょ

─
洋
書
調
所
を
改
称
し
た
も
の
）
が
、
そ
れ
を
翻
刻
し
た
。
そ
の
漢
訳
（
全
六

冊
）
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
法
学
者
で
あ
り
外
交
官
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
（
一
七
八
五
～
一
八
四
八
）
の
原
著 E

lem
ents of International law

, 

1864 

を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

ホ
イ
ー
ト
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
州
都
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
の
裕
福
な
商
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
長
じ
て
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
に
学
び
、
卒
業
後
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
。
帰
国
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
弁
護
士
を
や
り
、
の
ち
プ
ロ
シ
ア
駐
さ
つ
の
ア
メ
リ
カ
公
使
を
つ
と
め
た
。
一
八
四
七
年
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学

で
国
際
法
を
お
し
え
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
教
授
と
な
っ
た
。
か
れ
の
主
著
『
国
際
法
の
初
歩
』（
一
八
三
六
年
）
は
、
何
度
も
版
を
か
さ
ね
、
名
著
の
定
評
が
あ
っ
た
。

訳
者
は
、
じ
つ
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
。
名
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
・
マ
ー
テ
ィ
ンW

illiam
 A

lexander Parsons M
artin

と
い
い
、

ア
メ
リ
カ
長
老
派
教
会
外
国
伝
道
局
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
中
国
人
に
協
力
し
て
も
ら
い
、
漢
訳
し
た
。
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
中
国
名
を
丁チ

ン

韙
ウ
エ
イ

良リ
ヤ
ン、

号
を
冠

ク
ア
ン

西シ
ー

と
い

っ
た
。
一
八
二
七
年
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
に
生
ま
れ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
ル
バ
ニ
ー
の
長
老
派
の
神
学
校
に
ま
な
ん
だ
。

一
八
五
○
年
（
道タ

オ

光
ク
ア
ン

三
○
年
）
年
よ
り
、
中
国
の
寧ニ

ン

波ポ
ー

で
伝
道
に
従
事
し
、
お
よ
そ
十
年
間
同
地
で
く
ら
し
た
。
こ
の
間
に
中
国
語
や
中
国
文
化
を
意
欲
的
に
学
習
し

た
。
一
八
六
二
年
（
同ト

ン
ツ
ウ治

元
年
）
北
京
に
う
つ
り
、
伝
道
の
し
ご
と
の
か
た
わ
ら
外
交
使
節
団
の
顧
問
と
な
り
、
天
津
条
約
・
北
京
条
約
の
交
渉
に
も
活
躍
し
た
。
一
八
六

五
年
同ト

ン
ウ
ン
ク
ア
ン

文
館
英
文
教
授
、
同
六
九
年
総
長
、
一
八
九
八
年
（
光

コ
ア
ン
シ
ュ緒

二
十
四
年
）
京

チ
ン
シ
ュ
タ
ー
シ
ュ
エ
タ
ン

師
大
学
堂
（
北
京
大
学
の
前
身
）
の
西

シ
ー
シ
ュ
エ
ツ
オ
ン
チ
ヤ
オ
シ

学
総
教
習
（
館
長
）
に
就
任
し
た
。

著
訳
書
と
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
書
関
係
の
も
の
が
多
い
が
、
国
際
法
規
の
大
略
を
漢
文
に
訳
し
、
同
治
三
年
（
一
八
六
四
年
）
す
な
わ
ち
わ
が
元
治
元
年
に
刊

行
し
た
の
が
『
万
国
公
法
』
で
あ
る
。
こ
の
本
は
中
国
に
お
い
て
格
別
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が（

4
）、

間
も
な
く
長
崎
に
伝
わ
り
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
開

成
所
が
翻
刻
し
、
京
都
の
崇
実
館
に
出
版
さ
せ
た
。
識
者
は
争
っ
て
こ
の
翻
刻
を
よ
ん
だ
と
い
う
。

此
書
は
翌
慶
応
元
年
に
東
京
大
学
の
祖
校
た
る
開
成
所
で
翻
刻
出
版
せ
ら
れ
た
が
、
是こ

れ
ま
で
鎖
国
独
棲
し
て
居
っ
た
我わ

が

国
民
は
、
始は

じ

め
て
各
国
の
交
通
に
も
条
規
の
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
識
者
は
争
っ
て
此
書
を
読
む
が
如ご

と

き
有
様
で
あ
っ
た
（
穂
積
陳の

ぶ
し
げ重

著
『
法
窓
夜
話
』、
河
出
文
庫
、
一
○
九
頁
）。

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
点
は
、
国
際
法
と
い
う
も
の
が
わ
が
国
に
移
入
さ
れ
た
の
は
、
中
国
を
通
じ
て
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る（

5
）。
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原
本
は
第
一
部
（Part First

）
か
ら
第
四
部
（Part Fourth

）
ま
で
あ
り
、
い
ま
各
区
部
の
頭と

う

書し
ょ

（
説
明
文
）
だ
け
を
中
国
語
訳
と
原
文
（
英
語
）
と
を
対
照
す
る
た

め
に
、
つ
ぎ
に
か
か
げ
て
み
よ
う
。

第
一
巻

Part

　First.

　
釈
公
法
之
義
明
其
本
源
題
其
大
旨

D
efinition, sources,and subjects of International Law

.

　
第
一
章

　
釈
義
明
源

C
hapter Ⅰ

.
D

efinition and sources of International Law
.

　
第
二
章

　
論
邦
国
自
治
自
主
之
権

N
ations and Sovereign States.

第
二
巻

Part

　Second

　
論
諸
国
自
然
之
権

A
bsolute International R

ights of States.

　
第
一
章

　
論
其
自
護
自
主
之
権

C
hapter Ⅰ

.
R

ight of Self-preservation and Independence.

　
第
二
章

　
論
制
定
津
法
之
権

C
hapter Ⅱ

.
R

ights of C
ivil and C

rim
inal Legislation.

　
第
三
章

　
論
諸
国
平
行
之
権

 C
hapter  Ⅲ

.
R

ights of E
quality.

　
第
四
章

　
論
各
国
掌
物
之
権

 C
hapter  Ⅳ

.
R

ights of Property.

第
三
巻

Part

　T
hird

　
論
諸
国
平
時
往
来
之
権

International rights of states in their pacific relations.

　
第
一
章

　
論
通
使

 C
hapter Ⅰ

.
R

ights of Legation.
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第
二
章

　
論
商
議
立
約
之
権

 C
hapter Ⅱ

.
R

ights of N
egotiation and T

reaties.
第
四
巻

Part

　Fourth.
　
論
交
戦
条
規

International R
ights of States in their hostile relations.

　
第
一
章

　
論
戦
始

C
hapter Ⅰ

.
C

om
m

encem
ent of w

ar and its im
m

ediate effects.

　
第
二
章

　
論
敵
国
交
戦
之
権

 C
hapter Ⅱ

.
R

ights of w
ar as betw

een enem
ies.

　
第
三
章

　
論
戦
時
局
外
之
権

C
hapter  Ⅲ

.
R

ights of w
ar as to neutrals.

　
第
四
章

　
論
和
訳
約
章
程

 C
hapter  Ⅳ

.
T

reaty of peace.

本
文
の
書
き
出
し
（
第
一
頁
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。

第
一
巻
、
釈
公
法
之
義
、
明
其
本
源
題
其
大
旨
、

第
一
章
、
釈
義
明
源
、

天
下
無
人
能
定
法
、
令
万
国
必
遵
、
能
折
獄
、
使
万
国
必
服
、
然
万
国
尙
有
公
法
、
以
統
其
事
、
而
断
其
訟
焉
、
或
問
此
公
法
、
既
非
由
君
定
、
則
何
自
而
来
耶
、
日
将
諸
国

交
接
之
事
、
揆
之
於
情
、
度
之
於
理
、
深
察
公
義
之
大
道
、
便
可
得
其
淵
源
矣
、
夫
各
国
固
有
君
、
為
巳
之
民
、
制
法
断
案
、
万
国
安
有
如
此
統
領
之
君
、
豈
有
如
此
通
行
之

法
乎
、
所
有
通
行
之
法
者
、
皆
由
公
議
而
設
、
但
万
国
既
無
統
領
之
君
、
以
明
指
其
往
来
条
例
、
亦
無
公
舉
之
有
司
、
以
息
其
争
端
、
倘
求
公
法
、
而
欲
恃
一
国
之
君
操
其
権
、

一
国
之
有
司
、
釈
其
義
、
不
可
得
矣
、
欲
知
此
公
法
准
心
何
権
而
立
、
惟
有
究
察
各
国
相
待
、
所
当
守
天
然
之
義
法
而
巳
、
至
於
各
公
師
弁
論
此
義
法
、
則
各
陳
其
説
、
故
所

論
不
免
歧
異
矣
…
…
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こ
れ
は
つ
ぎ
に
引
く
原
文
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

PA
R

T

　FIR
ST

D
E

FIN
IT

IO
N

, SO
U

R
C

E
S, A

N
D

 SU
B

JE
C

T
S O

F IN
T

E
R

-

N
A

T
IO

N
A

L LA
W

.

―
 C

H
A

PT
E

R
 Ⅰ

.

D
E

F
IN

IT
IO

N
 A

N
D

 SO
U

R
C

E
S O

F
 IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L LA

W
.

§
Ⅰ

. T
here is no legislative or judicial authority, recognized by all nations, w

hich determ
ines the law

 that regulates the reciprocal relations of States. 

T
he origin of this law

 m
ust be sought in the principles of justice, applicable to those relations. W

hile in every civil society of state there is alw
ays a 

legislative pow
er w

hich establishes, by express declaration, the civil law
 of that State, and a judicial pow

er, w
hich interprets that law

, and applies it to 

individual cases,in the great society of nations there is no legislative pow
er, and consequently there are no express law

s, except those w
hich result from

 

the conventions w
hich States m

ay m
ake w

ith one another. A
s nations ackow

ledge no superior, as they have not organized any com
m

on param
ount 

authority, for the purpose of establishing by an express declaration their international law
, and as they have not constituted any sort of A

m
phictyonic 

m
agistracy to interpret and apply that law

, it is im
possible that there should be a code of international law

 illustrated by judicial interpretations.

 

（ H
enry W

heaton LL.D
.,: E

lem
ents of International Law

. eighth edition. Little, B
row

n, and C
om

pany, B
oston, 1866, p.3 

）

こ
の
一
節
は
、
国
際
法
の
定
義
・
起
源
・
課
題
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ま
し
の
意
は
こ
う
で
あ
る
。

―
す
べ
て
の
国
が
認
め
る
立
法
も
し
く
は
司

法
上
の
権
威
は
い
な
い
と
い
う
。
国
と
国
と
の
相
互
関
係
を
規
制
し
て
い
る
の
が
国
際
法
で
あ
る
。
国
際
法
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
国
と
国
と
の
関
係
に
当

て
は
ま
る
、
正
義
の
原
理
に
も
と
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
あ
ら
ゆ
る
市
民
社
会
や
国
家
に
は
、
か
な
ら
ず
法
権
力
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
国
家
の
市
民
法

を
制
定
し
て
い
る
。
い
か
な
る
国
家
も
国
際
法
を
つ
く
る
た
め
の
至
上
者
、
共
通
の
最
高
権
威
者
を
も
た
ず
、
ま
た
国
際
法
を
解
し
、
そ
れ
を
用
い
る
隣
保
同
盟
の
長
官
が

い
な
い
由
に
、
公
正
な
る
解
釈
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
国
際
法
の
法
典
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
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原
文
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
内
容
の
も
の
だ
が
、
マ
ー
テ
ィ
ン
師
は
、
漢
訳
す
る
に
際
し
て
、

―

江ジ
ア
ン
ミ寗

の
何フ

ウ

師シ

孟モ
ン

通ト
ン
チ
ュ州

の
李リ

大タ

文ウ
ン

大タ

興シ
ン

の
張

チ
ャ
ン

煒ウ
エ

定テ
ン
ハ
イ海

の
曹

ツ
ア
オ

景チ
ン

ら
清
国
人
の
協
力
を
え
た
。
原
稿
が
で
き
た
と
き
、
数
巻
を
総ツ

オ
ン
リ
ク
ウ
コ
ウ
シ
ー
ウ
ヤ
ー
モ
ン

理
各
国
事
務

門
（
役
所
）
に
提
出
し
、
閲え

つ

を
う
け
、
大
臣
ら
の
出
資
に
よ
り
刊
行
し
た
（「
凡
例
」）。

丁チ
ン

韙
ウ
エ
イ

良リ
ヤ
ン（W

illiam
 M

artin

）
訳
『
万
国
公
法
』
の
翻
刻
版
が
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
成
る
や
、
駐
日
イ
ギ
リ
ス
公
使
ハ
リ
ー
・
ス
ミ
ス
・
パ
ー
ク
ス
（
一
八
二

八
～
八
五
、
の
ち
駐
清
公
使
）
は
、
さ
っ
そ
く
そ
れ
を
求
め
、
中
国
に
い
る
訳
者
マ
ー
テ
ィ
ン
師
の
も
と
に
一
部
送
っ
た
。

当
時
江
戸
駐

ち
ゅ
う

剳さ
つ

ノ
公
使
タ
ル

　
さ
あ
・
は
り
い
・
ぱ
あ
く
す
ハ

　
学
術
ヲ
移
入
セ
ン
ト
ス
ル
余
ガ
努
力
ニ
同
情
ヲ
表
シ
テ
、
其
ノ
日
本
ノ
初
版
一
部
ヲ
余
ニ
送
リ
越
セ
リ
（A

 

cycle of C
athay, p.234

）。

注
・
鈴
木
券
太
郎
「
万
国
公
法
」
上
梓
の
年
に
つ
き
て
」（『
新
旧
時
代
』
八
月
所
収
、
第
一
年
第
六
冊
、
大
正
14
・
6
・
20
）
よ
り
。

ま
た
松
本
良
順
（
一
八
三
二
～
一
九
○
七
、
幕
末
・
明
治
期
の
医
師
）
は
、
当
時
将
軍
・
家い

え

茂も
ち

の
侍
医
で
あ
っ
た
が
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
三
月
十
四
日
『
万
国
公

法
』（
六
冊
）
を
小
姓
木
村
備
後
守
を
通
じ
て
上
覧
に
供
し
た
。

一
　
万
国
公
法

　
　
　
　
六
冊

右
は
内
々
松
本
良
順
ゟよ
り

入
二
御
覧
一
度
旨
に
而

。
此
方
共
迄
差
出
候
に
付
。
咄

は
な
し

合あ
い

之の

上う
え

。
御
用
掛
衆
伊
豆
守
殿
江

御
咄
申
。
此
方
共
よ
り
内
々
入
二
　
御
覧
一
候
積
に
入
二
　
御
覧
一
。

注
・『
続
徳
川
実
紀 

第
五
篇
』
所
収
、
昭
徳
院
殿
御
在
坂
日
記 

慶
応
二
年
三
月
十
四
日
の
く
だ
り
よ
り
。
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同
書
を
将
軍
・
家
茂
に
献
上
し
た
時
期
は
、
第
二
次
長
州
征
伐
の
こ
ろ
で
あ
り
、
家
茂
は
大
坂
城
に
い
た
が
、
諸
藩
は
こ
れ
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た
。
慶
応
二
年
一
月
、

薩
長
連
合
の
密
約
が
な
り
、
薩
摩
は
出
兵
を
拒
否
し
た
。

同
年
七
月
二
十
日

―
十
四
代
将
軍
・
家
茂
が
急
死
し
た
。
国
事
多
難
の
折
、
家
茂
は
『
万
国
公
法
』
に
目
を
通
し
た
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
書
物
は
の

ち
に
学
問
所
（
開
成
所
）
に
も
ど
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

大
久
保
一い

ち

翁お
う

（
一
八
一
七
～
八
八
、
幕
末
・
明
治
期
の
政
治
家
）
は
、
蕃
書
調
所
頭
取
、
駿
府
・
京
都
町
奉
行
、
側
用
取
次
、
外
国
奉
行
、
若
年
寄
な
ど
を
歴
任
し
た
幕

府
官
僚
だ
が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
三
月
に
十
五
代
将
軍
・
慶
喜
に
『
万
国
公
法
』（
六
冊
）
を
五
部
献
上
し
た
。
慶
喜
は
同
書
を
二
部
手
も
と
に
お
き
、
三
部
を
御

用
部
屋
（
老
中
や
若
年
寄
の
執
務
室
）
に
下
げ
わ
た
し
た
（
尾
佐
竹
猛
「
国
際
法
の
発
達
［
一
］」（『
法
律
及
政
治
』
所
収
）。

副そ
う

島じ
ま

種た
ね

臣お
み

（
一
八
二
八
～
一
九
○
五
、
幕
末
・
明
治
期
の
政
治
家
、
の
ち
明
治
政
府
の
参
与
、
制
度
事
務
局
判
事
、
宮
内
省
御
用
掛
）
は
、
佐
賀
藩
の
英
学
修
業
の
生
徒

監
と
し
て
長
崎
に
お
も
む
い
た
折
、
同
藩
の
致
遠
館
の
教
師
グ
イ
ド
・
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
リ
ド
リ
ン
・
フ
ル
ベ
ッ
キ
（
一
八
三
○
～
九
七
、
オ
ラ
ン
ダ
人
。
ア
メ
リ
カ
の
宣
教

師
）
が
所
有
し
て
い
た
書
物
の
中
に
、“
漢
訳
の
万
国
公
法
”
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ひ
ま
に
ま
か
せ
「
わ
が
流
義
で
ア
ジ
ア
流
義
に
合あ

は
し
て
読
ん
だ
」
と
、「
国
際
法
学

会
」
の
席
上
、「
明
治
初
年
外
交
実
歴
談
」
と
題
し
て
講
演
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
か
た
っ
た
［
明
治
35
・
5
・
29
］（『
国
際
法
雑
誌
』
第
五
号
所
収
、
明
治
35
・
6
・
11
）。

西
と
津
田
の
二
人
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
日
本
人
と
し
て
は
は
じ
め
て
国
際
法
の
概
要
を
正
式
に
ま
な
ん
だ
先
駆
者
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
二
番
手
は
、
か
れ
ら
と
同

じ
よ
う
に
幕
生
で
あ
っ
た
榎
本
釜
次
郎
（
武た

け

揚あ
き

、
一
八
三
六
～
一
九
○
八
、
明
治
期
の
政
治
家
）
で
あ
る
。
同
人
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
く
わ
し
く
ふ
れ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ

留
学
中
に
ハ
ー
グ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
テ
オ
ド
ー
ル
・
オ
ル
ト
ラ
ン
著
『
国
際
法
と
海
上
外
交
術
』（M

. T
heodore O

rtolan: R
eg̀les Internationales et 

D
iplom

atie de la m
er, 1856

）
を
日
本
人
掛
の
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
に
蘭
訳
し
て
も
ら
い
、
そ
の
写
本
（
二
冊
）
を
苦
労
を
か
さ
ね
て
学
ん
だ
。

三
番
手
は
、
福
地
源
一
郎
で
あ
り
、
か
れ
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
以
後
、
ホ
イ
ー
ト
ン
や
フ
ィ
リ
モ
ー
の
蘭
訳
を
辞
引
を
ひ
き
な
が
ら
か
じ
り
読
み
し
て
い
た
。
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
）
五
月
、
柴
田
剛た

け

中な
か

（
日
向
守
）
が
、
横
須
賀
製
鉄
所
建
設
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
技
術
者
の
雇
用
や
機
械
類
の
購
入
等
の
用
務
を
お
び
て
英
仏
に

お
も
む
く
と
き
、
福
地
は
通
弁
と
し
て
同
行
し
た
。
こ
の
と
き
外
国
奉
行
よ
り
、
国
際
法
を
研
究
す
る
内
命
を
う
け
た
が
、
果
せ
な
か
っ
た
。

福
地
は
渡
欧
ま
え
に
、
蘭
通
詞
の
森
山
多
吉
郎
や
外
国
奉
行
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
目
立
た
ぬ
よ
う
に
万
国
公
法
を
ま
な
ぶ
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
。
パ
リ
到
着
後
、

海
軍
技
師
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
レ
オ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
（
一
八
三
七
～
一
九
○
八
）
の
紹
介
に
よ
り
、
二
、
三
の
国
際
法
学
者
と
会
い
、
教
え
を
乞
う
た
が
、
相
手
は
福
地
が
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法
律
の
こ
と
を
何
も
知
ら
ぬ
こ
と
に
お
ど
ろ
き
、
講
義
も
説
明
も
で
き
な
い
の
に
こ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
ふ
つ
う
の
法
理
論
、
国
際
上
の
歴
史
も
し
ら
ず
し
て
、
国
際
法
に

つ
い
て
修
業
す
る
こ
と
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

福
地
が
会
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
は
、
異
口
同
音
に
い
っ
た
。
外
交
用
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
語
の
け
い
こ
を
な
す
べ
し
、
と
。
ヴ
ェ
ル
ニ
ー

も
お
な
じ
よ
う
な
忠
告
を
し
た
。
福
地
は
渡
欧
す
る
ま
え
、
今
回
の
洋
行
で
は
、
万
国
公
法
の
秘ひ

奥お
う

（
奥
ぶ
か
い
所
）
を
ま
な
び
、
帰
国
し
た
と
き
、
そ
れ
を
武
器
に
雄
弁

を
ふ
る
い
、
外
国
の
公
使
ら
の
驕

き
ょ
う

慢ま
ん

を
打
ち
く
だ
い
て
や
ろ
う
、
と
雄
々
し
い
こ
こ
ろ
ざ
し
を
も
っ
て
い
た
。
が
、
わ
ず
か
数
日
間
の
面
接
試
験
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
泡
沫

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
か
れ
は
心
機
一
転
、
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
（
一
八
三
七
～
一
九
一
六
）
と
い
う
奇
人
の
東
洋
語
学
者
を
先
生
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
を
は
じ
め
た
（『
懐
往
事

談
』）。

福
地
は
翌
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）、
国
際
法
修
業
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
し
、
と
美
濃
紙
に
二
十
枚
ほ
ど
請
願
書
を
か
き
、
外
国
奉
行
の
も
と

に
提
出
し
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
（
尾
佐
竹
猛
著
『
国
際
法
よ

り
観
た
る 

幕
末
外
交
物
語
』
文
化
生
活
研
究
会
、
大
正
十
五
年
十
二
月
、
五
頁
）。
ま
た
し
て
も
か
れ
の
夢
は
つ
い
え

た
。ま

た
維
新
の
当
初
、
大
隈
重
信
が
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
を
相
手
に
、
も
の
ご
と
の
理
非
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
使
っ
た
の
も
万
国
公
法
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。

万
国
公
法
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
か
な
り
の
流
布
本
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
万
国
に
通
じ
る
純
理

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
た
風
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
国
際
法
の

思
想
は
、
こ
の
本
を
通
じ
て
じ
ょ
じ
ょ
に
国
内
に
普
及
し
、
ち
ま
た
の
人
間
も
こ
れ
を
口
に
し
た
り
、
文
字
に
す
る
者
も
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

西
周
助
訳
述
『
万
国
公
法
』
が
刊
行
さ
れ
た
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
以
降
、
ほ
か
に
も
類
書
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

堤
彀
士
志
訳

 

『
万
国
公
法
釈
義
』［
四
巻
］
御
書
物
製
本
所 

慶
応
四
年

　

ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

瓜
生
三
寅
訳

 

『
交
道
起
源
・
一
名

　
万
国
公
法
全
書
』
京
都
竹ち

く

苞ほ
う

楼 

慶
応
四
年

　

マ
ル
テ
ン
ス
原
著

福
地
源
一
郎
訳

 

『
外国 

交
際
公
法
』
福
地
氏
蔵
版 

明
治
二
年

　

子
安
宗
峻

柴
田
昌
吉
訳

 

『
英
国
海
軍
律
令
全
書
』
松
陰
山
房 

明
治
三
年
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ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

重
野
安
繹
訳

 

『
和
訳
万
国
公
法
』
鹿
児
島
藩 

明
治
三
年

　

ウ
ー
ル
ジ
ー
原
著

箕
作
麟
祥
訳

 

『
国
際
法
・
一
名

　
万
国
公
法
』
弘
文
堂 

明
治
六
年

　

ハ
レ
ッ
ク
原
著

秋
吉
省
吾
訳

 

『
万
国
公
法
』
東
京

　
有
隣
堂 

明
治
七
年

　

ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

大
築
拙
蔵
訳

 

『
万
国
公
法
・
始
戦
論
（
戦
争
之
部
）』
明
法
寮 

明
治
八
年

　

ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

高
谷
龍
洲
注
解

 

『
万
国
公
法
蠡れ

い

管か
ん

』
済
美
黌 

明
治
九
年

　

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ケ
ン
ト
原
著

蕃
地
事
務
局
訳

 

『
堅
土
氏
万
国
公
法
』
坂
上
半
七 

明
治
九
年

　

ヘ
フ
ト
ル
原
著

荒
川
邦
蔵
、
木
下
周
一
共
訳 

『
海氏 

万
国
公
法
』
司
法
省 

明
治
一
○
年

ウ
ー
ル
ジ
ー
原
著

丁
韙
良
漢
訳

 
『
公
法
便
覧
』
中
国
版
、
光
緒
三
年 

明
治
一
○
年

ヘ
フ
テ
ル
原
著

荒
川
邦
蔵
・
木
下
周
一
共
訳 

『
万
国
公
法
』
司
法
省 

明
治
一
○
年

ウ
ー
ル
ジ
ー
原
著

妻
木
頼
矩
・
水
野
忠
雄
訓
點
『
公
法
便
覧
』
水
野
忠
雄 

明
治
一
二
年

ブ
ル
ン
チ
リ
原
著

岸
田
吟
香
訓
點

 

『
歩
倫
氏
公
法
会
通
』
楽
善
堂 

明
治
一
四
年

ブ
ル
ン
チ
リ
原
著

山
脇
玄
・
飯
山
正
秀
共
訳 

『
万
国
公
法
、
戦
争
条
規
』
近
藤
幸
正 

明
治
一
五
年

ホ
ウ
ィ
ー
ト
ン
原
著

大
築
拙
蔵
訳

 

『

 

万
国
公
法
』
司
法
省 

明
治
一
五
年

大
谷
熊
太
郎
編 

『
万
国
公
法
・
交
戦
条
規
』 

明
治
一
五
年

ブ
ル
ン
チ
リ
原
著

大
築
拙
蔵
訳

 

『
万
国
公
法
』
司
法
省 

明
治
一
五
年

丁
韙
良
漢
訳 

『
陸
地
戦
例
新
選
』
懸
車
堂 

明
治
一
七
年

ホ
ー
ル
原
著

三
宅
恒
徳
訳

 

『
国
際
法

　
上
巻
』
横
田
四
郎 

明
治
二
一
年

沼
崎
甚
三
著 

『
万
国
公
法
要
訳
』
博
聞
社 

明
治
二
一
年

オ
ル
ト
ラ
ン
原
著

海
軍
参
謀
本
部
訳

 

『
海
上
国
際
法
規
』
海
軍
参
謀
本
部 

明
治
二
二
年

長
岡
護
美
著 

『
万
国
公
法
講
述
』 

明
治
二
三
年

パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
原
著

安
達
峰
一
郎
訳

 

『
国
際
法
講
義
』
明
治
法
律
学
校
講
法
会 

明
治
二
三
年

ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

堤
彀
士
訳

　
　

『
万
国
公
法
釈
義
』（
四
巻
）
は
、
大
阪
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
、
丁チ

ン

韙
ウ
エ
イ

良リ
ヤ
ン（

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
テ
ィ
ン
）
の
分
を
堤テ

ィ

彀コ
ウ

士シ
ュ

志シ

が
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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西
が
訳
し
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
『
万
国
公
法
』
よ
り
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
い

う
（
尾
佐
竹
猛
「
国
際
法
の
発
達
［
一
］）。

ホ
イ
ー
ト
ン
原
著

瓜
生
三
寅
訳

　

『
交
道
起
源
・
一
名 

万
国
公
法
全
書
』
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー

ト
ン
の
原
書 E

lem
ents of International Law

 

か
ら
反
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
訳

者
は“International Law

” 

を
従
来
の
よ
う
に
「
万
国
公
法
」
と
訳
さ
ず
、

　「
交
道
」

と
訳
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
も
の
と
い
う
（
尾
佐
竹
前
掲
論
文
）。

マ
ル
テ
ン
ス
原
著

福
地
源
一
郎
訳

『
外国 

交
際
公
法
』（
二
巻
）
は
、
福
地
が
ホ
ッ
ド
ソ
ン
の
英
訳
本
か

ら
こ
れ
を
重
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。「
緒
言
」
に
よ
る
と
、
原
本
は
一
八
六
七
年
に

ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
い
う
が
、
い
ろ
い
ろ
捜
し
て
み
た
が
見
当
ら
な
い
。
マ
ル
テ
ン
ス
の
こ
の
訳
本
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
月
刊
行
さ
れ
た
。

原
著
者
の
マ
ル
テ
ン
ス
に
つ
い
て
も
わ
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
。
福
地
は
マ
ル
テ
ン
ス
の
こ
と
を
「
独ド

イ
ツ乙

ノ
学
士
バ
ロ
ン
＝
チ
ヤ
ル
ト
マ
ル
テ
ン
ス
」
と
し
る
し
て
い
る
。

が
、B

aron K
arl von M

artens

（
一
七
九
○
～
一
八
六
三
）
が
正
し
い
よ
う
だ
。
マ
ル
テ
ン
ス
の
叔
父
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
ル
テ
ン
ス
（
一

七
五
六
～
一
八
二
一
）
と
い
い
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
外
交
官
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
と
し
て
活
躍
し
、
条
約
集
七
巻
（
仏
文
）
を
編
纂
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

が
、
甥
の
ほ
う
は
叔
父
ほ
ど
、
世
間
に
名
が
聞
こ
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。

英
訳
本
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
幸
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
は

―

LE

G
U

ID
E

 D
IPLO

M
A

T
IQ

U
E

.

 PR
É

C
IS

D
E

S D
R

O
IT

S E
T

 D
E

S F
O

N
C

T
IO

N
S.

 PA
R

オルトラン原著
海軍参謀本部訳 『海上国際法規　完』（明治22年）。

〔国立国会図書館蔵〕
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Le B
N C

H
A

R
LE

S D
E

 M
A

R
T

E
N

S.

 Leipzig:

F. A
. B

R
O

C
K

H
A

U
S.

1866

　
（
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゥ
・
マ
ル
テ
ン
ス
男
爵
著
『
外
交
案
内

―
法
と
職
務
の
概
要
』
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
エ
フ
・
ア
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
社
刊
、
一
八
六
六
年
）

と
あ
る
。
同
書
は
上
下
二
巻
本
で
、
第
一
巻
は
三
○
○
頁
、
第
二
巻
は
三
八
八
頁
、
あ
わ
せ
て
六
八
八
頁
の
大
著
で
あ
る
。

本
の
中
味
は
、
公
使
の
職
務
や
権
利
義
務
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
テ
ン
ス
の
こ
の
本
は
、
中
国
に
お
い
て
光
緒
二
年
（
明
治
九
年
）
に
丁チ

ン

韙
ウ
エ
イ

良リ
ヤ
ンに

よ
っ
て
、『
星シ

ン
ツ
ア
ツ
ツ
ア
ン

指
掌
』
と
題
し
て
漢
訳
出
版
さ
れ
た
と
い
う
（
大
平
善
梧
「
国
際

法
学
の
移
入
と
性
法
論
」（『
一
橋
論
業
』
第
二
巻
第
四
号
所
収
）。

福
地
訳
は
英
訳
本
の
抄
訳
で
あ
り
、
上
（
三
十
四
葉
）・
下
（
三
十
八

葉
）
の
二
冊
本
で
あ
る
。
本
の
大
き
さ
は
、
縦
27
㎝
×
横
15
㎝
で
あ
る
。
表

紙
の
色
は
、
濃
い
む
ら
さ
き
で
あ
る
。

奥
付
に
は

―
、

明
治
二
年
己つ

ち
の
と
み巳

七
月
二
九
日

官
許

　
　
　
福
地
氏
蔵
板

シャルル・ドゥ・マルテンス男爵著『外交案内－法
と職務の概要』（1866年）。〔法政大学附属図書館蔵〕
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売ば

い

弘こ
う

所
　
東
京
芝
明
神
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
屋
嘉
七

と
あ
る
。

「
緒
言
」（
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
の
混
交
文
）
を
や
さ
し
く
い
い
換
え
る
と
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

戊つ
ち
の
え

辰た
つ

（
明［

一
八
六
八
］

治
元
年
）
十
月
、
駿
府
城
を
去
り
、
ふ
た
た
び
東
京
に
や
っ
て

来
た
が
、
う
つ
う
つ
と
し
て
楽
し
ま
な
か
っ
た
。
病
い
を
む
さ
苦
し
い
、
貧
し

い
裏
ま
ち
に
や
し
な
い
、
数
ヵ
月
と
い
う
も
の
門
外
に
出
な
か
っ
た
。
た
ま
た

ま
友
人
某
が
や
っ
て
来
て
、
本
を
机
の
う
え
に
置
く
と
、
こ
う
い
っ
た
。

こ
の
本
は
「
デ
ィ
プ
ロ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ガ
イ
ド
」
と
い
い
、
外
国
と
交
際
す

る
と
き
、
最
初
に
な
す
べ
き
務

つ
と
め

に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
学

士
シ
ャ
ル
ル
・
マ
ル
テ
ン
ス
男
爵
が
著
わ
し
た
書
物
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ド
ソ

ン
が
英
訳
し
、
一
八
六
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

…
…

こ
の
あ
と
友
人
は
、
国
家
が
維
新
に
の
ぞ
ん
だ
い
ま
、
外
国
と
の
交
際
は
急

務
と
な
っ
た
。
き
み
は
こ
れ
を
訳
し
て
公
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と

が
国
家
の
恩
に
む
く
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
学
問
や
修
養
に
志
す
者
が
重
ん

じ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
世
間
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
を
す
る
に
あ
る
。
こ
れ
に

た
い
し
て
福
地
は
、
官
職
を
辞
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
著
述
を
絶
っ
て
い
る
、

27㎝

15㎝

マルテンス原著
福地源一郎訳 『外

国交際公法』（明治 2 年）。早大の貴重書。筆者によるスケッチ。
〔早稲田大学中央図書館蔵〕
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と
い
っ
て
相
手
に
し
な
か
っ
た
。
が
、
友
人
か
ら
翻
意
を
う
な
が
さ
れ
訳
筆
を
と
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

同
書
の
目
次
を
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
巻
上

　
　
第
一
篇

第
一
章

　
　
外
国
事
務
官

第
二
章

　
　
外
国
事
務
大
臣

第
三
章

　
　
外
国
事
務
大
臣
ノ
職
務

　
　
第
二
篇

第
四
章

　
　
公
使

第
五
章

　
　
公
使
ヲ
送
ル
ベ
キ
条
理

第
六
章

　
　
公
使
ヲ
受
ク
ベ
キ
条
理

第
七
章

　
　
公
使
ノ
等
級
ヲ
定
ム
ル
ノ
条
理

第
八
章

　
　
公
使
ノ
人
員
ヲ
定
ム
ル
ノ
条
理

第
九
章

　
　
公
使
人
撰
ノ
法

第
十
章

　
　
弁
理
公
使
ノ
職
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
、
省
略
す
る
。

ま
た
第
一
頁
の
書
き
だ
し
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

外
国
交
際
公
法

　
巻
上

　
　
　
第
一
篇

　
第
一
章

　
　
外
国
事
務
官
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坤こ
ん

與よ

ノ
諸し

ょ

邦ほ
う

（
世
界
各
国
）、
漸

よ
う
や

ク
開
化
ニ
赴

お
も
む

キ
、
文
明
ニ
進す

す

ミ
、
往
来
貿
易
ノ
道
、
日
ニ
隆
盛
ニ
至
レ
ル
ヨ
リ
、
人
智
モ
亦
随

し
た
が
っテ

開ひ
ら

ケ
、
新

あ
ら
た

ニ
大た

い

洲し
ゅ
う（

大
国
）
ヲ
見
出
シ
テ
、

印イ
ン

度ド

東
航
ノ
道
路
ヲ
験け

ん

知ち

シ
、
文
字
ノ
刊
刷
ヲ
発
明
シ
テ
、
学
術
ノ
昌

し
ょ
う

運う
ん

（
盛
ん
に
な
る
運
命
）
ヲ
裨ひ

益え
き

シ
、
欧
州
ノ
観
ヲ
改
ル
ニ
及
ヘ
リ
、
然し

か

ル
ニ
教
法
改
革
ノ
変へ

ん

起
リ
、
各
国

互
ニ
曲

き
ょ
く

直ち
ょ
く（

よ
こ
し
ま
）
ノ
条
理
ヲ
論ろ

ん

シ
、
口
実
ヲ
設
ケ
間か

ん

隙げ
き

ヲ
覗

う
か
が

ヒ
、
強
ヲ
以
テ
弱
ヲ
侵お

か

シ
、
衆
ヲ
以
テ
寡か

ヲ
制
ス
ル
ノ
ヿこ

と

ア
ル
ヲ
以も

っ

テ
、
千
五
百
年
間
各
国
会
議
シ
テ
、
公
平

ノ
所
置
ヲ
謀は

か

リ
、
始は

じ

メ
テ
公
使
ヲ
派
出
シ
、
互
ニ
在
留
セ
シ
ム
ル
ヿ
ノ
原げ

ん

由ゆ

（
こ
と
の
起
こ
り
）
ヲ
ナ
セ
リ
、

　
注
・
ル
ビ
お
よ
び
（

　
）
は
、
引
用
者
に
よ
る
。

こ
れ
ま
で
国
際
法
の
名
称
と
し
て
、“
万
国
公
法
”
の
名
が
ひ
ろ
く
日
本
国
内
に
流
布
し
て
い
た
が
、
仔
細
に
そ
の
原
名

（
英
）International Law

（
独
）V

ölkerrecht

（
仏
）D

roit International, D
roit des gens

（
蘭
）volkenrecht

（
伊
）D

iritto Internationale

（
西
）D

erecho internacional

を
考
え
た
と
き
、「
国
際
法
」
と
訳
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
お
も
っ
た
の
は
、
箕み

つ

作く
り

麟り
ん

祥し
ょ
う（

一
八
四
六
～
九
七
、
明
治
期
の
啓
蒙
的
官
僚
学
者
。
蕃
書
調
所
に
出
仕
し
、
維

新
後
、
欧
米
諸
法
典
の
翻
訳
や
編
さ
ん
に
あ
た
っ
た
。
の
ち
和
仏
法
律
学
校
［
現
・
法
政
大
学
］
の
校
長
と
な
る
）
で
あ
っ
た
。

箕
作
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
、
ス
ィ
オ
ド
ー
ル
・
ド
ワ
イ
ト
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
原
著
（Introduction to the study of International Law

, C
harles 

Scribner’s sons, 1872

）
を
反
訳
し
、『
国
際
法
・
一
名 

万
国
公
法
』
と
題
し
て
出
版
し
た
。
一
名
（
ま
た
の
名
）
を
「
万
国
公
法
」
と
し
た
の
は
、
こ
の
語
を
用
い
た

先
学
に
敬
意
を
表
し
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
（「
例
言
」）。

原
書
は
よ
く
よ
ま
れ
、
よ
く
売
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
が
見
た
も
の
は
第
五
版
（
一
八
七
二
年
刊
）
で
あ
る
が
、
初
版
は
一
八
六
○
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、「
国
際
法
」
と
い
う
訳
語
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
は
じ
め

て
用
い
た
の
は
箕
作
麟
祥
で
あ
っ
た
。
箕
作
の
こ
の
訳
語
は
、
す
ぐ
司
法
省

に
認
め
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
創
案
約
十
年
後
、

―
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）
に
学
科
改
正
を
お
こ
な
っ
た
と
き
か
ら
、
大
学
に
お
い
て
正

式
に
こ
れ
を
採
用
し
、
さ
ら
に
一
般
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
（
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』）。

原
著
者
ス
ィ
オ
ド
ー
ル
・
ド
ワ
イ
ト
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
（T

heodore 

D
w

ight W
oolsey

）
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。
か
れ
は
一
八
○
一

年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
生
ま
れ
、
の
ち
イ
エ
ー
ル
大
学
の
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ギ

リ
シ
ャ
文
学
の
教
授
と
な
り
、
後
年
同
大
学
の
学
長
に
就
任
し
た
。
ギ
リ
シ

ャ
古
典
に
つ
い
て
の
著
述
の
ほ
か
に
、
社
会
科
学
方
面
の
し
ご
と
も
あ
る
。

明
治
初
年
当
時
、
わ
が
国
に
舶
載
さ
れ
た
国
際
法
の
書
は
、
ほ
と
ん
ど
が
ホ
イ
ー
ト
ン
と
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
が
説
こ
う
と
し
た
国
際
法
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
い
ま
そ
の
学
説
の
概
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
記
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
…
…
…
…
…
…
…
…

　
め
ぐ
ま
れ
た
家
庭
環
境
の
な
か
で
育
っ
た
ホ
イ
ー
ト
ン
は
、
四
ヵ
国
語
に
通
じ
、
そ
の
語
学
力
と
二
十
年
に
も
お
よ
ぶ
外
交
官

と
し
て
の
経
験
か
ら
、
国
際
法
に
つ
い
て
豊
富
な
知
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
か
れ
の
主
著
『
国
際
法
の
初
歩
』（
一
八
三
六

年
）
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
と
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
。
さ
い
わ
い
江
湖
の
好
評
を
博
し
、
何
度
も
版
を
か
さ
ね
た
。

著
者
が
本
書
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
目
ざ
し
た
も
の
は
、
平
時
や
戦
時
に
お
け
る
国
家
間
の
交
際
に
お
い
て
、
国
家
の
行
為
を

支
配
す
る
条
規
や
原
理
を
あ
つ
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
（「
初
版
へ
の
告
知
」）。
ま
た
ど
の
よ
う
な
読
者
を
想
定
し
て
執
筆
し
た
の

か
。
ホ
イ
ー
ト
ン
に
よ
る
と
、
法
律
家
と
い
う
よ
り
、
外
交
官
や
公
務
員
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
。

国
際
法
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
条
規
や
原
理
の
大
半
は
、
国
家
間
の
交
際
や
慣
例
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
と
い
う
。
著
者
は

ほ
と
ん
ど
の
文
明
国
の
同
意
が
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
条
理
や
原
理
を
あ
つ
め
よ
う
と
し
た
。
国
際
法
の
知
識
は
、
政
治
的

スィオドール・ドワイト・ウールジーの『国際
法入門』［第５版］（1872年）。〔早稲田大学中
央図書館蔵〕
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問
題
に
関
心
が
あ
る
者
に
と
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
も
の
と
い
う
。

ス
ィ
オ
ド
ー
ル
・
ド
ワ
イ
ト
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
…

　
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
『
国
際
法
入
門
』（
一
八
六
○
年
）
は
、
よ
く
読
ま
れ
た
本
で
あ
り
、
ホ
イ
ー
ト
ン
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
何

度
も
版
を
か
さ
ね
た
。
本
書
は
、
多
年
、
国
際
法
を
お
し
え
て
き
た
中
か
ら
生
れ
た
よ
う
で
、
法
律
の
専
門
家
と
い
う
よ
り
、
一

般
の
若
者
の
教
養
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
（「
第
四
版
の
序
」）。
同
書
は
、
五
二
六
頁
も
あ
る
大
著
で
あ
る
。

ウ
ー
ル
ジ
ー
が
考
え
る
国
際
法
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
国
際
法
と
は
広
義
に
お
い
て
は
、
国
家
間
の
交
際
の
規
則
だ
と
い
う
。

そ
れ
は
正
義
や
道
徳
上
の
主
張
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
規
則
で
あ
る
。
ウ
ー
ル
ジ
ー
に
よ
る
と
、
人
間
社
会
に
お
い
て
、
各
個
人
が

守
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
を
公
正
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
神
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
正
義
の
観
念
で
あ
り
、
正
義
は
義
務
と

む
す
ば
れ
て
い
る
。

狭
義
に
お
い
て
は
、
国
際
法
は
明
確
に
定
め
ら
れ
た
規
則
の
大
系
で
あ
り
、
各
国
は
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
お
互
い
交
際
す
る
。

ま
た
国
際
法
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
が
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
義
務
と
考
え
る
規
則
の
集
合
体
で
あ
る
。

要
す
る
に
“
国
際
法
”
と
は
、
国
家
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
法
律
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
“
国
際
法
”
は
確
定
名
称
と
し
て
各
国
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
名
称
の
起
源
と
変
遷
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
。
国
際
法
に
つ
い
て
の
断
片
的
制
度
も
し
く
は
観
念
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
に
も
と
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

国
際
法
の
観
念

が
生
ま
れ
た
の
は
、
多
数
の
独
立
国
が
対
立
し
た
中
世
末
期
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
国
際
法
の
観
念
は
、
ロ
ー
マ
法
の
思
想
に
影
響
さ
れ
、
発
達
を
う
な
が
さ
れ
た
（
板
倉
卓

造
著
『
近世 

国
際
法
史
論
』
厳
松
堂
書
店
、
大
正
十
三
年
三
月
）。

国
際
法
は
、
そ
の
発
達
の
初
期
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ゴ
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（
一
五
八
三
～
一
六
四
五
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
学
者
、
国
際
法
の
祖
）
に
よ
っ
て
、J ユ

ー
ス
・

us 

G

ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム

entium

（「
平
時
法
規
」）
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
法
の Jus G

entium
 

は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
近
代
の
国
際
法
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
語
は
、
ロ
ー
マ
の
新
領
地
の
人
民
と
ロ
ー
マ
市
民
と
の
関
係
、
新
領
地
人
民
相
互
の
関
係
、
ロ
ー
マ
市
民
と
外
国
人
、
外
国
人
相
互
の
関
係
を
定
め
た
法
則
を
意
味

し
た
よ
う
で
あ
る
（
山
田
三
良
「
国
際
法
の
始
祖
フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
」（『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
四
巻
第
五
号
［
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
記
念
号
］
所
収
）。

国
際
法
は
、Jus G

entium

以
外
に
、
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J

ユ
ー
ス

us C

キ
ウ
ィ
レ

ivile 

（「
市
民
法
」）

J

ユ
ー
ス

us N

ナ
ト
ゥ
ラ
レ

aturale 

（「
自
然
法
」）

な
ど
と
同
一
意
義
に
解
せ
ら
れ
た
（
板
倉
前
掲
書
）。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
国
際
法
は
、
人
類
の
正
義
心
を
根
拠
と
す
る
自
然
法
に
の
っ
と
る
べ
き
も
の
と
考
え
、
国
際
法
の
歴
史
は
、
人
道
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
。

＊

二
　
西
周
の
『
万
国
公
法
』
の
訳
業
に
つ
い
て

わ
が
国
の
明
治
初
年
は
、
武
家
政
治
が
終
え
ん
を
つ
げ
、
近
代
国
家
と
し
て
新
た
な
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
文
化
的
に
は
、
ま
だ
後
進
国
で
あ
っ
た
日

本
は
、
西
洋
文
化
を
さ
か
ん
に
吸
収
摂
取
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
こ
の
時
期
、
西
周
が
敬
蒙
活
動
に
尽
力
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
著
訳
書

は
、
こ
ん
に
ち
か
ら
見
る
と
難
解
で
あ
る
ば
か
り
か
、
じ
つ
に
読
み
づ
ら
い
。

一
つ
に
は
西
の
文
章
は
漢
文
調
で
あ
り
、
変
則
的
な
語
法
や
造
語
な
ど
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
国
漢
の
素
養
に
と
ぼ
し
い
現
代
人
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
の
著
作
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

西
が
用
い
る
学
術
語
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
も
の
と
違
っ
て
い
る
ば
あ

い
が
多
い
。
西
と
津
田
真
一
郎
（
真
道
）
は
、
幕
生
と
し
て
渡
蘭
後
、
レ
イ
デ
ン
で
語
学
の
研
修
を
三
ヵ
月

ほ
ど
う
け
た
の
ち
、
文
久
三
年
八
月
下
旬
（
一
八
六
三
年
十
月
上
旬
）
よ
り
、
慶
応
元
年
十
月
（
一
八
六
五

年
十
一
月
）
ま
で
、
お
よ
そ
一
年
三
ヵ
月
当
地
大
学
の
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
教
授
に
つ
い
て
“
五

科
”
を
ま
な
ん
だ
。

両
人
が
師
事
し
た
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
（Sim

on V
issering

）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ

た
の
か
。
い
ま
そ
の
略
伝
を
記
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
、
一
八
一
八
年
六
月
二

西　　周



（24）411

十
三
日
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
生
ま
れ
、
一
八
八
八
年
八
月
二
十
一
日
エ
レ
コ

ム
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年
七
十
歳
で
あ
っ
た
。
先
祖
は
オ
ー
ス
ト
フ
リ
ー
ス

ラ
ン
ド
の
レ
ー
ア
に
住
む
商
人
で
あ
っ
た
。
父
ウ
ィ
レ
ム
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
に
移
り
住
む
と
、
ダ
ム
ラ
ッ
ク
（
同
市
の
目
抜
き
通
り
）
で
く
ら
し
た
。

や
が
て
デ
ボ
ラ
・
メ
ナ
ル
ダ
と
い
う
女
性
と
知
り
合
い
結
婚
し
た
。
こ
の
二

人
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
の
が
、
シ
モ
ン
で
あ
っ
た
。
母
は
シ
モ
ン
と
娘
を

生
ん
だ
の
ち
夭
折
し
た
。

シ
モ
ン
は
初
等
教
育
を
う
け
た
の
ち
、
一
八
三
五
年
か
ら
同
三
八
年
ま
で

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ラ
テ
ン
語
学
校
（
古
典
語
を
重
視
す
る
中
等
学
校
）
に

通
い
、
つ
い
で
名
門
ア
テ
ネ
ウ
ム
（
六
年
制
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
）
に
進
学
し

た
。
高
校
の
課
程
を
お
え
た
の
ち
、
一
八
三
九
年
レ
イ
デ
ン
大
学
に
入
学
し
た
。
一
八
四
二
年
文
学
と
法
学
の
博
士
号
を
取
得
し
た
。
一
八
四
三
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
し

ば
ら
く
弁
護
士
を
開
業
し
た
。
の
ち
『
ア
ル
ヘ
ー
メ
ン
・
ハ
ン
デ
ル
ス
ブ
ラ
ッ
ト
』『
ド
ゥ
・
ヒ
ッ
ツ
』『
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
セ
・
ク
ー
ラ
ン
ト
』
と
い
っ
た
新
聞
の
寄
稿
者

と
な
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
界
で
活
躍
し
た
。

一
八
五
○
年
一
月

―
大
学
時
代
の
恩
師
ヤ
ン
・
ル
ド
ル
フ
・
ト
ル
ベ
ッ
ケ
（
一
七
九
八
～
一
八
七
二
）
が
内
務
大
臣
に
就
任
し
た
の
で
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
、
そ
の

後
任
と
し
て
レ
イ
デ
ン
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
か
れ
は
ト
ル
ベ
ッ
ケ
の
衣
鉢
を
つ
ぎ
、
三
十
年
ち
か
く
政
治
学
・
経
済
学
・
統
計
学
な
ど
を
お
し
え
た
。
一
八
七
九
年
八
月
、

蔵
相
に
就
任
し
た
（N

ieuw
 N

ederlandsch B
iografisch W

oordenboek, tiende deel,A
.W

.Sijthoff’s U
itgevers-m

aatschappij N
. V

, Leiden, 1937, P.1119

～

1122

）。
両
人
は
毎
週
二
夕
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
教
授
の
私
宅
に
か
よ
い
、
五
科
の
大
要
の
口
述
を
筆
記
し
た
と
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
五
科
口こ

う

訣け
つ

紀
略
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
左
に

し
め
す
も
の
は
、「
五
科
」
の
原
語
と
西
の
訳
語
お
よ
び
簡
単
な
解
説
で
あ
る
。（

　
）
内
の
解
説
は
、「
性
法
万
国
公
法
国
法
制
産
学
政
表
口
訣
」
を
参
考
に
し
、
引
用
者

が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

フィッセリングの学位論文（法学博士）の表紙。
〔筆者蔵〕
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N
atuurregt 

性
法
学

　（
百
法
の
根
源
を
論
ず
る
も
の
）

V
olkenregt 

万
国
公
法
学

　（
性
法
を
推
拡
し
、
万
国
の
交
際
を
律
す
る
も
の
）

Staatsregt 

国
法
学

　（
国
家
の
法
規
を
紀
す
る
も
の
）

Staatshuishoudkunde 

経
済
学

　（
富
国
安
民
の
術
）

Statistiek 

政
表
学

　（
一
国
の
情
状
如
何
を
察
し
そ
の
詳
密
を
致
す
る
術
）

こ
れ
ら
の
術
語
に
、
い
ま
の
綴
字
と
訳
語
を
当
て
は
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

natuurrecht 

自
然
法

 

自
然
権

volkenrecht 

国
際
法

staatsrecht 

国
内
法

staatshuishoudkunde 

経
済
学

statistiek 

統
計
学

西
の
「
五
科
」
の
訳
語
は
、
西
じ
し
ん
が
作
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
江
戸
期
に
作
ら
れ
た
最
大
の
語
彙
を
誇
る
蘭
和
辞
典
は
、『
和オ

ラ
ン
ダ蘭

字じ

彙い

』（
俗
称
・「
ズ
ー
フ
ー
ハ
ル

マ
」。
天
保
四
年
［
一
八
三
三
］
完
成
）
で
あ
る
。
が
、
こ
の
中
に
は
、
五
科
に
み
ら
れ
る
単
語
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
法
律
関
係
の
単
語
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば

―

regt.z.g.geregtigheit. 

政
法
又

法
律

H
et burgerlÿk regt. 

外
国
ノ
法
律 

国
々
ニ
於
テ
立

タ
ル
法
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H
et regt der volkeren. 

人
間
界
ノ
通
法 

漂
民
ヲ
憐
ミ
使

　

者
ヲ
虐
セ
ザ
ル
類

regt. 

国
法

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
原
語
を
い
ま
ふ
う
に
訳
し
て
み
よ
う
。

R
egt.z.g.geregtigheit

は
、‘
法
す
な
わ
ち
正
当
性
’
の
意
。

het burgerlÿk regt
は
、‘
国
民
の
法
’
の
意
。

het regt der volkeren
は
、‘
諸
民
族
の
法
律
’
の
意
。
い
ま
の
国
際
法
の
い
み
に
近
い
。

regt

（
＝recht

）
は
、“
法
律
、
権
利
”
を
意
味
す
る
一
般
的
な
オ
ラ
ン
ダ
語
で
あ
る
。

西
は
津
田
と
と
も
に
業
を
お
え
帰
国
の
途
に
つ
き
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
正
月
帰
国
し
た
。
西
は
開
成
所
教
授
手
伝
に
任
じ
ら
れ
、
同
年
四
月
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
持
ち

帰
っ
た
“
和
蘭
政
事
学
ノ
書
”
を
和
訳
す
る
命
を
う
け
た
。
西
は
「
万
国
公
法
」（
全
四
冊
）
を
、
津
田
は
「
泰
西
国
法
論
」（
全
四
冊
）
を
う
け
も
ち
、
前
者
は
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
四
月
に
刊
行
さ
れ
、
後
者
は
慶
応
二
年
九
月
に
上
梓
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
二
書
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
法
学
の
一
端
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
わ
が
国

最
古
の
文
献
で
あ
る（

6
）。

西
が
訳
し
た
「
万
国
公
法
」
は
、
官
版
と
私
版
の
二
種
類
が
あ
る
。
が
、
い
ち
ば
ん
の
普
及
版
は
、
私
版
（
京
都
の
書
店

─
竹ち

く

苞ほ
う

楼
と
瑞
巌
堂
の
共
同
出
版（

7
））

で
あ
っ

た
よ
う
だ
。

明
治
初
年
か
ら
同
十
年
代
の
お
わ
り
ご
ろ
ま
で
の
わ
が
国
の
翻
訳
の
大
半
は
、
正
訳
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
り
、
抄
訳
（
原
文
の
一
部
を
抜
い
て
訳
し
た
も
の
）
や
縮

訳
（
原
文
を
ち
ぢ
め
た
も
の
）、
自
由
訳
な
ど
で
あ
っ
た
。

西
の
「
万
国
公
法
」
の
訳
業
を
原
文
と
対
比
し
て
検
討
し
た
研
究
は
、
ま
だ
無
い
よ
う
で
あ
る
。
が
、
い
ま
い
く
つ
か
気
づ
い
た
点
に
つ
い
て
管
見
を
の
べ
て
み
た
い
。

同
書
の
「
凡
例
」
を
よ
む
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
い
ま
冒
頭
の
部
分
を
、
い
ま
の
こ
と
ば
に
言
い
換
え
る
と
こ
う
な
る
。

─
こ
の
本
の
原モ

ト
ツ
キ本

は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
レ
イ
デ
ン
府
の
大
学
で
博
士
の
職
に
あ
る
わ
が
師
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
氏
が
口
授
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
師
の
目
の
ま
え
で

エ
ン
ピ
ツ
を
も
っ
て
書
き
取
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
体
裁
は
、
初
学
者
に
と
っ
て
便
利
な
も
の
と
し
た
。
綱
の
目
を
持
ち
あ
げ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
大
要
を
掲
げ
、
す
じ
み
ち
を
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立
て
て
叙
し
、
本
論
に
先
だ
つ
部
分
を
す
て
た
。
読
者
を
助
け
る
趣
旨
か
ら

出
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理わ

由け

は
、
一
つ
に
は
学
習
者
の
気
ま
ま
な
性

質
を
助
け
、
ま
た
一
つ
に
は
試
験
の
と
き
に
役
に
立
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ

る
。

と
く
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
西
が
師
の
口
述
を
エ
ン
ピ
ツ
で
筆
記
し
た
、

と
い
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
原
文
で
は
「
畢

フ
ヒ
ス
セ
リ
ン
ク

酒
林
氏
ノ
口
ツ
カ
ラ
授さ

ず

ケ
ラ

レ
タ
ル
ヲ
、
余マ

ノ

等
ア
タ
リ

親
ニ

　
カ
ノ
石せ

き

墨ぼ
く

モ
テ
書
キ
ト
レ
ル
モ
ノ
ニ
ソ
ア
リ
ヌ

ル
」
と
あ
る
。（
注
・
漢
字
の
ル
ビ
は
、
引
用
者
に
よ
る
）。

西
と
津
田
は
、
師
が
口
で
の
べ
る
専
門
的
内
容
を
そ
の
ま
ま
筆
記
で
き
る

ほ
ど
オ
ラ
ン
ダ
語
の
学
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
な
る
と
、

疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
、
両
人
の
授
業
を
担
当
す
べ
き

か
ど
う
か
、
す
く
な
か
ら
ず
た
め
ら
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
両
人
の
語
学
力
は

じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
は
い
え
ず
、
何
よ
り
も
こ
れ
ま
で
受
け
た
教
育
は
、
ま
っ
た

く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
と
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
て
も
講
義
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
い
く
ど
か
た
め
ら
っ
た
。
が
、

じ
ぶ
ん
が
専
攻
し
て
い
る
学
問
の
た
め
、
ま
た
日
蘭
の
親
ぼ
く
を
深
め
る
一

助
と
な
る
と
お
も
っ
て
断
然
承
諾
す
る
こ
と
に
し
た
（
幸
田
成
友
「
和
蘭
に

於
け
る
日
本
最
初
の
留
学
生
」、
西
、
津
田
宛
の
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
書
簡

［
一
八
六
五
・
一
一
・
二
八
付
］）。

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
、
五
科
に
つ
い
て
の
講
義
を
引
き
う
け
る
に
あ
た
っ

フィッセリング氏説
　 西周助訳述 　 『官

版万国公法　全４冊』（慶応４年刊）
〔法政大学附属図書館蔵〕
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て
、
両
人
に
条
件
を
つ
け
た
。
授
業
に
先
だ
ち
、
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
語
を
深
く
ま
な
ん
で
ほ
し
い
、
と
。
オ
ラ
ン
ダ
語
を
よ
く
解
し
、
会
話
に
熟
達
す
れ
ば
、
講
義
が
理
解
し

や
す
い
（「
五
科
学
習
に
関
す
る
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
覚
書
」）。

西
と
津
田
は
、
渡
蘭
前
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
法
と
訳
読
を
ま
な
び
、
み
ず
か
ら
辞
引
だ
け
を
た
よ
り
に
蘭
書
を
繙は

ん

読ど
く

し
て
い
た
。
し
か
し
、
自
習
同
然
に
ま
な
ん
だ
語
学

で
あ
っ
た
か
ら
、
聴
解
力
、
作
文
力
、
会
話
力
に
い
た
っ
て
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
は
い
え
ず
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
が
オ
ラ
ン
ダ
語
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
勉
強
し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ

た
の
は
道
理
の
あ
る
注
意
で
あ
っ
た
。
両
人
は
、
レ
イ
デ
ン
の
小
学
校
長
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
ク
よ
り
、
三
ヵ
月
ほ
ど
他
の
留
学
生
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
集
中
的
に
学
ん
だ

が
、
い
か
ほ
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
も
の
か
。

筆
者
の
体
験
か
ら
い
え
ば
、
国
内
で
日
本
人
か
ら
訳
読
を
中
心
に
語
学
を
習
っ
た
も
の
が
、
外
国
人
教
師
の
講
義
を
聴
い
て
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
ノ
ー
ト
に
取
る
こ
と
は

至
難
の
技
で
あ
る
。
貧
弱
な
語
学
力
で
聴
き
と
れ
る
の
は
断
片
的
な
も
の
─
み
じ
か
い
文
章
や
単
語
て
い
ど
で
あ
る
。
早
口
の
聴
き
と
り
に
く
い
教
師
の
ば
あ
い
、
や
や
も

す
れ
ば
“
音
”
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
教
師
の
い
う
こ
と
ば
を
理
解
し
て
、
そ
れ
を
す
ぐ
筆
記
す
る
こ
と
は
、
相
当
卓
越
し
た
技
量
が
な
い
と
む
り
で
あ
る
。

西
と
津
田
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
学
力
は
ど
の
て
い
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
資
料
や
証
言
な
ど
が
な
い
の
で
、
何
と
も
い
え
な
い
。
両
人
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
口
か
ら
、

生
れ
て
は
じ
め
て
聴
く
西
洋
の
学
術
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
ノ
ー
ト
に
筆
記
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
は
、
両
人
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
素
養
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
の
学
力
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
な
い
こ
と
を
よ
く
分
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
は
想
像
だ
が
、
か
れ
は
講
義
に
先
立
っ
て
、
そ
の
大
要
を
し
る
し
た
も
の
を
両
人
に
手
渡
し
、
下
読
み
し
て
お
く
よ
う
に
い
っ
た
か
、
あ
る
い
は
講
義
の
日
に
、
両

人
の
目
の
ま
え
に
要
綱
を
し
る
し
た
紙
片
を
ひ
ろ
げ
、
そ
れ
を
写
さ
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
口
頭
で
逐
条
的
に
説
明
を
く
わ
え
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
ま
れ
講
義
を
は
じ
め
て
み
る
と
、
寸
ご
う
の
困
難
も
な
く
、
授
業
は
進
み
、
お
互
い
意
志
を
通
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
宅
に
お
け
る
夜
会
は
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
に

と
っ
て
ゆ
か
い
な
時
間
で
あ
っ
た
。

西
の
『
万
国
公
法
』
の
翻
訳
は
、
そ
の
「
凡
例
」
に
あ
る
よ
う
に
、
原
文
の
字
句
に
こ
だ
わ
っ
た
忠
実
の
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
大
意
の
訳
（
大
体
の
意
味
を
つ
た
え
た

も
の
）、
抄
訳
、
自
由
訳
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
訳
業
で
あ
る
。
と
き
に
西
は
オ
ラ
ン
ダ
文
の
原
意
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
も

随
処
に
み
ら
れ
る
。

い
ま
冒
頭
の
い
く
つ
か
の
章
節
を
例
に
ひ
い
て
、
そ
の
訳
し
ぶ
り
を
み
て
み
よ
う
。
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V
olkenregt

Inleiding

D
e lessen over het volkenregt zullen gegeven w

orden volgens deze verdeeling.

1

° 
over het volkenregt in het algem

een,

2

° 
over de regelen van het volkenregt in vrede,

3

° 
over de regelen van het volkenregt bij oorlog,

4

° 
over de regelen en vorm

en van het diplom
atiesch verkeer tusschen de volken.

1
e

　A
fdeeling

over het volkenregt in het algem
een

1
e

　H
oofdstuk

over het begrip van volkenregt.

§

　1

V
olkenregt 

（jus gentium
, of jus belli ac pacis, droit de gens, völkenrecht, International law

s, D
erecho de gentes

） is dat gedeelte der regtsw
etenschap 

w
aarin de w

ederzijdsche regten en verpligtingen tusschen de volken behandeld w
orden.

§

　2

O
ver het w

oord volken w
orden hier verstaan de gevestigde souvereinen staten, die zelfstandig naast en onafhankelijk van elkander bestaan en in 

regelm
atige betrekkingen m

et elkander verkeeren.



（30）405

§

　3

D
och de regelen van het volkenregt w

orden ook als geldende aangenom
en tegenover hen die door w

oord of daad hunnen w
il geopenbaard hebben om

 

eenen zelfstandigen onafhankelijken staat te vorm
en, ofschoon deze nog niet als zodanig gevistigd en erkend is.

§

　4

V
ereenigingen van zeeroogers 

（piraten

） en andere daar gelijke vereenigingen die op eigen gezag krijg voeren tegen iedere een zijn van de regelen van 

het volkenregt uitgesloten.

§

　5

H
et volkenregt m

aakt een deel uit van het algem
ene staatsregt 

（jus publicum
, droit public ,öffentliches R

echt,

） hetw
elk tw

eeledig is,nam
elijk inw

endig 

of eigenlijk staatsregt 

（jus publicum
 internum

, droit public intérieur, en uitw
endig staatsregt 

（jus publicum
 externum

, droit public exterieur

）, of het regt 

van eenen staat tegen over eenen anderen staat.

§

　6

In de w
etenschap van het volkenregt onderscheidt m

en

1
e 

het natuurlijk of w
ijsgeerig volkenregt 

（jus gentium
 natural

）

2
e 

het stellig of beschreven volkenregt 

（jus gentium
 positivum

）

3
e 

het praktiesch of E
uropeesche volkenregt 

（jus gentium
 practicum

,E
uropeum

, droit des gens m
oderne de I’E

urope

）
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注
・
出
典
は
日
蘭
学
会
編
『
幕
末
和
蘭
留
学
関
係
史
料
集
成
』（
雄
松
堂
書
店
・
昭
和
五
十
七
年
二
月
）。

西
は
こ
の
原
文
を
左
記
の
よ
う
に
訳
し
た
。
い
ま
拙
訳
（
試
訳
）
を
下
に
そ
え
て
み
よ
う
。　

　
　
序
文

国
際
法
に
関
す
る
授レ

業ス

は
、
つ
ぎ
の
配
分
に
従
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

一
　
国
際
法
全
般
に
つ
い
て

二
　
平
時
の
国
際
法
の
条
規
に
つ
い
て

三
　
戦
時
の
国
際
法
の
条
規
に
つ
い
て

四
　
諸
国
間
を
外
交
上
往
来
す
る
方
法
と
条
規
に
つ
い
て

　
　
第
一
節

　
国
際
法
全
般
に
つ
い
て

　
　
　
第
一
章

　
国
際
法
の
概
念
に
つ
い
て

一
　
国
際
法
（jus gentium

, 

ま
た
は jus belli ac pacis, droit de gens, völkenrecht, 

International Law
s, D

erecho de gentes

）
と
は
、
法
学
の
一
部
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
国
際
法
に
お
い
て
は
、
諸
国
間
相
互
の
権
利
と
義
務
と
が
取
り

あ
つ
か
わ
れ
る
。

二
　
国
際
法
の
名
の
も
と
に
、
各
国
は
一
定
の
主
権
国
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
主
権

国
は
互
い
に
独
立
し
、
支
配
を
う
け
ず
、
規
則
正
し
い
関
係
を
た
も
ち
、
互
い

に
交
わ
る
。

三
　
し
か
し
、
独
立
国
を
創
設
す
る
た
め
に
、
言
行
を
も
っ
て
そ
の
意
を
公
に
し
た

る
者
は
、
他
国
が
ま
だ
独
立
国
と
し
て
認
め
な
い
に
せ
よ
、
国
際
法
の
条
規
の

適
用
を
う
け
る
。

畢
洒
林
氏
萬
國
公
法 

開
成
所
教
授
職

　
西

　
周
助

　
謹
譚

　
　
　
緒
言
總
括

萬
國
公
法
ノ
口
譚
〔
訣
〕
ハ 
左
ノ
四
項
ニ
類
別
シ
テ
是
ヲ
授
ク
ヘ
シ

　
第
一
ニ
ハ

　
公
法
ノ
總
論

　
第
二
ニ
ハ

　
平
時
公
法
ノ
條
規

　
第
三
ニ
ハ

　
戰
時
公
法
ノ
條
規

　
第
四
ニ
ハ

　
萬
國
聘
問
往
來
ノ
條
規
倂な

ら
びニ

法
式

畢
洒
林
氏

　
萬

　
國

　
公

　
法

　
第
一
巻

　　
　
　
　
　
　
公
法
ノ
總
論

　
　
○ 

第
一
章

　
萬
國
公
法
ノ
大
旨

第
一

節

　
萬
國
公
法
ハ
法
學
ノ
一
部
ニ
シ
テ
、
萬
國
互
ニ
相
對
シ
秉と

ル
ヿこ

と

ヲ
得
ル
ノ
權
ト

務
メ
サ
ル
ヿ
ヲ
得
サ
ル
ノ
義
ト
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
リ

第
二

節

　
公
法
ニ
テ
國
ト
稱
ス
ル
語
ハ
、
各
自
ラ
特
立
シ
テ
他
ニ
服
屬
ス
ル
ヿ
ナ
ク
ヲ
以

テ
相
交
ル
建け

ん

奠そ
ん

自
主
ノ
國
ヲ
指
ス

第
三

節

　
然
レ
ド
モ
人
民
自み

ず
かラ

特
立
國
ヲ
建
ン
ト
欲
シ 

他
ニ
服
從
セ
ス
言
行
ヲ
以
テ
其
意
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西
は
訳
本
の
表
題
に
「
万
国
公
法
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
清
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
訳
『
万
国
公
法
』（
同
治
三
年
［
＝
わ
が
文
久
三

年
］
末
に
刊
行
）
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
訳
を
大
観
す
る
と
、
よ
み
ず
ら
さ
に
加
え
て
、
文
章
が
漢
文
調
で
あ
る
た
め
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

わ
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
西
は
法
律
関
係
の
術
語
を
創
造
す
る
た
め
に
、
か
な
り
苦
心
し
た
と
お
も
わ
れ
る
が
、
訳
文
ち
ゅ
う
読
者
に
と
っ
て
難
解
な
の
は
、

つ
ぎ
の
語
で
あ
ろ
う
。

「
第
六

節

　
公
法
ノ
学
」
に
み
ら
れ
る

─

性
理
ノ
公
法
…
…
…
こ
れ
は
「
自
然
法
的
国
際
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。

確
定
ノ
公
法
…
…
…
こ
れ
は
「
慣
習
に
よ
る
国
際
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。

慣
行
ノ
公
法
…
…
…
こ
れ
は
「
実
用
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。

四
　
海
賊
お
よ
び
そ
の
他
の
こ
れ
に
類
し
た
者
が
結
束
し
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
一
存
で

互
い
に
戦
闘
を
お
こ
な
う
場
合
、
国
際
法
の
条
規
の
適
用
を
う
け
な
い
。

五
　
国
際
法
は
、
国
法
（jus publicum

, droit public, öffentliches R
echt

）
全

体
の
一
部
を
な
す
。
国
法
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
す
な
わ
ち
内
部
も
し
く

は
本
来
の
国
法
（jus publicum

 internum
, droit public intérieur

）
と
外

部
の
国
法
（jus publicum

 externum
,droit public extérieur

）
と
に
。
ま

た
そ
れ
は
他
国
に
た
い
す
る
国
法
で
も
あ
る
。

六
　
国
際
法
の
科
学
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。

一
　
自
然
的
ま
た
は
哲
学
的
な
国
際
法
（jus gentium

 natural

）

二
　
明
確
な
も
し
く
は
記
述
的
な
国
際
法
（jus gentium

 positivum

）

三
　
じ
っ
さ
い
的
も
し
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法
（jus gentium

 practicum
, 

E
uropeum

, droit des gens m
odenne et I’E

urope

）

ヲ
示
シ
タ
ル
者
ハ
、
他
國
未
タ
直
ニ
特
立
建
國
ト
ナ
シ
テ
是
ヲ
豫
認
他
國
ヨ
リ
ソ

ノ
義
ニ
與
シ

豫
ヘ
テ
獨
立
國
タ
リ

ト
認
ム
ル
ヲ
云
フ

セ
ス
ト
雖
ド
モ
、
公
法
ノ
條
規
亦
是
ニ
準
ス

第
四

節

　
海
賊
其
他
如
此
類
、
群
ヲ
成
シ
黨
ヲ
結
ヒ 

自
己
ノ
勢
力
ニ
依
リ 

凌
暴
戰
爭
ヲ

ナ
ス
ハ 

公
法
條
規
ノ
外
タ
リ 

第
三
巻
第
三
章
第

三
節
ヲ
比
較
セ
ヨ

第
五

節

　
萬
國
公
法
ハ 

國
法
全
體
ノ
一
部
ニ
シ
テ 

國
法
分
チ
テ
二
ツ
ト
ナ
ス
、
即
チ
其

一
ハ 

内
部
ノ
國
法
ニ
シ
テ 

専
ラ
國
法
ト
イ
ヒ
、
其
一
ハ 

外
部
ノ
國
法
ニ
シ

テ
他
國
ヘ
對
ス
ル
國
法
ナ
リ

第
六

節

　
公
法
ノ
學
ハ 

其
本
ツ
ク
所
三
ツ
ア
リ

　
第
一
ハ

　
性
理
ノ
公
法
即す

な
わチ

學
術
ニ
本
ツ
ク
者

　
第
二
ハ

　
確
定
ノ
公
法
即
チ
記
録
ニ
本
ツ
ク
者

　
第
三
ハ

　
慣
行
ノ
公
法
即
チ
泰
西
通
法
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ま
た
原
文
に
は
、
ラ
テ
ン
語
を
は
じ
め
と
し
、
英
・
仏
・
独
・
蘭
な
ど
の
語
が
出
て
く
る
が
、
本
書
は
横
文
字
を
知
ら
な
い
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
省
い
た
、
と

「
凡
例
」
の
中
で
の
べ
て
い
る
。

西
の
『
万
国
公
法
』（
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
口
述
）
の
訳
本
の
刊
行
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
こ
と
だ
が
、
維
新
後
の
明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
十
一
月
上
旬
─
か

れ
は
浅
草
鳥
越
三
筋
町
の
借
家
に
お
い
て
私
塾
「
育
英
舎
」
を
ひ
ら
き
、
塾
生
を
相
手
に
英
・
数
・
国
・
漢
と
い
っ
た
普
通
学
に
加
え
て
、“
特
別
講
談
”（
特
講
）
と
し
て

「
百
学
連
環
」（
諸
学
を
体
系
的
に
講
じ
た
も
の
）
に
つ
い
て
口
述
し
た
。
西
が
講
義
に
お
い
て
“
万
国
公
法
”
に
ふ
れ
た
の
は
、
明
治
三
年
十
一
月
上
旬
以
降
の
こ
と
で
あ

り
、
種
本
は
西
洋
の
百
科
事
典
（
英
書
）
の
記
事
で
あ
っ
た
も
の
か
。

此こ
の

学が
く

（
万
国
公
法
─
引
用
者
）
の
起お

こ

り
は 

和
蘭
のH

ugo de G
root

 

＋1583
－

1645  

な
る
人
に
創

は
じ
ま

る
と
こ
ろ
な
り
。
羅

（
ラ
テ
ン
）旬

語
をG

rotius

と
言
ふ
。
こ
の
虎　（ユ

ウ
ゴ
ウ
）

哥
氏
に
至
り
て
万
国
公
法

と
い
ふ
を
始
め
て
論
し
出
せ
り
。
又
会か

っ

て D
e jure belli ac pacis

英
～of law

 

平
戦 and 

条
規 

と
い
ふ
書
を
著

あ
ら
わ

せ
り
。
万
国
公
法
の
如
き
は
総す

べ

て
此こ

の

書し
ょ

の
中
に
記
載
し
て
あ
る
と
こ
ろ
な
り
。

　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
法
の
起お

こ

り
は
虎ヒ

ウ

哥ゴ
ウ

氏
に
し
て

　in nature of m
en

於
　
性

　
之

　
人
々

　
人
の
性
に
基

も
と
ず

き
し
も
の
に
て
、
基
本
論
は sociability in com

m
unity

人
相
生
養
理

　
於

　
　
一
邑
中

　　 

に
て 

一い
ち

邑ゆ
う

中ち
ゅ
うに

な
す
と
こ
ろ
を
以も

っ

て 

万
国
に

推お

し
拡ひ

ろ

む
る
も
異こ

と

な
る
こ
と
な
し
の
意
な
り
。

注
・「
西
先
生
口
授

　
第
二
編

　
第
二
号

　
　
百
学
連
環

　
第
二
編
稿
中

　
な
か
み
の
饒ゆ

た
か香

」（『
西
周
全
集
』
第
四
巻
所
収
、
宗
高
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
）。

＊

三
　
榎
本
武た

け

揚あ
き

が
官
軍
に
贈
っ
た
写
本
『
海
上
国
際
法
規
』

旧
幕
府
の
海
軍
副
総
裁
・
榎
本
武
揚
（
一
八
三
六
～
一
九
○
八
、
明
治
期
の
政
治
家
、
の
ち
新
政
府
に
つ
か
え
各
省
の
大
臣
を
歴
任
）
が
箱
館
で
降
伏
す
る
ま
え
に
、
官

軍
海
軍
参
謀
に
『
万
国
海
律
全
書
』（
写
本
、
二
巻
）
を
贈
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
は
じ
め
て
の
せ
た
書
物
は
、
山
口
謙
の
『
近
世
史
略
』（
巻
三
、
明
治
五
年
刊
）
で

あ
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
渡
辺
修
次
郎
の
「
我
国
に
伝
は
っ
た
最
初
の
国
際
法
規
及
び
其そ

れ
に
関
係
あ
る
逸い

つ

事じ

」（『
学
燈
』
第
八
号
、
昭
和
14
・
8
）
に
し
る
さ
れ
て
い
る
し
、
井
黒

弥
太
郎
著
『
榎
本
武
揚
』（
み
や
ま
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
、
八
一
頁
）
に
も
出
て
く
る
。
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わ
た
し
が
手
に
と
っ
て
見
た
も
の
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
再
版
の
和
と
じ
本
で
あ
る
。
表
紙
の
題だ

い

簽せ
ん

に

─

近
世
史
略

　
　再

刻

　三
終

山
口謙

著

補校

と
あ
る
。
同
書
の
四
八
頁
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
み
ら
れ
る
。

榎
本
釜
次
郎
曽か

っ

テ
阿
蘭
陀
国
ニ
学
ブ
所
ノ
万
国
海
律
全
書
二
巻
ヲ
官
軍
ニ
贈
ル

　
是こ

こ

ニ
至い

た

リ
　
官
軍
参
謀
等

　
書
ヲ
榎
本
ニ
与

あ
た
え

テ
　
日
本
邦く

に

無
二
ノ
宝
書
二
巻

　
鳥う

有ゆ
う

ニ
帰
ス
ル

ヲ
惜お

し

ン
テ
寄
贈
ス

　
辱

か
た
じ
けナ

ク
厚
意
ヲ
荷に

な

フ
　
他
日
訳
書
ヲ
以も

つ

テ
　
天
下
ニ
布ふ

行こ
う

セ
ン 

ニ
以
テ
念
ト
為
ス
ナ
カ
レ

　
因よ

っ

テ
五
樽
酒
ヲ
送
リ
謝

し
ゃ
し

テ
曰

い
わ
く

　
聊

い
さ
さ

カ
以も

っ

テ
将
士
ノ
労
苦
ヲ
慰

な
ぐ
さ
め

ス
じ
つ
は
榎
本
が
官
軍
に
『
海
上
国
際
法
規
』
を
贈
っ
た
と
い
う
逸
事
を
、
箱
館
か
ら
帰
陣
し
た
者
の
直
話
と
し
て
、
逸
早
く
報
じ
た
の
は
、
山
口
謙
の
『
近
世
史
略
』
が

最
初
で
は
な
く
、『
明
治
新
聞
』（
明
治
二
年
［
一
八
六
九
］
六
月
二
十
三
日
付
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
に
い
わ
く

─
、

榎
本
釜
次
郎
大
局
を
透
観
し
貴
重
の
書
籍
を
海
軍
に
献
ず

（
前
文
略
）
箱
館
病
院
に
あ
り
し
怪け

我が

人に
ん

榎
本
に
あ
ひ
て
帰
順
を
す
ゝ
め
し
か
ば
、
榎
本
よ
り
も
藩
の
隊
長
を
遣
し
、
其そ

の

厚
意
を
謝
し
、
且
つ
海
軍
必
要
の
書
一
部
を
贈
れ
り
、

是
れ
は
榎
本
秘
蔵
の
書
な
れ
ど
も
、
運
命
こ
と
に
極き

わ

ま
る
上
に
、
堡ほ

う

（
と
り
で
）
中
に
あ
り
て
兵へ

い

火か

の
た
め
に
焼
失
せ
ん
事
の
惜お

し

け
れ
ば
、
隊
長
の
厚
意
を
謝
す
る
が
た
め
に
是こ

れ

を

呈て
い

し
、
な
に
と
ぞ
日
本
の
御お

ん

為た
め

に
此
書
を
残の

こ

し
置お

き

度た
く

む
ね
申
送
り
し
と
ぞ
。

同
新
聞
は
翌
日
、
一
書
を
贈
ら
れ
た
官
軍
が
、
そ
の
お
礼
に
金
品
を
贈
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
つ
た
え
た
（
明
治
二
・
六
・
二
四
付
）。
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（
前
文
略
）
榎
本
よ
り
贈
り
た
る
書
籍
の
あ
い
さ
つ
と
し
て
、
官
軍
よ
り
酒
三
斗
金
四
十
両
を
お
く
ら
れ
し
と
、
平ひ

ら

蜘ぐ

（
蛛も

）
の
釜か

ま

（
平
身
低
頭
し
て
い
る
釜
次
郎
）
は
、
日
本

無
二
の
宝
な
り
し
を
、
敵
の
手
に
渡
さ
ん
事
を
お
し
み
て
、
打う

ち

碎く
だ

き
た
る
松
永
久ひ

さ

秀ひ
で

（
一
五
一
○
～
七
七
［
永
正
七
年
～
天
正
五
］、
戦
国
時
代
の
武
将
。
三
好
長
慶
に
仕
え
、
の

ち
権
勢
を
う
る
が
、
信
長
の
子
信
忠
の
軍
に
攻
め
ら
れ
、
城
に
火
を
は
な
ち
自
刃
）
と
榎
本
の
振ふ

る

ま
ひ
は
、
天
地
の
相
違
な
り
と
申も

う

し
あ
へ
る
よ
し
。

注
・
ル
ビ
お
よ
び
（

　
）
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
。

こ
の
二
つ
の
記
事
は
、
榎
本
の
贈
本
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
広
く
世
間
に
知
ら
せ
た
も
の
と
し
て
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
山
口
謙
の
『
近
世
史
略
』（
明
治
五

年
［
一
八
七
二
］
刊
）
が
発
行
さ
れ
て
約
十
年
後
、
松
村
操
編
輯
『
明
治
外
史

　
二篇 

』（
思
誠
堂
蔵
版
、
明
治
十
四
年
六
月
発
行
）
は
、
こ
の
逸
事
を
ふ
た
た
び
紹
介
し
た
。

（
前
文
略
）
初は

じ

メ
賊
勢
ノ
沮そ

喪か
い

ス
ル
ヤ

　
武
揚
海
律
全
書
二
巻
ヲ
以も

っ

テ
官
軍
ニ
寄
セ
テ
云い

わ

ク
　
是こ

レ
嘗か

っ

テ
荷

ホ
ル
ラ
ン
ド蘭
ニ
学

ま
な
び

テ
獲
ル
所
ナ
リ

　
身み

ト
倶と

も

ニ
滅め

っ

シ
コ
ト
ヲ
惜お

し

ム
ト

　
参
謀
答と

う

書し
ょ

ヲ
与

あ
た
え

テ
曰い

わ

ク
　
子し

（
人
に
た
い
す
る
敬
称
、
貴
殿
）
天
下
有
用
ノ
書

　
烏う

有ゆ
う

ニ
属

ホ
ロ
ブ
ル

ス
ル
ヲ
（
火
災
に
よ
り
す
べ
て
な
く
す
）
愛
惜
シ

　
特
ニ
寄
贈
セ
ラ
ル
謝
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ズ

　

他
日
訳や

く

シ
テ
以
テ
海か

い

内だ
い

（
天
下
）
ニ
布ふ

行こ
う

セ
ン
（
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
）　
幸
ニ
念
ト
為な

ス
勿な

か

レ
ト 

乃す
な
わチ

酒
五
樽
ヲ
贈
テ

　
之こ

れ

ヲ
謝
ス

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
七
月
、
徳
川
家
は
駿
府
に
移
住
し
た
。
徳
川
家
の
処
分
を
み
て
同
年
八
月
十
九
日

─
榎
本
は
旧
幕
府
の
残
存
艦
船
八
隻
（
開
陽
、
回
天
、
蟠

龍
、
千
代
田
、
咸
臨
、
神
速
、
長
鯨
、
美
嘉
保
）
を
ひ
き
い
て
江
戸
湾
を
脱
出
す
る
と
、
蝦え

夷ぞ

（
北
海
道
）
に
む
か
っ
た
。
途
中
、
海
か
ら
奥
羽
諸
藩
の
抗
戦
を
支
援
し
、

仙
台
、
庄
内
、
会
津
ら
が
降
伏
し
て
か
ら
は
、
旧
幕
兵
、
奥
羽
諸
藩
の
諸
兵
三
千
余
名
を
収
容
し
て
北
海
道
の
鷲
木
湾
に
上
陸
し
た
の
は
、
十
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

約
一
ヵ
月
後
に
は
蝦
夷
の
す
べ
て
を
鎮
定
、
占
領
し
た
。
旧
幕
府
軍
は
、
函
館
の
五
稜
郭
も
手
中
に
お
さ
め
る
と
、
同
所
を
拠
点
に
し
た
。

十
二
月
十
五
日

─
士
官
以
上
の
投
票
を
も
っ
て
諸
役
を
選
出
し
た
。

蝦
夷
全
島
鎮
台
総
裁

���
…
…
榎
本
釜
次
郎

海
軍
総
裁
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副
総
裁

　
���

…
…
…
…
…
…
松
平
太
郎

陸
軍
総
裁

海
軍
奉
行
…
…
…
…
…
…
…
荒
井
郁
之
助

陸
軍
奉
行
…
…
…
…
…
…
…
大
鳥
圭
介

榎
本
ら
に
よ
っ
て
蝦
夷
地
が
占
領
さ
れ
た
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
は
、
朝
廷
を
大
い
に
お
ど
ろ
か
せ
た
。
翌
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
、
新
政
府
は
十
数
藩
の
海
陸
の

討
代
兵
（
約
六
五
○
○
名
）
を
も
っ
て
征
途
に
あ
が
ら
し
め
た
。
海
軍
は
甲こ

う

鉄て
つ

（
幕
府
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
購
入
し
た
装
鉄
艦
「
ス
ト
ン
ウ
ォ
ー
ル
」）、
陽
春
、
春
日
、
丁て

い

卯ぼ
う

の
四
艦
と
プ
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
運
輸
船
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
三
月
九
日
出
帆
し
た
が
、
各
艦
の
速
力
に
差
が
あ
る
た
め
集
合
地
を
宮
古
港
（
岩
手
県
中
東

部
）
と
定
め
た
。
新
政
府
の
海
軍
の
指
揮
を
と
っ
た
者
は
、
つ
ぎ
の
二
人
で
あ
っ
た
。

海
軍
参
謀
…
…
…
…
…
…
…
肥
前
藩
士
・
増
田
虎
之
助

海
軍
参
謀

補
助
…
…
…
…
…
…
…
…
肥
前
藩
士
・
石
井
富
之
助

三
月
二
十
五
日
─
榎
本
軍
の
甲こ

う

賀が

源
吾
は
、
蝦
夷
よ
り
回
天
に
乗
じ
、
蟠
龍
、
高
尾
の
二
艦
を
ひ
き
い
宮
古
港
に
む
か
い
、
明
け
が
た
の
霧
を
利
用
し
て
、
甲
鉄
を
襲
撃

し
た
。
こ
の
と
き
回
天
は
米
国
旗
を
か
か
げ
て
い
た
が
、
甲
鉄
に
近
づ
く
や
す
ぐ
日
の
丸
の
旗
に
替
え
た
（
石
橋
絢
彦
著
『
回
天

艦
長 

甲
賀
源
吾
伝
』
光
源
寺
蔵
版
、
昭
和
七
年

十
二
月
）。

古
賀
艦
長
は
、
部
下
に
も
っ
と
も
堅
牢
な
甲
鉄
に
乗
り
込
む
よ
う
命
じ
た
が
、
船
舷
が
ひ
く
い
た
め
に
斬
り
込
め
ず
、
そ
の
う
ち
に
港
に
停
泊
ち
ゅ
う
の
官
軍
の
七
隻
の

船
か
ら
も
砲
弾
や
小
銃
弾
を
撃
ち
か
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
侵
入
の
機
会
を
う
し
な
っ
た
ば
か
り
か
、
船ブ

リ
ッ
ジ橋

に
あ
っ
て
叱
咤
し
て
い
た
甲
賀
は
銃
弾
に
あ
た
り
、
斃
れ
た

た
め
に
荒
井
郁
之
助
が
指
揮
を
と
り
、
退
却
の
命
を
く
だ
し
た
（『
薩
藩
海
軍
史

　
下
巻
』）。

榎
本
軍
は
、
陸
に
海
に
力
を
つ
く
し
て
よ
く
戦
っ
た
が
、
形
勢
は
不
利
で
あ
っ
た
。
五
月
十
一
日
、
官
軍
は
兵
を
各
部
署
に
つ
か
せ
る
と
、
函
館
と
五
稜
郭
に
総
攻
撃
を

か
け
た
。「
十
一
日
敵
ノ
水
陸
大
挙
シ
テ
侵
攻
シ
来
ル
」（
丸
毛
利
恒
「
函
館
戦
史
［
承
前
］」）。
や
が
て
弁べ

ん

天て
ん

崎ざ
き

（
函
館
山
北
麓
）
や
千
代
ヶ
崎
に
あ
る
二
つ
の
台
場
（
砲
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台
）
も
官
軍
の
手
に
帰
し
た
。

元
新
撰
組
の
副
長
・
土
方
歳
三
（
当
時
、
陸
軍
副
都
督
）
は
、
突
撃
を
敢
行
し
、
市
中
の
異
国
橋
の
あ
た
り
で
銃
弾
に
あ
た
っ
て
戦
死
し
た
。
辞
世
の
句
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
の
は
、「
た
た
か
れ
て 

音
の
響
き
し
な
ず
な
（
ぺ
ん
ぺ
ん
ぐ
さ
）
か
な
」
で
あ
る
。

五
月
十
二
日
の
午
後
二
時
ご
ろ
に
は
、
市
中
み
な
官
軍
の
手
に
入
っ
た
と
い
う
（
英
字
箱
館
新
聞
紙
訳
）。

翌
十
三
日
、
薩
藩
の
池
田
次
郎
兵
衛
は
、
陸
軍
参
謀
・
黒
田
了
介
（
清
隆
）
の
命
を
う
け
、
敵
味
方
の
け
じ
め
な
く
、
傷
病
兵
の
治
療
に
あ
た
っ
て
い
る
高
松
凌
雲
（
一

八
三
六
～
一
九
一
六
、
も
と
幕
府
の
奥
医
師
、
榎
本
と
行
動
を
と
も
に
す
る
。
の
ち
東
京
で
開
業
す
る
。
明
治
十
二
年
［
一
八
七
九
］
同
愛
社
を
設
立
）
を
「
函
館
病
院
」

に
訪
ね
る
と
、
榎
本
に
伝
達
せ
ら
れ
た
い
と
い
っ
て
投
降
を
す
す
め
た
。
高
松
は
黒
田
の
伝
言
を
し
た
た
め
る
と
、
五
稜
郭
の
榎
本
の
も
と
に
送
っ
た
。

五
稜
郭
で
は
、
高
松
の
手
紙
の
内
容
に
つ
い
て
会
議
を
ひ
ら
き
、
や
が
て
和
議
が
と
と
の
い
が
た
い
旨
の
返
書
を
し
た
た
め
た
。

榎
本
と
松
平
太
郎
の
連
名
で
出
さ
れ
た
返
書
の
主
旨
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

─
お
申
し
越
し
の
件
に
つ
い
て
皆
で
相
談
し
、
よ
く
考
え
て
み
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
再
三
再
四
朝
廷
へ
歎
願
い
た
し
ま
し
た
通
り
で
す
。
蝦
夷

地
の
一
部
で
も
た
ま
わ
り
、
飢
え
こ
ご
え
る
、
か
た
く
な
で
お
ろ
か
な
民
が
暮
ら
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
北
方
の
守
備
の
し
ご
と
を
志
願
し

た
い
と
お
も
い
ま
す
が
、
こ
れ
以
外
に
他
意
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
歎
願
の
お
も
む
き
、
お
聞
き
届
け
ら
れ
れ
ば
、
皇
恩
に
む
く
い
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
わ
れ
わ

れ
両
人
が
兵
を
う
ご
か
し
た
罪
は
い
か
よ
う
に
も
甘
ん
じ
て
受
け
る
つ
も
り
で
す
。
ご
諒

り
ょ
う

恕じ
ょ

な
き
ば
あ

い
は
、
わ
れ
わ
れ
は
枕
を
と
も
に
し
、
い
さ
ぎ
よ
く
戦
死
す
る
つ
も
り
で
す
。
右
の
段
、
池
田
氏
に
お

伝
え
く
だ
さ
い
。

　
　
　

五
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榎
本
釜
次
郎

　
高
松
凌
雲
様

榎
本
ら
は
降
伏
の
勧
め
に
応
じ
な
か
っ
た
が
、
拒
絶
の
返
書
の
あ
と
に
、
函
館
病
院
に
た
い
す
る
官

松平太郎
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軍
の
厚
志
を
謝
し
、
か
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
留
学
中
に
ま
な
ん
だ
オ
ル
ト
ラ
ン
の
海
律
全
書
二
冊
を
贈
呈
す
る
旨
の
文
章
を
そ
え
た
。

別
冊
二
本
は
、
わ
た
し
が
オ
ラ
ン
ダ
留
学
ち
ゅ
う
に
苦
心
し
て
学
ん
だ
海
上
法
規
で
す
。
こ
れ
ら
は
皇
国
に
二
つ
と
な
い
書
物
で
す
か
ら
、
兵
火
に
よ
っ
て
失
な
う
こ
と
は
忍
び

36 ㎝

こ
げ
茶

し
み

ここに
ORTOLAN

DIPLOMATIE
DER ZEE.
とある。

22 ㎝

（上）は榎本が蘭文でしるした献詞。
（下）は筆者によるオルトランの写本のスケッチ。

（右）は宮内庁書陵部にあるオルトランの写本（上巻）。
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な
い
こ
と
で
す
。
海
軍
の
ア
ド
ミ
ラ
ル
に
贈
呈
い
た
し
ま
す
。

こ
の
本
は
海
軍
参
謀
・
増
田
虎
之
助
の
手
に
わ
た
っ
た
。
榎
本
の
り
っ
ぱ
な
意
気
に
感
じ
た
増
田
は
一
書
を
し
た
た
め
、
か
つ
清
酒
五
樽
を
そ
え
て
榎
本
に
送
っ
た
。

こ
の
と
き
榎
本
は
隊
士
を
あ
つ
め
て
い
っ
た
。「
敵
は
わ
が
軍
に
酒
を
贈
っ
て
く
れ
た
。
わ
が
軍
は
い
つ
お
わ
る
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
互
い
に
死
別
の
盃
に
な
る
か
も
し
れ

ぬ
か
ら
、
そ
れ
よ
ろ
し
く
。
飲
む
べ
し
」。
し
か
し
、
毒
入
り
の
酒
と
思
へ
た
の
で
、
は
じ
め
だ
れ
も
手
を
出
す
者
が
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
隊
士
の
ひ
と
り
が
、
石
を

ひ
ろ
っ
て
樽
を
割
る
と
、
た
ち
ま
ち
芳
香
を
放
っ
た
の
で
、
皆
々
盃
を
か
た
む
け
た
（
佐
藤
浩
敏
著
『
慶
応

戊
辰 

奥
羽
蝦
夷
戦
乱
史
』
東
北
史
刊
行
会
、
大
正
六
年
九
月
）。

昨
年
来
の
な
が
い
御
在
陣
、
い
か
に
も
ご
苦
労
様
に
存
じ
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
留
学
中
に
ま
な
ば
れ
た
海
律
全
書
二
冊
は
、
わ
が
国
に
二
つ
と
な
い
珍
本
と
の
こ
と
で
烏う

有ゆ
う

に
帰
す

こ
と
は
い
か
に
も
惜
い
と
の
考
え
か
ら
送そ

う

呈て
い

な
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
心
に
銘
記
し
て
お
き
ま
す
。
い
ず
れ
訳
本
を
天
下
に
公
布
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
ご
芳ほ

う

志し

あ
り
が
た
く

存
じ
ま
す
。

日
本
酒
を
ほ
ん
の
五
樽
ほ
ど
お
送
り
い
た
し
ま
す
が
、
ご
一
同
に
も
ふ
る
ま
っ
て
欲
し
く
お
も
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
申
し
の
べ
て
お
き
ま
す
。

　
　
五
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
軍
参
謀

　
　
　
榎
本
釜
次
郎
様

こ
の
手
紙
の
文
章
（
原
文
）
を
起
案
し
た
の
は
、
曾そ

我が

祐す
け

準の
り

（
一
八
四
三
～
一
九
三
五
、
柳
河
藩
士
、
明
治
二
年
四
月
海
軍
参
謀
）
で
あ
り
、
野
田
豁ひ

ろ

道み
ち

（
不
詳
）
が
筆

を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

五
月
十
五
日

─
甲
鉄
は
し
き
り
に
五
稜
郭
に
猛
烈
な
砲
撃
を
く
わ
え
た
。
そ
の
た
め
士
卒
は
、
夜
も
お
ち
お
ち
眠
れ
ず
、
外
の
石
垣
の
そ
ば
に
畳
を
し
い
て
横
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
日
、
永
井
尚な

お

志む
ね

（
一
八
一
六
～
九
一
、
旧
幕
時
代
若
年
寄
格
、
維
新
後
元
老
院
権
大
書
記
官
）
や
松
岡
盤ば

ん

吉き
ち

（
？
～
一
八
七
一
、
蟠
竜
艦
長
、

降
伏
後
東
京
の
獄
舎
で
病
死
）
ら
二
四
○
名
が
守
る
弁
天
崎
砲
台
は
、
飲
水
や
弾
薬
が
尽
き
て
降
伏
し
た
。

榎
本
は
こ
の
報
に
接
す
る
と
、
な
げ
き
憂
い
、
切
腹
し
よ
う
と
し
た
が
、
周
囲
の
も
の
か
ら
と
め
ら
れ
た
。

十
六
日
の
午
後
、
榎
本
の
使
者
は
、
白
旗
を
か
か
げ
て
官
軍
の
陣
営
に
お
も
む
く
と
、
明
朝
六
時
ま
で
の
休
戦
を
請
う
た
。
こ
の
日
、
千
代
岡
砲
台
も
官
軍
の
手
に
陥
ち
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た
。明

治
二
年
五
月
十
七
日
（
一
八
六
九
・
六
・
二
六
）
の
朝

─
榎
本
・
松
平
・
大
鳥
・
新
井
ら
四
名
は
、
馬
で
亀か

め

田だ

村
（
函
館
の
北
西
部
）
に
お
も
む
き
、
官
軍
の
参
謀

ら
と
会
い
、
謝
罪
（
罪
や
あ
や
ま
ち
を
わ
び
る
）
降
伏
の
意
を
つ
た
え
た
。
官
軍
側
か
ら
は
、

─

海
軍
参
謀
・
増
田
虎
之
助

　
　
軍
監
・
前
田
雅う

楽た

陸
軍
参
謀
・
黒
田
了
介

　
　
　
　
　
村
橋
直
衛

　
　
軍
監
・
岸
良
彦
七

　
　 

〃 

　
有
地
志
津
摩

ら
が
出
席
し
た
（『
薩
藩
海
軍
史
・
下
巻
』、
四
九
五
頁
）。

会
見
の
場
所
は
、
亀
田
村
の
八
幡
宮
と
中
道
通
の
中
間
に
あ
る
空
屋
の
店
舗
で
あ
っ
た
。

そ
の
家
の
奥
座
敷
に
ご
ざ
を
敷
き
、
そ
の
中
央
に
二
升
徳
利
と
ス
ル
メ
十
枚
、
茶
わ
ん
が
五
、
六
個
お
い
て
あ
っ
た
。
双
方
、
ス
ル
メ
を
か
じ
り
、
冷
酒
を
の
み
な
が
ら
、

高
声
で
談
笑
し
た
。
そ
の
声
は
外
に
も
聞
こ
え
た
と
い
う
（
石
井
孝
著
『
維
新
の
内
乱
』）。

降
伏
の
交
渉
は
、
一
時
間
ほ
ど
で
お
わ
っ
た
。
会
談
が
お
わ
る
と
、
榎
本
ら
は
、
明
朝
軍
門
に
く
だ
り
、
五
稜
郭
を
渡
す
こ
と
を
約
束
し
て
帰
途
に
つ
い
た
。
同
夜
、
榎

本
ら
は
士
卒
と
訣
別
の
宴
を
も
よ
お
し
た
。

翌
十
八
日
の
朝

─
榎
本
・
松
平
・
大
鳥
・
新
井
ら
首
謀
四
人
が
ま
ず
官
軍
の
軍
門
に
く
だ
り
、
つ
い
で
総
数
千
余
名
ほ
ど
の
士
卒
が
降
伏
し
、
銃
砲
な
ど
を
接
収
し
た
。

榎
本
は
整
列
し
た
部
下
を
ま
え
に
し
て
い
っ
た
。「
諸
君
さ
い
わ
い
に
、
我
輩
ら
を
み
す
て
ず
同
心
戮り

く

力り
ょ
くこ

ん
に
ち
に
至
れ
り
、
い
ま
ま
さ
に
永え

い

訣け
つ

せ
ん
と
す
。
朝
廷
寛

く
わ
ん

仁じ
ん

、

諸
君
か
な
ら
ず
、
晴
天
白
白
を
あ
お
ぐ
の
日
あ
る
べ
し
、
け
っ
し
て
力
を
落
さ
ず
、
ひ
と
つ
は
朝
廷
の
た
め
、
ひ
と
つ
は
君く

ん

家か

の
た
め
、
こ
ん
に
ち
ま
で
奮
戦
せ
ら
れ
し
も

の
を
も
っ
て
之こ

れ

に
報
ぜ
ら
れ
よ
。
な
お
諸
君
自
愛
自
重
せ
よ
」（『
大
鳥
圭
介
伝
』
北
文
館
、
大
正
四
年
二
月
）。
賊
軍
は
箱
館
の
諸
寺
院
に
一
時
収
容
さ
れ
、
榎
本
ら
首
謀
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者
は
、
の
ち
に
東
京
に
護
送
さ
れ
た
。

＊

わ
が
国
に
は
じ
め
て
海
上
国
際
法
規
を
将
来
し
た
の
は
榎
本
釜
次
郎
（
武
揚
）
で
あ
り
、
帰
国
し
た
慶
応
三
年
三
月
（
一
八
六
七
・
四
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
海

上
国
際
法
規
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
榎
本
ひ
と
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
旧
幕
府
海
軍
の
士
官
の
な
か
に
も
お
り
、
こ
れ
を
た
く
み
に
戦
術
に
用
い
た
。

明
治
二
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
に
、
北
征
の
途
に
あ
が
っ
た
政
府
軍
の
艦
船
八
隻
は
、
宮み

や

古こ

に
入
港
し
た
。

甲
鉄
（
ア
メ
リ
カ
で
建
造
さ
れ
た
「
ス
ト
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
」）　
　
　
　
　
　
飛
竜

春
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

���
軍
艦
　
　
　
豊ほ

う

安あ
ん

���
運
送
船

丁て
い
ぼ
う卯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戊
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晨し

ん

風ぷ
う

榎
本
軍
は
、
政
府
軍
の
艦
隊
が
蝦
夷
に
む
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
領
事
ラ
イ
ス
を
通
じ
て
知
り
、
ま
た
内
地
に
偵
察
に
出
し
て
お
い
た
ス
パ
イ
が
そ
の
こ
と
を

報
告
し
た
の
で
、
箱
館
で
は
甲
鉄
を
奪
取
す
る
作
戦
を
た
て
た
（『
維
新
戦
没
実
歴
談
』
維
新
戦
没
者
五
十
年
祭
事
務
所
、
大
正
六
年
十
月
）。
三
月
二
十
日
、
海
軍
奉
行
・

荒
井
郁
之
助
が
回
転
・
蟠
竜
・
高
尾
の
三
艦
を
ひ
き
い
て
箱
館
を
出
帆
、
宮
古
に
む
か
っ
た
。
が
、
途
中
で
荒
天
の
た
め
、
三
艦
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
二
十
五
日
の
明
け

方
、
回
天
だ
け
が
宮
古
の
港
外
に
到
達
し
た
。

回
天
の
艦
長
・
甲
賀
源
吾
は
、

A

ア
ボ
ル
ダ
ー
ジ
ュ

bordage

（
接
舷
攻
撃
）

と
い
う
作
戦
に
よ
り
、
甲
鉄
を
う
ば
い
と
ろ
う
と
し
た
が
、
政
府
軍
の
諸
艦
の
集
中
砲
火
を
あ
び
て
失
敗
し
、
み
ず
か
ら
も
弾
丸
に
あ
た
り
戦
死
し
た
。
そ
の
た
め
荒
井
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は
退
却
を
命
じ
、
箱
館
に
帰
っ
た
。

宮
古
に
突
入
す
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
国
旗
を
か
か
げ
て
進
入
し
、
敵
に
近
づ
く
に
お
よ
ん
で
、
に
わ
か
に
そ
れ
を
下
ろ
し
、
日
の
丸
の
旗
に
か
え
て
敢
然
と
攻
撃
を
し
か

け
た
の
は
、
海
上
国
際
法
規
の
許
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
回
天
の
行
為
は
、
海
軍
力
を
構
成
す
る
敵
の
艦
船
を
海
上
に
お
い
て
捕
獲
す
る
こ
と
を
み
と
め
た
戦
時
の
「
海
上

捕
獲
」（N

aval Prize

）
が
、
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
榎
本
が
官
軍
に
贈
っ
た
写
本
『
海
上
国
際
法
規
』
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
は
い
ま
宮
内
庁
書
陵
部
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
八
月
、
武
揚
の

孫
・
榎
本
武
英
が
宮
内
省
に
献
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

征
討
軍
（
官
軍
）
に
渡
っ
た
こ
の
本
は
、
ひ
と
た
び
海
軍
省
に
納
め
ら
れ
た
。
が
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
榎
本
が
海
軍
卿
に
な
っ
た
と
き
、
省
内
の
書
庫
に
お
い

て
こ
れ
を
発
見
し
、
大
い
に
よ
ろ
こ
び
、
再
び
こ
れ
を
自
家
の
蔵
書
と
し
た
。
し
か
し
、
長
く
保
存
す
る
た
め
、
孫
の
代
に
な
っ
て
、
宮
内
省
に
寄
贈
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
以
来
、
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
、
こ
の
希き

覯こ
う

の
書
は
、
多
く
の
好
事
家
の
目
に
ふ
れ
て
き
た
。
か
れ
ら
は
親
し
く
嘱

し
ょ
く

目も
く

で
き
た
同
書
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
書
い
て
き

た
。
た
と
え
ば
大
正
末
期
か
ら
戦
後
の
昭
和
四
十
年
代
に
か
け
て
、
つ
ぎ
の
人
び
と
が
同
書
を
実
見
し
て
い
る
。

佐
々
木
信の

ぶ

綱つ
な

（
一
八
七
二
～
一
九
六
一
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
歌
人
・
国
文
学
者
）
…
…
「
古
今
伝
授
と
万
国
海
律
全
書
」
を
『
文
藝
春
秋
』（
大
正
15
・
8
・
1
）
に
発
表
。

薄
井
福
治
（
生
没
年
不
詳
、
維
新
史
料
編
纂
官
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
「
榎
本
武
揚
の
品
川
海
脱
走
」
を
執
筆
。

大お
お

平ひ
ら

善ぜ
ん

梧ご

（
一
九
○
五
～
八
九
、
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
「
国
際
法
学
の
継
受
」
を
『
拓
殖
大
学
論
集 

第
七
巻

第
一
号
』（
昭
和
11
・
10
）
に
発
表
。

北
海
道
史
編
纂
員
（
氏
名
不
詳
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
新撰 

北
海
道
史

　
第
三
巻

　
通
説
二
』（
北
海
道
庁
、
昭
和
12
・
９
）。

渡
辺
修
次
郎
（
八
五
五
～
？
、
啓
蒙
思
想
家
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
「
我
国
に
伝
は
っ
た
最
初
の
国
際
法
規
及
び
其
れ
に
関
係
あ
る
逸
事
」
を
『
学
燈
』
第

八
号
（
昭
和
14
・
8
・
20
）
に
発
表
。

井
黒
弥
太
郎
（
一
九
○
八
～
？
、
昭
和
期
の
歴
史
研
究
家
、
札
幌
市
史
編
集
員
）
…
…
…
『
榎
本
武
揚
伝
』（
み
や
ま
書
房
、
昭
和
43
・
6
）
を
執
筆
。

く
だ
ん
の
写
本
の
請
求
記
号
は
、

万
国
海
律
全
書
冊
数

　
二

　
函
号

　
洋
書
五
─
二
三
四
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で
あ
る
。
備
考
と
し
て
「
複

　
三
一
九
○
」
と
あ
る
。

こ
の
写
本
は
、
こ
ん
に
ち
手
続
き
を
経
て
閲
覧
許
可
が
出
れ
ば
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
背
の
部
分
が
劣
化
し
て
お
り
、
特
別
な
例
外
を
の
ぞ
き
原
則
と
し
て
実
物
を
み

る
こ
と
を
許
可
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
写
真
版
で
撮
っ
た
複
写
が
あ
り
、
ふ
つ
う
閲
覧
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
格
別
の
計
ら
い
に
よ

り
嘱
目
で
き
た
が
、
同
書
の
大
き
さ
は
、

─

　
　
　
　
36
㎝
×
22
㎝

で
あ
る
。
一
巻
は
三
四
八
頁
、
二
巻
は
四
一
九
頁
で
あ
る
。
写
本
の
背
は
皮
装
。
表
紙
全
体
の
色
は
う
す
茶
色
（
ラ
イ
ト
ブ
ラ
ウ
ン
）
で
あ
る
。
ま
ん
中
あ
た
り
に
、
白

っ
ぽ
い
水
を
か
ぶ
っ
た
よ
う
な
し
み
が
あ
る
。

背
に
あ
る
金
文
字
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　 

　O
R

T
O

LA
N

D
IPLO

M
A

T
IE

 D
E

R
 ZE

E

　（
オ
ル
ト
ラ
ン
著
『
海
上
外
交
術
』
ほ
ど
の
意
）

見
開
き
（
う
す
緑
色
）
の
右
に
毛
筆
で

─
「
第
千
四
而と

弐
拾
七

号
」
と
あ
る
。
左
側
に
は
、
同
じ
く
毛
筆
で
「
ヲ
ル
ド
ラ
ン
氏
万
国

海
律
全
書
二
冊
う
ち
一
冊
」
と
書
い
た
貼
紙
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に

底
部
に
、
灰
色
の
一
・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
さ
い
紙
片
が
張
り
つ
け

て
あ
り
、
そ
れ
に
は

─
、

テオドール・オルトラン著『国際法と海上外交術』（第４版）
の蘭訳。［宮内庁書陵部蔵］
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B
oekbinderij

V
an

G
E
B
R
O
E
D
E
R
S  〔

M
A
T
T
N

か
？

〕

1° w
agenst〔

…
…

〕

T
E
’S　

　
H
A
G
E

不
明

と
あ
る
。

こ
の
文
の
意
味
は
、「
ハ
ー
グ
市
ワ
ー
ヘ
ン
街
一
番
地

　
ヘ
ブ
ル
ー

デ
ル
ス
…（

不
明
）…

製
本
所
」
で
あ
る
。

訳
者
の
Ｊ

イ
エ
ー

・
Ｇヘ

ー

・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
は
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
オ
ル
ト
ラ

ン
の
『
国
際
法
と
海
上
外
交
術
』（M

. T
héodore O

rtolan: R
ègles Internationales et D

iplom
atie de la M

er, Librairie de H
enri Plon, Paris, 1864

）［
第
四
版
］

（
一
八
六
四
年
刊
）
を
オ
ラ
ン
ダ
訳
に
抄
訳
し
た
の
ち
、
そ
の
原
稿
を
じ
ぶ
ん
で
清
書
し
た
か
、
そ
れ
と
も
人
を
た
の
ん
で
浄
書
し
て
も
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
原
稿
を
製
本
屋
に
渡
し
、
本
に
し
た
て
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

表
紙
と
献け

ん

詞し

（
Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
が
榎
本
に
宛
て
て
書
い
た
も
の

─
一
八
六
六
年
（
慶
応
二
年
）
九
月
の
日
付
が
あ
る
）
だ
け
は
、
印
刷
0

0

さ
れ
て
い
る
。
上

巻
の
見
返
し
に
、
毛
筆
（
筆
記
体
）
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
文
が
書
い
て
あ
る
。

G
eschenk aan de A

dm
iral

van de K
eizerlyk Japansche M

arine

　
　
　
 van

　
　
　
　
　

E
nom

oto K
am

adiro

蘭訳の原本（仏書）：オルトラン著『国際法と海上外
交術』〔第4版〕（1864年）。

〔早稲田大学中央図書館蔵〕
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　（「
榎
本
釜
次
郎
よ
り
日
本
帝
国
海
軍
の
提

ア
ド
ミ
ラ
ル督

に
贈
呈
す
る
」
ほ
ど
の
意
。）

写
本
は
、
洋
け
い
紙
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
に
四
十
三
行
の
う
す
青
色
の
横
線
が
引
か
れ
、
そ
の
行
間
に
黒
イ
ン
ク
を
用
い
た
ペ
ン
書
き
の
オ
ラ
ン
ダ
文
（
筆
記
体
）
が

書
か
れ
て
い
る
。
文
章
の
直
し
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ぬ
か
ら
、
元
原
稿
を
浄
書
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
文
字
は
き
れ
い
に
書
い
て
あ
り
、
読
み
や
す
い
ほ
う
で
あ
る
。

こ
の
写
本
の
製
本
が
お
わ
り
、
榎
本
の
手
に
渡
さ
れ
た
の
は
、
慶
応
二
年
の
夏
（
陽
暦
一
八
六

六
年
九
月
）
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
十
月
二
十
五
日
（
一
八
六
六
・
一
二
・
一
）
榎
本
以
下
九

名
の
留
学
生
は
、
新
造
艦
「
開
陽
丸
」
に
乗
る
と
、
フ
リ
シ
ン
ゲ
ン
を
抜
錨
し
、
日
本
回
航
の

途
に
あ
が
っ
た
。

本
文
の
中
に
、
榎
本
じ
し
ん
の
日
本
文
字
や
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
書
き
込
み
が
、
随
所
に
み

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
文
字
は
、
細
い
ペ
ン
を
用
い
て
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
帰
国
す
る
ま

で
の
二
ヵ
月
余
の
間
、
同
写
本
を
ひ
ろ
い
よ
み
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
じ
っ
く
り
書
き

入
れ
を
し
な
が
ら
精
読
し
た
の
は
帰
国
後
の
こ
と
か
。
帰
国
前
の
せ
わ
し
さ
、
航
海
ち
ゅ
う
動

揺
す
る
艦
内
で
書
き
こ
み
を
し
な
が
ら
同
書
を
精
読
し
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

訳
者
の
Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
と
は
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
の
人
で
あ
っ
た
の
か
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
が
、
上
巻
の
表
紙
（
活
字
印
刷
）
の
い
ち
ば
ん
下
に

　
　J. G

. FR
E

D
E

R
IK

S,

O
nderw

ejzer bÿ het keizerlijk Japansche D
etachem

ent in N
ederland.

と
あ
る
か
ら
、
ハ
ー
グ
で
く
ら
す
留
学
生
の
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
一
文
の
意

1849年（嘉永 2 年）当時のハーグの町を描いた銅版画。
〔著者蔵〕
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味
は
、「
在
蘭
日
本
帝
国
派
遣
隊
の
教
師
」
で
あ
る
。
そ
の
略
伝
は
、
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
南
西
部
ゼ
ー
ラ
ン
ト
州
の
片
田
舎
ド
ゥ
イ
ン
フ
リ
ー
ト
で
一
八
二
八
年
（
文
政
十
一
年
）
四
月
二
十
四
日
に
生
ま
れ
、
一
八
九
六
年

（
明
治
二
十
九
年
）
五
月
五
日
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
日
本
の
海
軍
留
学
生
と
関
わ
り
を
も
っ
た
と
き
は
、
三
十
代
の
後
半
で
あ

っ
た
。
素
朴
な
小
さ
な
海
水
浴
場
が
あ
る
ド
ム
ブ
ル
フ
の
町
で
初
等
・
中
等
教
育
を
う
け
た
。
が
、
大
学
教
育
を
う
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
に
州
都
の
ミ
デ
ル
ブ
ル

フ
、
コ
リ
ン
ス
プ
ラ
ー
ト
、
ド
リ
ム
メ
レ
ン
な
ど
の
中
等
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
そ
の
後
、
ハ
ー
グ
の
南
東
に
隣
接
す
る
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ク
の
町
に
ち
か
い
ス
ホ
ノ
ー
ル

ト
で
教
師
を
や
り
、
つ
い
で
日
本
人
の
教
育
を
引
き
う
け
た
。

一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
一
月

─
オ
ラ
ン
ダ
東
部
の
町
ジ
ュ
ト
フ
ェ
ン
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
東
一
二
五
キ
ロ
）
の
上
級
職
業
教
育
学
校
の
教
師
と
な
り
、
歴
史
・

国
語
・
文
学
な
ど
を
お
し
え
た
。
一
八
八
○
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
教
え
る
よ
う
に
な
り
、
六
年
後
の
一
八
八
六
年
年
金
受
給
者
と
な
っ
た
。
生
前
、
オ

ラ
ン
ダ
国
内
の
諸
雑
誌
に
寄
稿
し
た
（N

ieuw
 N

ederlandsch B
iografisch W

oordenboek, V
ierde deel, A

.W
. Sijthoff’s U

itgevers-m
aatschappij, Leiden, 1918, 

p.622

）。

幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
に
軍
艦
一
隻
（
の
ち
の
「
開
陽
丸
」）
を
発
注
す
る
こ
と
が
決
ま
る
と
同
時
に
、
こ
の
国
に
留
学
生
を
派
遣
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
時
に
文
久
二
年

三
月
十
三
日
（
一
八
六
二
・
四
・
一
一
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
を
出
立
す
る
ま
で
一
行
十
五
名
は
、

─

「
蘭
国
御
用
御
軍
艦
方
」

学生取締・内田恒次郎。渡蘭後ハー
グで撮ったもの。［筆者蔵］

榎本武揚〔三崎ユキ氏蔵〕
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「
和
蘭
行
御
軍
艦
方
」

と
、
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
い
る
と
き
に
は
、

Japansche D
etachem

ent in N
ederland

（「
在
蘭
日
本
派
遣
隊
」）

と
称
し
た
。
十
五
名
の
日
本
留
学
生
の
内
訳
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

［
士
分
］

学
生
取
締

内
田
恒
次
郎
（
成
章
）

���
御
軍
艦
操
練
所

（
こ
の
五
名
は
海
軍
諸
術

を
研
究
目
的
と
す
る
）

西
周
助
（
時と

き

懋し
げ

）［
の
ち
西
周あ

ま
ねに

改
め
る
］

���
洋
書
調
所
教
授
手
伝

榎
本
釜
次
郎
（
武
揚
）

津
田
真
一
郎
（
行
彦
）

沢
太
郎
左
衛
門

伊
東
玄
伯

���
長
崎
の
養
生
所
の
医
学
生

赤
松
大
三
郎
（
則の

り

良よ
り

）

林
研
海

田
口
俊
平

　 

（
良
直
）

［
職

し
ょ
く

方か
た

］

水
夫
小
頭

　
古
川
庄
八

　
　
　
　
　
　
船
大
工

　
　
上
田
寅
吉

鋳
物
師

　
　
中
島
兼
吉

　
　
　
　
　
　
鍛
冶
師

　
　
大
川
喜
太
郎
（
の
ち
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
病
死
）

時
計
師

　
　
大
野
弥
三
郎

　
　
　
　
　
一
等
水
夫

　
山
下
岩
吉

一
行
が
一
年
ち
か
い
長
途
の
航
海
を
お
え
て
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
に
上
陸
し
た
の
は
、
文
久
三
年
四
月
十
七
日
（
一
八
六
三
・
六
・
二
一
）
の
こ
と
で
あ
り
、
同
夜
汽
車
で
レ

イ
デ
ン
に
む
か
い
、「
ホ
テ
ル
・
ド
・
ゾ
ン
」
に
投
宿
し
、
そ
の
後
、
レ
イ
デ
ン
に
残
る
者
と
ハ
ー
グ
に
移
る
者
と
の
二
派
に
わ
か
れ
て
修
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
レ
イ

デ
ン
に
残
っ
た
の
は
、
西
・
津
田
の
両
人
と
職
方
一
同
で
あ
る
。
一
同
は
ま
ず
手
は
じ
め
に
語
学
や
数
学
な
ど
の
授
業
を
う
け
た
。

学
生
取
締
・
内
田
恒
次
郎
以
下
七
名
（
士
分
）
は
、
四
月
二
十
八
日
（
六
・
一
五
）
に
ハ
ー
グ
に
移
っ
た
。
こ
の
と
き
か
れ
ら
は
全
市
の
大
評
判
に
な
り
、
大
人
も
子
ど

も
も
し
き
り
に
日
本
人
を
見
た
が
っ
た
と
い
う（

8
）。

か
れ
ら
は
は
じ
め
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
街

ス
ト
ラ
ー
トの

チ
ー
マ
ン
と
い
う
家
を
宿
所
と
し
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
修
業
を
は
じ
め
た
が
、
共
同
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（イ）田口の下宿があったプラーツ。
（ロ）内田の下宿（教場）があったホーフ街。
（ハ）沢の下宿があったスポイ街。
（ニ）赤松の下宿があったワーヘン街。
（ホ）榎本の下宿があったヘデンプテビュルフワル街。
（ヘ）伊東・林の下宿があったフェールカーデ。

（イ）（ロ）

（ハ）
（ニ）

（ホ）

（ヘ）

1844年（弘化元年）当時のハーグの地図。〔筆者蔵〕
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生
活
だ
と
日
本
語
ば
か
り
話
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
を
お
ぼ
え
な
い
か
ら
、
一
同
は
分
散
し
て
住
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
左
記
に
し
る
す
の
は
、
そ
の
住
所
で
あ
る
。

内
田
恒
次
郎
…
…
…
ホ
ー
フ
街
二
十
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東
玄
伯
…
…
…
…
ス
ポ
イ
七
十
五
番
地
か
ら
フ
ェ
ー
ル
カ
ー
デ
に
移
る
。

榎
本
釜
次
郎
…
…
…
ヘ
デ
ン
プ
テ
ビ
ュ
ル
フ
ワ
ル
の
ス
コ
ロ
イ
ト
ル
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
研
海
…
…
…
…
…
同
右

沢
太
郎
左
衛
門
…
…
ス
ポ
イ
街
の
小
銃
火
薬
販
売
業
ペ
プ
ト
方

赤
松
大
三
郎
…
…
…
ワ
ー
ヘ
ン
街
の
時
計
屋
ベ
エ
ル
方

田
口
俊
平
…
…
…
…
プ
ラ
ー
ツ
十
七
番
地
の
タ
バ
コ
屋
の
二
階
、
の
ち
ラ
イ
ム
街
三
十
九
番
地
に
移
る
。

　の
ち
に
一
同
は
ホ
ー
フ
街
二
十
三
番
地
の
内
田
の
下
宿
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
普
通
学
の
授
業
を
う
け
る
の
だ
が
、
教
師
ら
は
左
記
の
ひ
と
び
と
で
あ
っ
た
。

　
　［
教
師
名
］ 

　
　［
教
科
］ 

　
　［
受
講
者
］

海
軍
大
尉
デ
ィ
ノ 

船
具
・
砲
術
・
機
械
学 

内
田
・
榎
本
・
沢
・
田
口

沢太郎左衛門の写真と名刺。
（ペルス･ライケン家蔵）



（50）385

海
軍
機
関
大
監
ホ
イ
ヘ
ン
ス 

蒸
気
学 

榎
本

海
軍
省
局
員 

大
砲
・
小
銃

　
火
薬
製
造
法 

沢

長
崎
出
島
の
元
医
官
ポ
ン
ペ 

理
学
・
化
学
・
物
理
学 

伊
東
・
林
・
榎
本
・
赤
松

か
れ
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
語
と
数
学
な
ど
の
普
通
学
を
ま
な
ぶ
の
と
平
行
し
て
、
専
門
の
学
科
を
受
講
し
た
。
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
教
師
に
雇
わ
れ
た
の
が
、
赤
松
が
「
語
学

之
師
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
Ｊ

イ
エ
ー

・
Ｇヘ

ー

・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。

此こ
の

次つ
ぎ

の
マ
ー
ン
ダ
ク
よ
り
し
て
和
蘭
諸
学
を
始は

じ

め
、
師
は
フ
レ
デ
リ
ッ
キ
と
い
え
る
人
…
…

注
・「
赤
松
大
三
郎
留
学
日
記
」（『
幕
末
和
蘭
留
学
生
関
係
史
料
集
成
』
所
収
、
雄
松
堂
出
版
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）。
マ
ー
ン
ダ
ク
と
は
、m

aandag

（
月
曜
日
）
の
意
で
あ
る
。

文
久
三
年
五
月
十
五
日
（
一
八
六
三
・
六
・
三
○
）
の
午
後
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
は
内
田
宅
で
留
学
生
ら
と
顔
を
あ
わ
せ
談
話
し
、
翌
日
十
六
日
（
七
・
一
）
よ
り
授
業

を
は
じ
め
た
が
、
こ
の
日
は
オ
ラ
ン
ダ
語
と
数
学
の
テ
ス
ト
だ
け
を
お
こ
な
っ
て
帰
っ
た
。

専
門
科
目
の
講
義
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
五
月
十
七
日
（
七
・
二
）
か
ら
で
あ
り
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
は
、
は
じ
め
の
う
ち
テ
ス
ト
ば
か
り
や
っ
て
い
る
。
や
が
て
本
格
的

に
授
業
が
は
じ
ま
り
、
日
曜
日
を
の
ぞ
く
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
、
午
前
と
午
後
ま
い
に
ち
の
よ
う
に
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
同
人
が
教
え
た
教
科
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語

と
数
学
（
幾
何
学 m

eetkunde, 

代
数
学 glgebra

）
な
ど
で
あ
っ
た
。
教
え
た
期
間
は
、
同
年
十
二
月
ま
で
で
あ
ろ
う
か
。

ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
に
居
住
し
て
い
る
赤
松
は
、Jaarboekje

（
一
八
六
六
年
＝
慶
応
二
年
の
手
帳
）
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
入
し
て
い
る
。

（
十
二
月
）
十
六
日
（
日
曜
日
）

ハ
ー
ケ

（
グ
）

逗
留
、
夜
タ
ー
ル
先
生
宅
、
フ
レ
デ
リ
ッ
キ
ス
宅
江
至
り
て
マ
リ
チ
ー
メ
ウ
エ
ッ
ト
の
書
翻
訳
之
義
相
談
ス
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こ
の
文
章
は
、
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
か
ら
ハ
ー
グ
に
お
も
む
い
た
赤
松
は
、
こ
の
日

（
洋
暦
一
八
六
六
・
一
二
・
一
六
）
の
夜
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
の
家
を
訪
れ
て
、

m

マ
リ
テ
ィ
ー
ム

aritiem
 w

ウ
ェ
ッ
ト

et

（
海
上
法
）
の
翻
訳
の
こ
と
を
相
談
し
た
、
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

榎
本
ほ
か
は
す
で
に
十
二
月
一
日
に
開
陽
丸
に
乗
り
故
国
へ
む
か
っ
て
お
り
、
オ
ラ

ン
ダ
に
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
オ
ル
ト
ラ
ン
の
蘭
訳
を
邦
訳
す
る
こ
と
で
、
何
か
フ

レ
デ
リ
ッ
ク
ス
に
相
談
ご
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
ー
グ
に
逗
留
し
た
留
学
生
ら
は
、
ま
げ
を
切
り
、
洋
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
野
次
馬
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
授レ

ス業
（les

）
が
お
わ

る
と
、
か
れ
ら
は
市
中
や
ハ
ー
グ
の
森ボ

ス

の
な
か
を
散
歩
し
た
り
、
入
湯
し
た
り
し
て

い
る
。
そ
し
て
日
曜
日
に
な
る
と
、
と
き
に
レ
イ
デ
ン
を
訪
れ
、
仲
間
と
会
っ
て
い

る
。
ま
た
ス
ヘ
ベ
ニ
ン
ゲ
ン
の
海
岸
保
養
地
、
祭
見
物
に
も
出
か
け
た
り
、
玉
つ
き

な
ど
も
し
て
気
晴
ら
し
を
し
て
い
る
。
当
時
の
ハ
ー
グ
は
、
い
ま
と
ち
が
っ
て
建
物

や
人
も
す
く
な
く
、
運
河
が
縦
横
に
走
っ
て
お
り
、
し
ず
か
な
市ま

ち

で
あ
っ
た
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
が
榎
本
に
宛
て
て
書
い
た
献
詞
は
、
明
治
二
、
三
年
ご
ろ
福
沢

諭
吉
が
、
黒
田
清
隆
か
ら
オ
ル
ト
ラ
ン
の
写
本
の
翻
訳
を
た
の
ま
れ
た
と
き
、
わ
ざ

と
献
詞
だ
け
を
訳
し
、
本
文
を
訳
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
林
若
樹
は
そ
れ
を

『
同
方
会
誌
』
第
十
六
号
（
明
治
33
・
10
）
に
端
し
書
を
つ
け
て
発
表
し
た
。
そ
の

訳
文
は
こ
ん
に
ち
か
ら
観
る
と
よ
み
づ
ら
い
ば
か
り
か
、
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
や

さ
し
く
訳
し
直
し
た
も
の
の
大
意
を
の
べ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
日
本
帝
国
海
軍
の
榎
本
釜
次
郎
氏
に
呈
す
。

1860年（万延元年）当時のハーグの森を描いた銅版画。〔筆者蔵〕
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そ
れ
は
本
の
編
者
に
と
っ
て
き
ま
り
切
っ
た
し
き
た
り
で
あ
る
。
外
国
語
を
翻
訳
す
る
者
は
、
序
文
を
も
っ
て
人
を
紹
介
し
、
そ
の
あ
と
と
く
べ
つ
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
訳
書
の
最
初
の
読
者
は
貴
殿
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
貴
殿
は
最
上
の
結
果
を
う
る
た
め
に
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
お
よ
そ
四
○
○
時
間
も
費
す
と
い
っ
た
苦
労
を
し
た

こ
と
を
考
慮
し
ま
す
と
、
貴
殿
を
お
い
て
本
書
を
示
す
べ
き
人
は
い
ま
せ
ん
。

オ
ル
ト
ラ
ン
が
著
わ
し
た
書
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
貴
殿
は
そ
の
中
味
を
熟
知
し
て
い
る
の
で
ぜ
い
言
を
要
し
ま
せ
ん
。
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
、
前
段
は
簡
単
に
、
後
段
を
く
わ

し
く
し
ま
し
た
。
ひ
ん
ぱ
ん
に
出
て
く
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
比
ゆ
的
な
表
現
に
も
貴
殿
は
な
れ
、
同
書
を
貴
殿
の
国
の
こ
と
ば
に
訳
す
の
に
好
ま
し
く
お
も
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
本
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
思
っ
た
よ
り
も
わ
た
し
に
は
や
さ
し
い
こ
と
で
し
た
。
貴
殿
は
西
洋
事
情
を
正
し
く
理
解
し
、
ま
た
過
去
の
歴
史
に
つ
い
て
も
す
で
に
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
と
に
貴
殿
は
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
学
術
用
語
を
も
熟
知
し
て
い
る
の
で
、
抽
象
的
な
概
念
の
推
移
を
追
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
な
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

こ
れ
を
も
っ
て
お
わ
っ
た
仕
事
は
、
わ
た
し
が
在
蘭
日
本
派
遣
隊
と
関
わ
り
を
も
っ
た
愉
快
な
想
い
出
の
一
つ
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
貴
殿
ら
が
わ
が
海
軍
の
有
能
な
る
士
官

の
意
見
を
容
れ
て
、
意
外
に
も
海
上
国
際
法
規
の
知
識
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
仄そ

く

聞ぶ
ん

し
、
ひ
じ
ょ
う
に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
共
同
作
業
の
結
果
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
も
ひ
じ
ょ
う
に
う
れ
し
く
お
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
悦
び
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の
目
の
ま
え
に
横
た
わ
っ
て
い
る
手
稿
を
考
え
を
も
っ
て
眺
め
て
み

る
と
、
海
上
公
法
の
肧は
い

は
、
強
大
な
日
本
に
と
っ
て
知
識
と
な
り
、
日
本
国
民
の
性
質
や
運
命
か
ら
し
て
、
き
っ
と
遠
洋
の
大
海
軍
力
を
も
つ
国
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
一
挙

に
参
加
す
る
こ
と
を
思
う
と
、
胸
が
高
鳴
る
の
を
覚
え
ま
す
。

巷
間
、
一
冊
の
公
法
は
、
数
門
の
大
砲
に
ま
さ
る
、
と
、
い
い
ま
す
が
、「
知
識
は
力
な
り
」
と
い
う
格
言
の
不
変
の
真
理
で
も
あ
り
ま
す
。
公
法
を
も
っ
て
、
貴
殿
の
美
し
い
、

豊
か
な
国
は
、
国
際
的
集
会
に
お
い
て
そ
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

西
洋
文
明
を
う
ま
く
受
け
入
れ
、
高
い
視
点
か
ら
そ
の
展
開
を
計
れ
ば
、
一
国
の
輝
き
と
繁
栄
の
歴
史
は
、
こ
れ
か
ら
数
世
紀
の
あ
い
だ
つ
づ
き
、
姿
を
み
せ
、
開
化
し
、
滅
び

ゆ
く
す
べ
て
の
国
々
と
国
民
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　榎
本
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
。

オ
ル
ト
ラ
ン
著
『
海
上
国
際
法
規
』（『
国
際
法
と
海
上
外
交
術
』）
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
ペ
ン
や
エ
ン
ピ
ツ
に
よ
る
書
き
入
れ
が
あ
る
。
そ
の
数
は
ぜ
ん
ぶ
で
五
、
六

十
ヵ
所
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
う
ち
の
い
く
か
を
ひ
ろ
い
、
つ
ぎ
に
記
し
て
み
よ
う
。

T
w

eede D
eel, T

oestand van O
orlog

（
第
二
巻
、
交
戦
状
態
）
の
二
○
頁
に
、
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戦
ヒ
ノ
ト
キ
ニ 

他
国
ノ
旗
サ
エ
用
ヒ
ザ
レ
バ
可
ナ
リ
ト
云
フ
義

　「
フ
ァ
ラ
ン
」
ハ 

此
を
左
祖
セ
ス

注
・
左さ

祖た
ん

と
は
賛
成
し
な
い
意
。

同
右
の
二
八
頁
に
、

仏
ノ
諺
ナ
リ 

越
境
（
シ
）
テ
敵
地
ニ
入
ル
コ
ト
ハ 

彼
ノ
糧
ヲ
取
テ 

我わ
が

兵へ
い

ニ
供
ス
ル
ノ
義
ナ
リ

注
・（

　
）
内
は
引
用
者
が
入
れ
た
も
の
。

同
右
の
四
四
頁
に
、

同
右

　
今
日
、
仏
国
ノ
法
律
ハ
、
唯
ダ
敵
ニ
対
シ
テ
破
棄
ス
ル
前
ニ
、
仏
国
ノ
船
旗
ヲ
揚
ク
ベ
キ
ヲ
命
ズ
ル
ニ
止
ル

同
右
の
一
二
一
頁

―
す
な
わ
ちV

ÿfde H
oofd stuk

（
第
五
章
）
に
、

�
�
�

　
　
　 

最
要

　
　
　
　
甲
ヨ
リ
乙お

つ
ま
で迄

ハ 

チ
ュ
ツ
ン
シ
ュ
ナ
リ

註
・
こ
れ
は
意
味
不
明
。

同
右
の
一
二
六
頁
に
、
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甲
ヨ
リ
乙
迄
ハ
左
ノ
義
ナ
リ

一
論
者
モ
シ
此
ノ
オ
ー
ル
ロ
フ
コ
ン
ト
レ
バ
ン
デ
ノ
品
物
ヲ

不
明

ト
ス
ル
コ
ト
ハ 
其
品
物
ハ
オ
ー
ル
ロ
フ
ア
ー
レ
ン
デ
モ
ー
ヘ
ン
ト
ヘ
イ
ド
ノ
為
メ
取
リ
テ
ノ
品 

余
義
禁
制
セ

ザ
ル
ヲ
得
ズ
ト
云
理
ヲ
確

た
し
か
め
と
ら
ね

執
子
バ
ナ
ラ
ズ
ト
云
義
ナ
リ

注
・
オ
ー
ル
ロ
フ
コ
ン
ト
ッ
レ
バ
ン
デ
（
蘭
・oorlogcontrabande

）
は
、
戦
時
禁
制
品
の
意
。

同
右
の
一
六
五
頁
に
、

写本（上巻）にみられる榎本の書き入れ。〔宮内庁書陵部蔵〕
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我
敵
ナ
ラ
バ
勿
論

…
…
…
…
…
…
…

我
が
敵
ニ
ア
ラ
ズ
ト
モ
「
カ
ー
ル
ロ
フ

不
明

運
ス
ル

　
　
偽
ノ
商
買
ニ

不
明

我
ハ
敵
ナ
リ

第
二
巻
の
一
四
四
頁

―
す
な
わ
ちN

egende H
oofdstuk

（
九
章
）
に
、

故
ニ
「
ク
リ
エ
プ
ル
」
氏
ノ
説
ニ
ハ

　
兵
船

不
明

出
産

　
　

適

不
明

セ
ス
ト
云

仏
朗
船
ハ 

近
来
婦
ヲ
載
セ
ル
ヲ
禁
ズ
各
国
皆

不
明

注
・
婦ふ

は
“
女
”
の
意
。

同
右
の
一
七
五
頁
に
、

此こ
の

条く
だ
り　

仏
原
本
ニ
ハniet

ノ
語
ア
レ
ド
モ 

夫そ
れ

ニ
テ
ハ
意
味
ヲ
為
サ
ズ 
定
メ
テ
「
ド
リ
ュ
ッ
ホ
ー
ト
」
ナ
ル
ベ
シ 

故
ニ
断
然
茲こ

こ

ニniet

ノ
語
ヲ
省
ク

注
・
ド
リ
ュ
ッ
ホ
ー
ト
（
蘭
・d ド

リ
ュ
ク
フ
ォ
ウ
ト

rukfout

）
は
、
誤
植
の
意
。n

ニ
ー
ト

iet

は
否
定
詞
。「
…
な
い
」
の
意
。

同
右
の
一
九
六
頁
に
、

即
す
な
わ
ち

 

捕
ヘ
タ
ル

不
明

地
ヲ
指
テ
云

　
下
文
ヲ
見
ル
ベ
シ

第
二
巻
の
二
二
九
頁

―
す
な
わ
ちV

ÿftiende H
oofdstuk

（
一
五
章
）
のZee C

erem
oniee 4

4l

（
海
上
敬
礼
）
に
、
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渠か

ノ
例
ニ
引
キ
タ
ル 

ヘ
ン
デ
リ
ッ
キ
ノ
ヿ
ハ 

例
ニ
ナ
ラ
ズ
ト 

仏
ノ
使
介
陳
述
ス
ル
ナ
リ

注
・
仏
ノ
使し

介か
い

と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
役
人
の
意
か
。

同
右
の
二
四
四
頁
に
、

���
反
語
ナ
リ 

其
意
ハ 
祭
礼
ニ
加
ル
ニ
ハ 

必
シ
モ
及
バ
ス
ト
云
義
ナ
リ

同
右
の
二
六
○
頁
に
、

己
ノ
船
ノ
将
官

…
…
…
…
…
…

エ
ス
カ
ー
デ
ル
中
ノ
一
将 

即
他
船
ノ
船
将
の
云

…
…
…
…
…
…

故
ニ
仏
ノ
惣そ

う

督と
く

居
合
ハ
セ
ザ
ル
コ
ト
ハ

　
陸
ニ
在
ル
「
コ
ン
シ
ュ
ル
」
等
ト
相
談
ノ
上
デ
ハ

不
明

奉
行
ニ
「
ベ
ス
ー
ク
」
セ
ズ

注
・
エ
ス
カ
ー
デ
ル
（
蘭
・e

エ
ス
カ
デ
ル

skader

）
は
、
小
艦
隊
の
意
。
ベ
ス
ー
ク
（
蘭
・b

ベ
ヅ
ー
ク

ezoek

）
は
、
訪
れ
る
意
。

同
右
の
三
○
三
頁
に
、

此
条
約
ハ
不ぶ

列り

顛て
ん

、
仏ふ

朗ら
ん

斯す

・
我お

羅ろ
し

斯あ

・
東
国
孛ぷ

露ろ
し

斯あ

、
五
ヶ
国
ニ
テ
取
結
ビ
シ
ヿ
ハ 

原
文
一
百
七
十
二
枚
目
ヲ
見
テ
知
ル
ベ
シ

不
明

 

ル
ニ
茲こ

こ

ニ
不
列
顛
女
王
ノ
名
ヲ
裁
セ
ザ

ル
ハ
著
述
者
ノ
誤
ナ
ル
ヿ
疑
ナ
シ
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注
・
ル
ビ
は
引
用
者
に
よ
る
。

同
右
の
三
四
○
頁
に
、

茲
ニ
所
謂

　
敵
ト
云
ハ

　
当
時

不
明

及
ス
パ
ニ
ー
ニ
国

　
英
ト
戦
争
ヲ
セ
シ

不
明

タ
リ

不
明

注
・
ス
パ
ニ
ー
（
蘭
・Spanje

）
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
意
。

榎
本
の
書
き
込
み
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
判
読
が
む
ず
か
し
い
。
か
れ
は
オ
ル
ト
ラ
ン
の
原
書 R

ègles Internationales et D
iplom

atie de la m
er 

の
第
四
版
（『
国
際
法

と
海
上
交
際
術
』）
─
一
八
六
四
年
に
パ
リ
の
ア
ン
リ
・
プ
ロ
ン
社
か
ら
刊
行
）
と
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
が
訳
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
本
と
を
対
比
し
な
が
ら
よ
ん
だ
よ
う
に
お

も
え
る
。
が
、
書
き
入
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
細
か
い
所
ま
で
よ
く
注
意
し
て
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ぞ
ん
ざ
い
な
読
み
方
で
は
な
い
。

原
著
者
の
オ
ル
ト
ラ
ン
と
は
い
か
な
る
人
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
同
人
に
つ
い
て
の
経
歴
と
出
会
わ
な
か
っ
た
が
、
最
近
知
り
え
た
略
歴
を
つ
ぎ
に
し
る
そ
う
。

か
れ
の
正
式
名
は
、
ジ
ャ
ン
・
フ
ェ
リ
シ
テ
・
テ
オ
ド
ー
ル
・
オ
ル
ト
ラ
ン
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。
生
誕
地
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
一
八
○
八
年
一
月
十
二

日
に
生
ま
れ
、
一
八
七
四
年
南
仏
の
軍
港
ツ
ー
ロ
ン
で
亡
く
な
っ
た
。
海
軍
士
官
で
あ
る
と
同
時
に
海
上
法
の
専
門
家
で
も
あ
っ
た
。
一
八
二
二
年
海
軍
に
入
り
、
二
年
後

の
一
八
二
四
年
六
月
見
習
士
官
、
一
八
二
九
年
三
月
海
軍
少
尉
、
一
八
三
五
年
一
月
海
軍
中
尉
と
な
り
、
ツ
ー
ロ
ン
に
勤
務
し
た
。

一
八
四
八
年
七
月
、
海
軍
中
佐
。
一
八
六
二
年
十
二
月
艦
長
に
任
じ
ら
れ
た
。
一
八
六
九
年
一
月
退
職
し
、
ツ
ー
ロ
ン
に
お
い
て
徴
募
兵
審
査
委
員
と
な
っ
た
。

オ
ル
ト
ラ
ン
の
書
は
、
榎
本
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
。
い
ま
そ
の
適
用
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
、
榎
本
軍
が
官
軍
の
甲
鉄
を
奪
取
す
る
た
め
に
南
部
の
宮
古
湾
に
他
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
旗
を
軍
艦
に
か
か
げ
て
闖ち

ん

入に
ゅ
うし

、
戦
闘
を
開
始
す
る
と
き
に
、
真
正

の
国
旗
（
日
本
の
旗
）
を
か
か
げ
た
が
、
海
戦
に
お
い
て
敵
に
近
づ
く
た
め
に
、“
偽に

せ

旗は
た

”
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
奇
計
で
あ
っ
た
。
オ
ル
ト
ラ
ン
は
自
著
『
国
際

法
と
海
上
外
交
術
』
の
下
巻
二
○
頁
に
お
い
て
、
名
誉
を
重
ん
じ
る
人
び
と
の
間
で
は
、
奸
計
お
よ
び
欺ぎ

誣ふ

（
だ
ま
す
こ
と
）
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
示
す
た
め
に
詳
細
の

言
を
弄
す
る
必
要
は
な
い
、
と
の
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
オ
ル
ト
ラ
ン
著
『
国
際
法
と
海
上
外
交
術
』
の
写
本
（
上
巻
二
○
頁
）
に
、
榎
本
が
毛
筆
で
書
き
入
れ
た
、「
戦
ヒ
ノ
ト
キ
ニ
他
国
ノ
旗
サ
エ
用
ヒ
ザ
レ
ハ
可
ナ
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リ
ト
云
フ
義
」
と
か
、

今
日
、
仏
国
ノ
法
律
ハ
、
唯
ダ
敵
ニ
対
シ
テ
砲
発
ス
ル
前
ニ
、
仏
国
ノ
船
旗
ヲ
掲
ク
ベ
キ
ヲ
命
ズ
ル
ニ
止
ル
（
上
巻
、
四
四
頁
）

と
い
っ
た
条
り
と
、
よ
く
合
致
す
る
。

陸
戦
に
お
い
て
は
、
他
国
の
旗
を
用
い
て
敵
を
あ
ざ
む
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
が
、
海
戦
に
お
い
て
は
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
偽
旗
を
使
用
す
る
こ
と
は
軍

人
の
名
誉
を
け
が
す
奇
計
で
あ
る
、
と
い
っ
た
の
は
、
ド
・
カ
ウ
シ
ー
で
あ
っ
た
。

ま
た
そ
の
戦
闘
力
を
減
殺
す
る
た
め
に
敵
艦
を
捕
獲
し
、
そ
れ
を
戦
利
品
と
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
の
許
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
有
賀
長
雄
著
『
早
稲
田

叢
書

　
戦
時
国
際
公

法
　
下
巻
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
明
治
三
十
七
年
五
月
、
六
一
四
、
六
一
八
、
六
二
○
頁
）。

＊

四
　
日
本
に
お
け
る
国
際
法
発
達
小
史

日
本
に
お
け
る
国
際
法
の
淵
源
と
歴
史
に
つ
い
て
究
め
る
の
が
移
入
史
研
究
で
あ
る
。
一
国
に
お
け
る
国
際
法
の
発
達
史
は
、
そ
の
進
歩
を
う
な
が
し
た
状
況
の
事
例
研

究
で
あ
り
、
ま
た
研
究
と
教
育
の
歴
史
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
国
際
法
は
、
か
な
ら
ず
し
も
自
由
に
伸
び
の
び
と
発
達
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
ま
で
、
力
の
も

0

0

0

と
に
圧
迫
さ
れ

0

0

0

0

0

0

、
自
由
に
呼
吸
で
き
ず
、
伸
び
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た（

9
）。

息
を
こ
ろ
し
、
び
く
び
く
し
な
が
ら
教
場
で
講
義
を
、
あ
る
い
は
研
究
を
お
こ
な
う
と

き
、
重
い
空
気
を
感
じ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
じ
っ
さ
い
国
際
法
を
応
用

0

0

す
る
段
に
な
る
と
、
一
種
の
圧
迫
が
や
っ
て
き
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
法
則
を
正
視
0

0

す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
ず
、
法
理
を

0

0

0

ま
げ
0

0

、
解
釈
を
ゆ
が
め
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。

つ
ま
り
、
日
本
が
終
戦
を
む
か
え
る
ま
で
、
日
本
の
国
際
法
学
者
に
言
論
の
自
由（

10
）は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
の
国
際
法
を
歴
史
的
に
な
が
め
る
ば
あ
い
、
そ
れ
を
時
代
的
に
区
分
し
て
瞥
見
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

い
ま
便
宜
的
に
わ
け
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
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第
一
期
…
…
…
前
史
時
代
で
あ
る
。
開
国
か
ら
明
治
の
前
半
ま
で
。
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ペ
リ
ー
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
軍
艦
四
隻
を
ひ
き

い
て
浦
賀
に
来
航
し
た
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
は
鎖
国
後
は
じ
め
て
、
い
や
お
う
な
し
に
ア
メ
リ
カ
側
と
外
交
交
渉
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
安
政
元
年
（
一
八
五

四
）
三
月
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
和
親
条
約
を
む
す
び
、
つ
づ
い
て
露
・
蘭
・
英
・
仏
と
も
条
約
を
調
印
し
た
。
わ
が
国
は
、
欧
米
諸
国
と
条
約
を
む
す
び
、
条
約
関
係
を

有
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鎖
国
の
殻か

ら

か
ら
抜
け
だ
し
、
国
際
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
晴
れ
て
そ
の
一
員
と
な
っ
た
。

外
国
の
使
節
が
日
本
に
開
国
を
せ
ま
っ
た
と
き
、
か
れ
ら
が
し
ば
し
ば
口
に
す
る
の
は
“
国
際
法
”
で
あ
っ
た
。
が
、
幕
府
の
役
人
は
国
際
法
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
智

で
あ
り
、
国
と
国
と
の
あ
い
だ
に
法
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
驚
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
』、
二
三
六
頁
）。
わ
れ
わ
れ
（
幕
府
の
役
人
＝
接

伴
委
員
）
は
、
国
際
法
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
無
智
な
る
こ
と
子
ど
も
と
お
な
じ
で
あ
る
か
ら
、
忍
耐
し
て
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
ほ
し
い
、
と
ハ
リ
ス
米
国
領
事
に
い
っ
た

（T
he C

om
plete Journal of T

ow
nsend H

arris, p.491

～492

）。

国
際
法
に
つ
い
て
無む

知ち

蒙も
う

昧ま
い

で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
幕
府
の
外
国
局
の
役
人
ら
は
、
い
ち
は
や
く
国
際
法
に
関
す
る
文
献
を
さ
が
し
も
と
め
、
海
外
か
ら
ホ
イ
ー
ト
ン
や

フ
ィ
リ
モ
ー
の
英
書
、
ホ
イ
ー
ト
ン
の
漢
訳
『
万
国
公
法
』
な
ど
を
輸
入
し
た
。

慶
応
か
ら
明
治
十
年
ご
ろ
（
一
八
六
八
～
一
八
八
六
）
に
か
け
て
、
朝
野
を
あ
げ
て
国
際
法
に
関
す
る
知
識
を
熱
心
に
も
と
め
る
気
運
に
む
か
い
、
ホ
イ
ー
ト
ン
（
米
）、

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
（
蘭
）、
ウ
ー
ル
ジ
ー
（
米
）、
マ
ル
テ
ン
ス
（
独
）、
ゼ
ー
ム
ス
ケ
ン
ト
（
米
）、
ハ
レ
ッ
ク
（
米
）、
ホ
ー
ル
（
英
）、
オ
ル
ト
ラ
ン
（
蘭
）
な
ど
欧
米
の

専
門
書
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
、
国
民
の
国
際
法
に
た
い
す
る
意
識
形
成
や
知
識
の
普
及
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
明
治
二
十
年
前
後
に
な
る
と
、
訳
書
も
そ
ろ
い
、

日
本
人
に
よ
る
万
国
公
法
の
著
述
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

幕
府
の
世
が
お
わ
り
、
維
新
を
迎
え
る
と
、
新
政
府
は
、
明
治
元
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
欧
米
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
国
際
法
を
遵
守
す
る
意
思
を
逐
次
、
布
告

の
な
か
で
表
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
と
交
際
す
る
と
き
は
、「
宇う

内だ
い

（
世
界
）
之
公
法
」「
万
国
普
通
之
公
法
」「
万
国
之
公
法
」「
天
地
の
公
道
」
な
ど
に
よ
っ
て
お
こ

な
う
と
明
言
し
た
。

第
一
期
の
大
き
な
特
徴
は
、
国
際
法
に
関
す
る
外
国
書
を
も
っ
ぱ
ら
翻
訳
紹
介
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

訳
書
の
ほ
か
に
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
か
ら
同
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
か
け
て
、
斎
藤
修
一
郎
が
、
雑
誌
『
明
法
志
林
』（
毎
月
二
回
刊
行
）
に
「
保ホ

ウ
イ
ー
ト
ン

伊
頓
氏

国
際
法
沿
革
史
」（
上
古
よ
り
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
い
た
る
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お
こ
な
わ
れ
た
国
際
法
の
ス
ケ
ッ
チ
）
を
連
載
し
た
が
、
ホ
イ

ー
ト
ン
や
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
論
述
は
、
国
際
法
の
知
識
を
う
る
た
め
の
主
要
な
書
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
わ
が
国
の
国
際
法
教
育
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
こ
う
。
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明
治
に
な
っ
て
外
国
と
の
交
際
や
交
渉
が
多
く
な
る
と
法
規
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
国
際
法
は
比
較
的
に
重
要
視
さ
れ
た（

11
）。

国
際
法
を
自
然
法
も
し
く
は
天
下
の
す

じ
み
ち
と
同
一
視
し
た
。
万
国
公
法
を
ま
な
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
と
の
交
渉
に
お
い
て
勝
利
し
、
日
本
の
地
位
を
確
保
で
き
る
も
の
と
考
え
た（

12
）。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
二
月
の
「
大
学
規
則
」「
大
学
南
校
規
則
」、
同
四
年
四
月
の
京
都
の
小
学
課
業
表
の
第
一
等
（
句
読
）
や
同
六
年
四
月
の
文
部
省
の
上
等
外
国

語
学
教
則
（
第
二
級
、
読
方
）
に
お
い
て
、“
万
国
公
法
”
を
教
科
と
し
て
置
い
て
い
る（

13
）。

明
治
初
期
に
お
い
て
、
ふ
つ
う
法
律
の
講
義
は
、
お
雇
い
外
国
人
に
よ
っ
て
お

こ
な
わ
れ
た
。

幕
末
に
フ
ラ
ン
ス
軍
事
教
育
団
の
一
員
と
し
て
来
日
し
た
ア
ル
ベ
ー
ル
・
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
・
ブ
ス
ケ
（
一
八
三
七
～
八
二
、
日
本
で
死
没
）
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
明
治
新
政
府
の
雇

や
と
い

と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
制
度
を
調
査
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
「
万
国
公
法
ニ
於
テ
己
レ
ノ
領
海
ニ
付
独
有
ス
ル
ノ
権
」「
英
仏
米
帰
化
概
則
」

「
海
ニ
関
ス
ル
万
国
公
法
」
や
条
約
改
正
の
た
め
の
取
調
書
が
あ
っ
た
（
一
又
正
雄
『
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
、

一
二
頁
）。

明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
ア
メ
リ
カ
人
グ
リ
フ
ィ
ス
は
、
開
成
学
校
で
化
学
と
国
際
法
を
講
義
し
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
ペ
シ
ャ
イ
ン
・
ス
ミ
ス
は
、
万
国
公
法

教
師
に
雇
い
入
れ
ら
れ
、
外
務
省
顧
問
の
第
一
号
と
な
り
、
そ
の
後
任
と
し
て
同
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
来
日
し
た
の
が
ド
イ
ツ
人
の
ロ
エ
ス
レ
ル
（
一
八
三
四
～
九
四
、

ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
教
授
、
明
治
二
十
六
年
離
日
）
で
あ
り
、
役
名
は
外
務
省
万
国
公
法
顧
問
で
あ
っ
た
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
四
月
、
東
京
大
学
法
学
部
に
「
列
国
交
際
法
」（
公
法
、
私
法
）
の
科
目
が
置
か
れ
、
同
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
は
「
国
際
法
」
と
い
っ
た

名
称
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
こ
の
こ
と
ば
が
一
般
化
し
た
。
教
師
は
エ
ー
ル
大
学
の
法
科
出
身
の
ア
メ
リ
カ
人
ヘ
ン
リ
ー
・
テ
ィ
ラ
ー
・
テ
リ
で
あ
っ
た
。

明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
）
ア
メ
リ
カ
人
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
ラ
ー
ド
・
デ
ニ
ソ
ン
（
一
八
四
六
～
一
九
一
四
）
が
、
外
務
省
の
国
際
法
副
顧
問
と
し
て
招
か
れ
、
外
国
法

制
の
調
査
、
外
交
文
書
の
起
草
や
修
正
、
領
事
裁
判
権
制
度
の
撤
廃
に
つ
く
し
た
。

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
は
、
日
本
人
が
は
じ
め
て
国
際
法
の
講
義
を
お
こ
な
っ
た
年
で
あ
り
、
そ
の
人
は
栗
塚
省
吾
（
文
部
省
御
用
掛
）
で
あ
っ
た
。

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）、
東
京
大
学
は
帝
国
大
学
法
科
大
学
と
改
称
し
た
。
国
際
法
の
講
義
は
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
九
月
、
寺
尾
亨と

お
る（

一
八
五
八
～
一

九
二
五
、
司
法
省
法
律
学
校
に
ま
な
ぶ
。
日
本
の
国
際
法
学
の
開
拓
と
運
用
に
つ
く
し
た
）
が
国
際
法
の
専
任
教
授
と
な
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
人
々
が
た
ち
か
わ
り
い
り

か
わ
り
講
義
し
た
が
、
そ
れ
は
に
わ
か
仕
込
み
の
勉
強
を
し
て
受
講
生
に
つ
た
え
た
も
の
で
、
専
門
的
に
研
究
し
て
講
義
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
横
田
喜
三
郎
「
わ
が

国
に
お
け
る
国
際
法
の
研
究
」、
二
三
七
頁
）。
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明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
一
月
、
イ
タ
リ
ア
人
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
（
一
八
五
三
～
九
九
、
帰
国
後
ロ
ー
マ
に
お
い
て
病
死
）
は
、
司
法
省
顧
問

と
し
て
来
日
し
、
条
約
改
正
・
治
外
法
権
・
大
津
事
件
な
ど
で
政
府
の
諮
問
に
答
え
、
ま
た
明
治
法
律
学
校
（
明
大
の
前
身
）
で
国
際
法
や
法
理
学
の
講
義
を
し
た
。

一
方
、
私
学
に
目
を
転
じ
る
と
、
つ
ぎ
の
諸
学
校
が
早
く
か
ら
国
際
法
の
科
目
を
設
け
、
そ
れ
を
教
え
て
い
る
。

慶
応
義
塾

…
…
…
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
「
万
国
公
法
」。

同
志
社
英
学
校

…
…
…
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）「
万
国
公
法
」。

東
京
専
門
学
校

…
…
…
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）「
万
国
公
法
」
を
へ
て

「
列
国
交
際
法
」「
国
際
公
法
」
な
ど
。

専
修
学
校

（
現
・
専
修
大
学
） …

…
…
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）「
万
国
公
法
」。

東
京
法
学
校

（
現
・
法
政
大
学
） …

…
…
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）「
万
国
公
法
」
を
へ
て

「
国
際
法
」。

明
治
法
律
学
校

（
現
・
明
治
大
学
） …

…
…
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）「
万
国
公
法
」
を
へ
て

「
国
際
法
」。

英
吉
利
法
律
学
校

（
現
・
中
央
大
学
） …

…
…
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）「
国
際
公
法
」。

注
・
安
岡
昭
男
「
日
本
に
お
け
る
万
国
公
法
の
受
容
と
適
用
」（『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第
二
号
所
収
、
平
11
・
3
）
を
参
照
。

そ
の
他
、
軍
関
係
の
学
校
で
は

―

陸
軍
大
学
校
（
明
治
十
六
年

　
＝
一
八
八
三
年
の
開
校
）
…
…
…
「
万
国
公
法
」
を
へ
て
「
平
時
公
法
」「
戦
時
公
法
」。

海
軍
大
学
校
（
明
治
二
十
一
年
＝
一
八
八
八
年
の
開
校
）
…
…
…
「
万
国
公
法
」
を
へ
て
「
国
際
法
」。

な
ど
が
あ
る
。

陸
軍
大
学
や
陸
軍
経
理
学
校
の
双
方
で
国
際
法
の
講
義
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
有
賀
長な

が

雄お

（
一
八
六
○
～
一
九
二
一
、
明
治
・
大
正
期
の
国
際
法
学
者
）
で
あ
る
。
か
れ

は
当
初
国
際
法
の
学
習
を
は
じ
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
公
法
の
講
義
を
依
頼
さ
れ
る
と
、
急
き
ょ
ホ
ル
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
国
際
法
の
第
四
巻
、
ハ
レ
ッ
ク
や
ホ
ー
ル
の
も
の

な
ど
を
研
究
し
、
知
識
を
仕
入
れ
た
。
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開
校
後
の
海
軍
大
学
校
で
国
際
法
を
教
え
た
人
物
は
、
本
野
一
郎
、
藤
田
隆
三
郎
、
清
水
一
太
郎
ら
で
あ
っ
た
よ
う
だ
（
有
賀
長
雄
「
仏
文
著
述
苦
心
談
」（『
国
際
法
雑

誌
』
第
十
巻
第
九
号
所
収
）。
日
清
戦
争
（
明
治
二
十
七
年
＝
一
八
九
四
年
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
）
の
と
き
、
国
際
法
教
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
高
橋
作さ

く

衛え

（
一
八
六
七
～

一
九
二
○
、
明
治
・
大
正
期
の
法
学
者
）
で
あ
り
、
有
賀
と
お
な
じ
よ
う
に
法
律
顧
問
と
し
て
日
清
・
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
。

第
二
期
…
…
…
明
治
の
後
半
を
い
う
。
お
よ
そ
明
治
二
十
年
代
か
ら
同
四
十
年
代
（
一
八
八
七
～
一
九
二
六
）
ま
で
の
間
を
指
す
。
こ
の
時
期
、
わ
が
国
の
国
際
法
は
学

問
的
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
め
ぼ
し
い
著
述
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

石
川
錦
一
郎
著 
『
国
際
私
法
・
国
際
法

　
全
』 

明
治
二
三
年

同
　
　
右 

『
国
際
公
法
』
博
文
館 

明
治
二
三
年

長
岡
護
美
著 

『
万
国
公
法
講
述
』 

明
治
二
三
年

藤
田
隆
三
郎
著 

『
判
決
例
附 
万
国
公
法
釈
義
』 

明
治
二
四
年

鳩
山
和
夫
述 

『
万
国
公
法
』
東
京
専
門
学
校 

明
治
二
四
年

 

「
国
際
公
法
論
」（
ロ
ー
レ
ン
ス
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
）
水
交
社 

明
治
二
六
年

有
賀
長
雄
編 

『
万
国
戦
時
公
法
（
陸
戦
条
規
）』
陸
軍
大
学
校 

明
治
二
七
年

原
敬
訳 

『
陸
戦
公
法
』
報
行
社 

明
治
二
七
年

藤
田
隆
三
郎
訳
述 

『
海
上
万
国
公
法
』
博
文
館 

明
治
二
七
年

中
村
進
午
著 

『
媾こ

う

和わ

類
例
』
哲
学
書
院 

明
治
二
八
年

陸
奥
広
吉
訳 

『
国
際
公
法
摘
要
』（
ロ
ー
レ
ン
ス
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
）
丸
善
株
式
会
社 

明
治
二
八
年

花
井
卓
蔵
著 

『
非
常
国
際
法
論
』
有
斐
閣 

明
治
二
八
年

有
賀
長
雄
著 

『La guerre sino-japonaise au point de vue du droit international

』『
国
際
法
の
見
地
か
ら
見
た
日
清
戦
争
』（
仏
文
） 

明
治
二
九
年

同
　
　
右 

『
日
清
戦
役
国
際
法
論
』
陸
軍
大
学
校 

明
治
二
九
年

中
村
進
午
著 

『
新
条
約
論
』
東
京
専
門
学
校
出
版
部 

明
治
三
○
年

同
　
　
右 

『
国
際
公
法
論
』
東
華
堂
出
版 

明
治
三
○
年

今
西
恒
太
郎
著 

『
国
際
法
学
』 

明
治
三
二
年
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立
作
太
郎
著 

『
ホ
ー
ル
氏
国
際
公
法
』
東
京
法
学
院 

明
治
三
二
年

高
橋
作
衛
著 

『C
ases on International Law

 during T
he C

hino-Japanese W
ar

』 

明
治
三
二
年

露
国 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
、フ
ォ
ン
、マ
ル
テ
ン
ス
著

日
本

　
法
学
士

　
中
村
進
午
訳 

『
早
稲
田

叢
書

　
国
際
法
』（
上
下
）
東
京
専
門
学
校
出
版
部 

明
治
三
三
年

有
賀
長
雄
述 

『
国
際
公
法
講
義
録
』
海
軍
教
育
本
部 

明
治
三
三
年

ル
イ
・
ル
ノ
ー
ル
著

蜷
川

　
新
訳

 

『
早
稲
田

小
篇

　
国
際
法
論
』
東
京
専
門
学
校
出
版
部
蔵
版 

明
治
三
三
年

秋
山
雅
之
介
著 

『
国
際
公
法
講
義

　
平
時
』
明
治
法
律
学
校
講
法
会 

明
治
三
三
年

英
国 

ウ
エ
ス
ト
レ
ー
キ
教
授
原
著

深
井
英
五
補
訳

 

『
国
際
法
要
論
』
民
友
社 

明
治
三
四
年

高
橋
作
衛
著 
『
日
本
史
に
お
け
る
国
際
法
』（
仏
文
） 

明
治
三
四
年

玉
置
嘉
門
編
纂 
『
学
説

対
照 
国
際
公
法
論
網

　
完
』
清
水
書
店 

明
治
三
四
年

英
国 

ウ
エ
ス
ト
レ
ー
キ
教
授
原
著

深
井
英
五
補
訳

 

『
国
際
法
要
論
』
民
友
社 

明
治
三
四
年

高
橋
作
衛
著 

『
戦
時
国
際
公
法
』
哲
学
書
院 

明
治
三
五
年

フ
ラ
ン
ツ・フ
ォ
ン・
リ
ス
ト
著

中
村
進
午
編

 

『
国
際
公
法
』
東
京
専
門
学
校
出
版
部 

明
治
三
五
年

大
野
若
三
郎
著 

『
国
際
法
新
論
』
有
斐
閣
書
房 

明
治
三
六
年

秋
山
雅
之
介
著 

『
国
際
公
法

　
戦
時
』
和
仏
法
律
学
校 

明
治
三
六
年

高
橋
作
衛
著 

『
日
清
戦
争
中
の
国
際
法
事
例
』（
英
文
） 

明
治
三
六
年

同
　
　
右 

『
平
時
国
際
法
論
』
日
本
大
学 

明
治
三
六
年

大
野
若
三
郎
著 

『
国
際
法
新
論
』
有
斐
閣 

明
治
三
六
年

有
賀
長
雄
著 

『
戦
時
国
際
公
法
』
早
稲
田
大
学
出
版
部 

明
治
三
六
年

松
原
一
雄
著 

『
最近 

国
際
公
法
原
論

　
完
』
東
京
法
学
院
大
学
発
行 

明
治
三
七
年

高
橋
作
衛
著 

『
戦
時
国
際
法
理
先
例
論
』
東
京
法
学
院
大
学 

明
治
三
七
年

蜷に
な

川か
わ

新
著 

『
黒
木
軍
ト
戦
時
国
際
法
』
清
水
書
店 

明
治
三
八
年

長
岡
春は

る

一か
ず

著 

『
国
際
法
か
ら
み
た
日
露
戦
争
の
研
究
』 

明
治
三
八
年

山
田
三さ

ぶ

良ろ
う

著 

『
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
を
論
ず
』（『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
四
巻
一
一
号
所
収
） 

明
治
三
九
年

高
橋
作
衛
著 

『
平
時
国
際
公
法
』（
漢
文
）
泰
東
法
政
新
書
局 

明
治
四
○
年
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中
村
進
午
訳 

『
マ
ル
テ
ン
ス
国
際
法
』（
上
下
） 

明
治
四
一
年

高
橋
作
衛
著 

『International Law
 applied to the R

usso-Japanese W
ar

』 

明
治
四
一
年

遠
藤
源
六
著 

『
日
露

戦
役
　
国
際
法
論

　
全
』
明
治
大
学
出
版
部 

明
治
四
一
年

同
　
　
右 

『
国
際
法
要
論
』
清
水
書
店 

明
治
四
一
年

有
賀
長
雄
著 

『La guerre russo-japonaise au point de vue continental et le droit international

』 

明
治
四
一
年

遠
藤
源
六
著 

『
日
露
戦
役
国
際
法
論
』
明
治
大
学
出
版
部 

明
治
四
一
年

同
　
　
右 

『
国
際
法
要
論
』
清
水
書
店 

明
治
四
一
年

千
賀
鶴
太
郎
著 
『
国
際
公
法
要
義
』
京
都
法
政
大
学 

明
治
四
二
年

長
岡
春
一
著 
『
成
文
国
際
公
法
』
国
際
法
学
会 

明
治
四
二
年

高
橋
作
衛
著 

『
最
近
国
際
法
諸
条
規
大
全
』
清
水
書
店 

明
治
四
三
年

有
賀
長
雄
著 

『
最
近
三
十
年
外
交
史
』〔
二
巻
〕
早
稲
田
大
学
出
版
部 

明
治
四
三
年

同
　
　
右 

『
日
露
陸
戦
国
際
法
論
』
民
友
社 

明
治
四
四
年

篠
田
治
作
著 

『
日
露
戦
役
国
際
公
法
』
法
政
大
学 

明
治
四
四
年

有
賀
長
雄
著 

『
日
露
陸
戦
国
際
法
論
』
東
京
偕
行
社 

明
治
四
四
年

立
作
太
郎
著 

『
内
乱
と
国
際
法
』
日
本
大
学 

明
治
四
五
年
（
大
正
元
年
）

高
橋
作
衛
著 

『
国
際
法
大
意
』
清
水
書
店 

同
右

　

第
三
期
…
…
…
大
正
か
ら
昭
和
期
（
戦
前
）
に
い
た
る
期
間
。
大
正
時
代
（
一
九
一
二
～
一
九
二
六
）
は
、
明
治
期
の
延
長
に
あ
る
が
、
昭
和
に
な
る
と
比
較
的
若
い
学

者
が
う
ま
れ
、
国
際
法
の
基
本
的
な
性
質
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
―
法
の
本
質
に
つ
い
て
の
哲
学
的
、
認
識
論
的
な
省
察
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
ま
た
国
際
平

和
機
構
に
つ
い
て
の
研
究
が
顕
著
に
な
っ
た（

14
）。

立
作
太
郎
著 

『
戦
時
国
際
法

　
全
』
中
央
大
学 

大
正
二
年

　

中
村
進
午
講
述 

『
平
時
国
際
公
法

　
完
』
中
央
大
学 

大
正
二
年
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ロ
ー
レ
ン
ス
博
士
原
著

小
山
清
一
郎
訳

 

『
国
際
法
原
論

　
平
時
』
厳
松
堂
書
店 

大
正
三
年

　

 

『
大
正
三
年

　

戦
役
参
考
用 

条
約
公
文
書
集
』
外
務
省 

大
正
三
年

　

遠
藤
源
六
著 

『
軍
国

講
話 

戦
争
と
国
際
法

　
全
』
読
書
会
発
兌 

大
正
三
年

　

松
原
一
雄
著 

『
現
行
国
際
法
』
中
央
大
学 

大
正
三
年

　

立
作
太
郎
著 

『
国
際
法
の
基
本
観
念
』
中
央
大
学 

大
正
三
年

　

遠
藤
源
六
著 

『
戦
争
と
国
際
法
』
読
書
会 

大
正
四
年

　

今
井
嘉
幸
著 

『
支
那
国
際
法
論

　
第
一
巻
』
丸
善
株
式
会
社 

大
正
四
年

　

遠
藤
源
六
著 
『
国
際
法
提
要
』
清
水
書
店 

大
正
五
年

　

立
作
太
郎
著 
『
戦
争
と
国
際
法

　
全
』
外
交
時
報
社 

大
正
五
年

　

中
村
進
午
著 

『
国
際
公
法
論
』
清
水
書
店 

大
正
五
年

　

立
作
太
郎
著 

『
戦
争
と
国
際
法
』
外
交
時
報
社
出
版
部 

大
正
五
年

　

ロ
ー
レ
ン
ス
博
士
原
著

小
山
精
一
郎
著

 

『
国
際
法
原
論

　
戦
時
』
清
水
書
店 

大
正
五
年

　

有
賀
長
雄
著 

『
国
際
法
の
見
地
か
ら
み
た
る
支
那
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
』（
仏
文
） 

大
正
九
年

　

小
山
精
一
郎
著 

『
大
戦
国
際
法
論 

総
論

陸
戦 

之
部
』
偕
行
社
発
行 

大
正
九
年

　

同
　
　
右 

『
大
戦
国
際
法
論 

海
戦

講
話 

之
部
』
偕
行
社
発
行 

大
正
十
年

　

泉
　
哲

あ
き
ら

著 

『
国
際
法
概
論

　
全
』
有
斐
閣
書
房 

大
正
十
年

　

中
村
進
午
著 

『
国
際
公
法
論
綱
』
厳
松
堂
書
店 

大
正
一
一
年

恒
藤
恭
著 

『
国
際
法

及
び

国
際
問
題
』
弘
文
堂
書
房 

大
正
一
一
年

遠
藤
源
六
著 

『
国
際
法
関
係
法
規
』
清
水
書
店
発
行 

大
正
一
一
年

稲
田
周
之
助
著 

『
国
際
法
論
』
有
斐
閣 

大
正
一
二
年

松
原
一
雄
著 

『
現
行
国
際
法

　
上巻 

』
中
央
大
学
発
行 

大
正
一
三
年

同
　
　
右 

『
国
際
法
要
義
』 

大
正
一
三
年

板
倉
卓
造
著 

『
近世 

国
際
法
史
論
』
厳
松
堂
書
店 

大
正
一
三
年

泉
　
哲
著 

『
国
際
法
問
題
研
究
』
厳
松
堂
書
店
発
兌 

大
正
一
三
年
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松
原
一
雄
纂
輯 

『
国
際
条
約
集
』
外
交
時
報
社
発
行 

大
正
一
四
年

山
名
壽
三
著 

『
国
際
公
法
要
論
』
日
本
大
学
出
版
部
発
行 

大
正
一
五
年

泉
　
哲
著 

『
最
近
国
際
法
批
判
』
日
本
評
論
社 

昭
和
二
年

　

 

『
金
子

子
爵 

国
際
公
法
会
参
列
紀
行
』 

昭
和
三
年

　

立
作
太
郎
著 

『
平
時
国
際
法
論
』
日
本
評
論
社 

昭
和
五
年

　

同
　
　
右 

『
戦
時
国
際
法
論
』
日
本
評
論
社 

昭
和
六
年

　

大
沢
章

あ
き
ら

著 

『
国
際
法
秩
序
論
』
岩
波
書
店 

昭
和
六
年

　

天
野
徳
也
著 
『
国
際
法
学

　
上
』 

昭
和
七
年

　

信
夫
淳
平
著 
『
上
海
戦
と
国
際
法
』
丸
善
株
式
会
社 

昭
和
七
年

　

松
原
一
雄
著 

『
時
局

関
係 
国
際
問
題
及
国
際
法
問
題
』
斯
文
書
院
刊
行 

昭
和
八
年

　

横
田
喜
三
郎
著 

『
国
際
法
』
岩
波
書
店 

昭
和
八
年

　

同
　
　
右 

『
国
際
法

　
上
巻
』
有
斐
閣 

昭
和
八
年

　

同
　
　
右 

『
国
際
法

　
下
巻
』
有
斐
閣 

昭
和
九
年

　

田
岡
良
一
著 

『
国
際
法
学
大
綱

　
上
巻
』
厳
松
堂
書
店
発
兌 

昭
和
九
年

　

山
名
壽
三
著 

『
国
際
法
論

　
全
』
有
斐
閣 

昭
和
九
年

　

松
原
一
雄
著 

『
国
際
法
概
論
』
厳
松
堂
書
店
発
兌 

昭
和
九
年

　

立
作
太
郎
著 

『
時
局
国
際
法
論
』
日
本
評
論
社 

昭
和
九
年

　

 

『
立

　
教
授

還
暦
祝
賀 

国
際
法
論
文
集
』
有
斐
閣 

昭
和
九
年

　

 

『
新
ベ
ル
ン
協
約
（
新
旧
対
照
）
―
一
九
三
三
年
十
一
月
二
十
三
日
締
結
』
鉄
道
省
運
輸
局 

昭
和
一
一
年

イ
ェ
ー・ベ
ー・パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
著

山
之
内
一
郎
訳

 

『
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
国
際
法
概
論
』
改
造
社 

昭
和
一
二
年

田
岡
良
一
著 

『
空
襲
と
国
際
法
』
厳
松
堂
書
店
発
兌 

昭
和
一
二
年

立
作
太
郎
著 

『
現
実
国
際
法
諸
問
題
』
岩
波
書
店 

昭
和
一
二
年

安
井
郁
著 

『
国
際
法
学

　
講
義
要
綱

　
1
』
弘
文
堂
書
房 

昭
和
一
四
年

田
岡
良
一
著 

『
増補 

国
際
法
学
大
綱

　
下
巻
』
厳
松
堂
書
店
発
兌 

昭
和
一
四
年
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前
原
光
雄
著 

『
国
際
法
要
論
〔
上
巻
〕』 

昭
和
一
五
年

松
原
一
雄
著 

『
国
際
法
要
義
』
有
斐
閣 

昭
和
一
六
年

信
夫
淳
平
著 

『
戦
時
国
際
法
講
義

　
第
一
巻
～
第
四
巻
』
丸
善
株
式
会
社 

昭
和
一
六
年

一
又
正
雄
訳 

『
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ

　
国
際
法
の
基
礎
理
論
』
巌
松
堂
書
店 

昭
和
一
七
年

松
原
一
雄
編 

『
最近 

国
際
法
及
外
交
資
料
』
育
成
洞 

昭
和
一
七
年

山
下
康
雄
著 

『
化
学
戦
と
国
際
法
』
東
都
書
籍
株
式
会
社 

昭
和
一
八
年

信
夫
淳
平
著 

『
戦
時
国
際
法
提
要

　
上
巻
』
照
林
堂
書
店 

昭
和
一
八
年

同
　
　
右 
『
戦
時
国
際
法
提
要

　
下
巻
』
照
林
堂
書
店 

昭
和
一
九
年

大
沢
章
著 
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス 

自
由
海
論
の
研
究
』
岩
波
書
店 

昭
和
一
九
年

横
田
喜
三
郎
著 

『
国
際
法
の
法
的
性
質
』
野
村
書
店 

昭
和
二
三
年

横
田
喜
三
郎
著 

『
国
際
法
〔
新
版
〕』
有
斐
閣 

昭
和
二
三
年

田
岡
良
一

田
畑
茂
二
郎
著

 

『
国
際
法
講
話
』
高
桐
書
院 

昭
和
二
三
年

高
柳
賢
三
著 

『
極
東
裁
判
と
国
際
法
』
有
斐
閣 

昭
和
二
三
年

小
谷
鶴
次
著 

『
国
際
法
学
要
綱
』
有
斐
閣 

昭
和
二
四
年

前
原
光
雄
著 

『
国
際
法
』
世
界
書
院 

昭
和
二
四
年

鈴
木
万
美

宮
崎
繁
樹
著

奥
末
広

 

『
近
代
戦
と
国
際
法
』
明
治
大
学
国
際
法
研
究
室 

昭
和
二
六
年

高
野
雄
一
著 

『
国
際
法
総
論
（
国
際
法
講
義
案

　
Ⅰ
）』
有
斐
閣 

昭
和
二
七
年

田
村
幸
策
著 

『
国
際
法

　
上
巻
』
有
斐
閣 

昭
和
二
七
年

注
・
こ
の
一
覧
表
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
横
田
喜
三
郎
「
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
法
の
研
究
」（『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
』
所
収
、
昭
和
17
・

4
）
と
一
又
正
雄
著
『
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
昭
和
48
・
3
）
の
巻
末
に
あ
る
「
関
係
年
表
」
を
一

部
参
照
し
た
。
が
、
じ
っ
さ
い
手
に
取
っ
て
み
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。

第
二
期
に
お
い
て
、
法
学
者
は
国
際
法
上
の
じ
っ
さ
い
の
事
件
（
日
清
、
日
露
戦
争
）
に
ひ
じ
ょ
う
な
関
心
を
も
ち（

15
）、

そ
こ
か
ら
事
実
の
叙
述
に
力
点
を
お
い
て
専
門
書

を
執
筆
し
た
。
そ
れ
は
深
い
法
律
的
考
察
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
資
料
的
な
性
質
を
も
ち
、
外
国
の
学
者
の
見
解
を
要
約
し
引
用
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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こ
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
わ
が
国
の
国
際
法
の
研
究
は
学
問
的
に
な
っ
た（

16
）の

で
あ
る
。

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
九
月

―
寺
尾
亨と

お
るは

国
際
法
の
教
授
と
し
て
東
京
帝
国
大
学
で
国
際
公
法
・
国
際
私
法
の
講
義
を
は
じ
め
、
同
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）

に
は
高
橋
作さ

く

衛え

（
一
八
六
七
～
一
九
二
○
、
東
大
で
国
際
法
を
専
攻
し
た
。
大
隈
内
閣
の
内
閣
法
制
長
官
）
が
、
お
な
じ
く
東
京
帝
大
の
国
際
法
の
教
授
に
任
命
さ
れ
、
多

く
の
学
問
的
成
果
を
世
に
問
う
た
。
他
方
で
は
、
有
賀
長
雄
が
陸
軍
大
学
校
の
教
授
と
し
て
国
際
法
を
講
じ
、
こ
れ
も
前
者
二
名
に
お
と
ら
ぬ
業
績
を
あ
げ
た
。
ま
た
日
露

戦
争
に
さ
い
し
て
寺
尾
ら
と
開
戦
論
を
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る
七
博
士
の
ひ
と
り
中
村
進し

ん

午ご

（
一
八
七
○
～
一
九
三
九
、
明
治
三
十
年
〔
一
八
九
七
〕
学
習
院
教
授
）
も
、
学

習
院
を
退
い
た
の
ち
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
○
六
）
東
京
高
商
で
国
際
法
を
講
じ
る
一
方
で
著
述
活
動
を
し
た
。

明
治
期
の
後
半
は
、
寺
尾
・
高
橋
・
有
賀
・
中
村
ら
を
中
心
に
国
際
法
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
観
が
あ
る
。

寺
尾
亨
は
、
東
京
帝
大
で
国
際
公
法
講
座
を
担
当
し
た
第
一
号
で
あ
っ
た
が
、
司
法
省
法
学
校
で
は
お
雇
い
学
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
師
事
し
刑
法
を
専
攻
し
た
。
明
治
二

十
四
年
（
一
八
九
一
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
と
き
、
パ
リ
で
国
際
法
を
専
攻
し
た
と
さ
れ
る（

17
）。

し
か
し
、
か
れ
は
学
者
と
い
う
よ
り
壮
士
ぽ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
同
郷

の
頭と

う

山や
ま

満み
つ
る（

一
八
五
五
～
一
九
四
四
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
国
家
主
義
者
）
ら
と
親
交
を
む
す
び
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
辛
亥
革
命
（
中
国
の
民
主
主
義
革
命
）

が
お
こ
る
と
、
帝
大
教
授
の
栄
職
を
や
ぶ
れ
た
靴
の
よ
う
に
捨
て
て
中
国
に
わ
た
り
、
革
命
政
府
の
法
律
顧
問
に
な
っ
た
。

寺
尾
は
の
ち
に
日
本
に
亡
命
し
た
孫
文
、
イ
ン
ド
独
立
の
志
士
ボ
ー
ス
ら
を
庇
護
し
た
。
寺
尾
は
ま
と
ま
っ
た
著
書
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
数
ペ
ー
ジ
の
小
論
を
幾
篇
か
発
表

し
た
に
と
ど
ま
り
、
政
治
に
走
る
も
の
の
つ
ね
と
し
て
、
学
問
上
の
業
績
は
貧
寒
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。

高
橋
は
日
清
・
日
露
の
両
戦
役
に
嘱
託
と
し
て
海
軍
に
従
軍
し
、
わ
が
国
が
戦
時
国
際
法
規
を
遵
守
し
た
事
例
を
外
国
文
で
発
表
し
、
不
朽
の
功
績
を
の
こ
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
た
。
有
賀
も
日
清
・
日
露
の
両
戦
役
に
陸
軍
総
司
令
部
の
嘱
託
と
し
て
従
軍
し
、
国
際
法
上
の
問
題
の
処
理
に
関
係
し
、
日
本
陸
軍
は
よ
く
国
際
法
を
守
る
こ

と
を
外
国
文
の
著
述
に
よ
っ
て
世
界
に
知
ら
せ
た
こ
と
に
功
績
が
あ
っ
た
。

中
村
は
東
京
帝
大
の
独
法
科
を
出
た
の
ち
、
大
学
院
に
お
い
て
国
際
法
を
専
攻
し
た
。
卒
業
後
、
東
京
専
門
学
校
、
日
本
大
学
・
中
央
大
学
・
明
治
大
学
・
高
等
商
業
学

校
（
の
ち
の
一
橋
）
な
ど
の
講
師
と
な
り
、
つ
い
で
学
習
院
の
大
学
科
設
置
に
尽
力
し
た
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
一
月
、
国
際
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
史
を
研
究
す

る
た
め
学
習
院
か
ら
派
遣
さ
れ
て
渡
欧
し
、
同
三
十
三
年
（
一
九
○
○
）
帰
国
し
た
。

帰
国
後
、
学
習
院
教
授
の
ま
ま
、
台
湾
協
会
学
校
（
拓
大
の
前
身
）・
高
等
商
業
学
校
・
慶
応
義
塾
大
学
・
海
軍
大
学
校
・
海
軍
経
理
学
校
・
早
稲
田
大
学
な
ど
で
教
鞭

を
と
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
モ
ア
を
よ
く
解
し
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
ネ
ッ
カ
ー
川
を
と
っ
て
「
熱
河
」
と
号
し
た
。
学
問
上
の
著
述
と
し
て
は
、『
媾
和
類
例
』（
明
治
二
十
八
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年
）、『
新
条
約
論
』（
明
治
三
十
年
）、『
国
際
公
法
』（
明
治
三
十
五
年
）、『
平
時
国
際
公
法

　
完
』（
大
正
二
年
）、『
国
際
公
法
論
』（
大
正
五
年
）、『
国
際
公
法
論
綱
』

（
大
正
十
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
訳
業
と
し
て
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
ル
テ
ン
ス
著
『
国
際
法
』〔
上
下
〕（
明
治
四
十
一
年
）
が
あ
る
。
こ
の
翻
訳
は
、
留

学
す
る
ま
え
か
ら
は
じ
め
、
ベ
ル
リ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
パ
リ
の
留
学
先
で
つ
づ
け
ら
れ
、
完
成
ま
で
三
年
を
要
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
村
は
マ
ル
テ
ン
ス
の
完
訳
を
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
系
国
際
法
学
を
わ
が
国
に
紹
介
し
た
（
一
又
著
、
一
○
五
頁
）。

い
ま
の
べ
た
四
名
の
国
際
法
学
界
の
先
行
者
は
、
斯
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
記
憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
び
と
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
り
次
位
の
学
者
が
い
る
。
千
賀
鶴

太
郎
（
一
八
五
七
～
一
九
二
七
）
で
あ
る
。
千
賀
は
岡
山
の
ひ
と
で
あ
る
。
そ
の
経
歴
は
す
こ
し
変
っ
て
い
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
か
ら
八
年
間
、
東
京
の
「
同
人

社
」（
中
村
敬
字
の
塾
）
で
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
書
を
お
し
え
て
い
た
が
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
か
ら
同
三
十
年
（
一
八
九
七
）
ま
で
、
十
三
年
間
、
私
費
留
学
生
と

し
て
苦
学
し
な
が
ら
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
法
律
・
政
治
学
・
経
済
学
の
ほ
か
、
国
際
法
を
専
攻
し
た
。

帰
国
後
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
九
）
九
月
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
に
む
か
え
ら
れ
、
は
じ
め
は
ロ
ー
マ
法
、
つ
い
で
国
際
法
の
講
座
を
担
当
し
た
。
学
問
上
の
業
績

と
し
て
は
、『
日
本
法
政
新
誌
』『
京
都
法
学
会
雑
誌
』『
法
学
論
叢
』
な
ど
に
た
く
さ
ん
論
文
を
発
表
し
た
。
千
賀
の
主
著
は
、『
国
際
公
法
要
義
』（
巌
松
堂
書
店
、
明
治

四
十
二
年
九
月
）
で
あ
り
、
七
七
四
頁
も
の
大
著
で
あ
る
。

＊

明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
二
）
二
月
、「
国
際
法
学
会
」
が
創
設
さ
れ
た
。
本
会
の
目
的
は

―

一
　
国
際
法
の
学
理
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
平
時
お
よ
び
戦
時
の
国
際
法
の
実
行
を
期
す

三
　
国
際
法
ま
た
は
条
約
の
解
釈
、
も
し
く
は
適
用
上
発
生
す
る
難
問
を
研
究
す
る

　
　
四

　
定
期
的
ま
た
は
臨
時
に
会
員
の
意
見
を
刊
行
す
る

で
あ
っ
た
。
こ
の
学
会
は
、
月
例
会
合
を
も
っ
た
ほ
か
、
機
関
誌
と
し
て
『
国
際
法
雑
誌
』（
大
正
元
年
［
一
九
一
二
］『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
と
改
題
）
を
刊
行
し
た
。

会
費
は
年
六
円
（
毎
月
五
○
銭
）。
会
員
は
は
じ
め
百
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
十
四
年
末
に
な
る
と
、
一
七
六
名
に
な
っ
た
。

い
ま
の
べ
た
先
覚
者
に
つ
づ
く
人
々
―
―
わ
が
国
の
国
際
法
を
推
進
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
人
び
と
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。
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鳩は
と

山や
ま

和
夫
（
一
八
五
六
～
一
九
一
一
、
明
治
期
の
政
治
家
、
弁
護
士
）
は
、
岡
山
の
ひ
と
で
あ
る
。
大
学
南
校
、
開
成
学
校
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
や
エ
ー
ル
大
学
に
ま
な
び
、

明
治
十
二
年
（
一
八
八
○
）
帰
国
後
東
大
法
学
部
の
講
師
と
な
っ
た
が
、
政
府
攻
撃
演
説
が
た
た
り
免
官
と
な
っ
た
の
ち
し
ば
ら
く
弁
護
士
を
や
っ
た
。
そ
の
後
外
務
省
に

入
り
、
条
約
改
正
問
題
に
参
画
、
東
大
教
授
を
兼
務
し
、
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
国
際
法
を
講
義
し
た
。
そ
の
講
義
を
法
律
科
得
業
生
・
浦
部
章
三
が
編
ん
だ
の
が
『
万
国
公
法
』

（
明
治
二
十
四
年
刊
、
二
三
○
頁
）
で
あ
る
。

の
ち
鳩
山
は
東
京
専
門
学
校
の
校
長
と
な
り
、
大
隈
内
閣
の
と
き
外
務
次
官
と
な
っ
た
が
、
大
隈
と
と
も
に
下
野
し
、
東
京
市
政
に
尽
し
た
。

立
作
太
郎
（
一
八
七
四
～
一
九
四
三
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
国
際
法
学
者
）
は
、
も
と
幕
臣
・
立
嘉よ

し

度の
り

（
文
久
遣
欧
使
節
団
の
定
役
並
通
詞
）
の
子
と
し
て
、

東
京
麹
町
五
番
地
に
生
ま
れ
た
。
長
じ
て
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治
科
に
ま
な
び
、
卒
業
後
外
務
省
に
入
省
し
た
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
○
○
）
外
交
史
研
究
の
た
め
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
も
む
い
た
。
同
三
十
七
年
（
一
九
○
四
）
帰
国
す
る
や
東
大
教
授
と
な
り
、
外
交
史
、
の
ち
国
際
法
を
講
義
し
た
。
生
前
、
諸
雑
誌
に
外
交
関
係
の
論
文
を

一
○
○
編
ち
か
く
発
表
し
た
ほ
か
、
著
書
と
し
て
は
外
交
史
関
係
が
八
、
平
時
・
戦
時
国
際
法
が
十
三
ほ
ど
あ
る
。

と
く
に
大
学
卒
業
後
ま
も
な
く
手
を
つ
け
た
訳
業
『
ホ
ー
ル
氏
国
際
法
』（
東
京
法
学
院
、
明
治
三
十
二
年
）
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ルW

illiam
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を
反
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
九
六
一
頁
の
大
訳
業
で
あ
り
、
中
村
進
午

の
『
マ
ル
テ
ン
ス
国
際
法
』［
上
下
］（
明
治
四
十
一
年
刊
）
と
と
も
に
、
明
治
期
の
二
大
訳
業
と
い
う
（
一
又
著
、
一
一
八
頁
）。

蜷
川
新
は
、
日
露
戦
争
の
と
き
黒
木
軍
の
法
律
顧
問
と
し
て
従
軍
し
、『
黒
木
軍
と
戦
時
国
際
法
』（
明
治
三
十
八
年
）
を
著
わ
し
、
そ
の
後
、
時
局
国
際
法
に
つ
い
て
の

論
文
を
『
外
交
時
報
』
や
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
な
ど
に
よ
く
発
表
し
た
。

長
岡
春
一
（
一
八
七
七
～
一
九
四
五
、
外
交
官
）
は
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
○
○
）
東
京
帝
大
の
仏
法
科
を
卒
業
後
、
外
務
省
に
入
り
、「
国
際
法
か
ら
み
た
日
露
戦

争
の
研
究
」（
仏
文
）
を
『
ル
ヴ
ュ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ー
ル
』
誌
に
連
載
し
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
○
八
）
法
学
博
士
の
学
位
を
え
た
。
の
ち
条
約
局
長
（
大
正
14
）、
駐
独
大

使
（
大
正
15
）
と
な
っ
た
。

山
田
三
良
（
一
八
九
八
～
一
九
六
五
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
法
律
学
者
）
は
、
奈
良
の
ひ
と
で
あ
る
。
東
京
専
門
学
校
を
へ
て
、
東
京
帝
大
の
選
科
生
と
な
り
、
明
治
二

十
九
年
（
一
八
九
六
）
卒
業
す
る
と
大
学
院
に
進
み
、
国
際
私
法
を
専
攻
し
、
か
た
わ
ら
外
務
省
嘱
託
と
な
っ
た
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
三
月
、
欧
米
に
三
ヵ
年
留

学
し
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
国
際
私
法
や
国
際
公
法
の
講
義
を
聴
い
た
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）
八
月
、
帰
国
。

法
科
大
学
教
授
と
な
り
、
国
際
私
法
・
国
際
公
法
講
座
を
担
当
し
た
。
学
問
上
の
業
績
と
し
て
、
専
門
誌
に
国
際
法
の
分
野
で
の
論
文
を
数
多
く
発
表
し
た
。
が
、
わ
が
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国
の
国
際
法
学
界
に
残
し
た
大
き
な
足
跡
と
し
て
は
、
国
際
法
学
会
の
創
立
、
育
生
、
指
導
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
又
著
、
一
一
一
～
一
一
二
頁
）。

山
田
は
順
調
に
出
世
街
道
を
あ
ゆ
み
、
京
城
帝
国
大
学
総
長
（
昭
和
6
～
同
11
）、
日
本
学
士
院
院
長
（
昭
和
23
）
と
な
っ
た
。
山
田
は
中
学
も
出
ず
、
新
聞
広
告
で
知

っ
た
東
京
専
門
学
校
（
早
大
の
前
身
）
に
入
り
、
そ
こ
を
卒
業
す
る
と
、
高
等
学
校
の
検
定
試
験
を
う
け
、
何
度
も
失
敗
し
た
の
ち
よ
う
や
く
東
京
帝
大
の
選
科
生
と
な
っ

た
。
そ
こ
を
卒
業
す
る
と
、
大
学
院
に
進
み
、
小
村
外
務
次
官
の
推
輓
で
外
務
省
に
入
っ
た
。
か
れ
は
い
わ
ゆ
る
立
志
伝
ち
ゅ
う
の
人
で
あ
っ
た
が
、
東
京
帝
大
の
権
威
の

保
持
者
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
又
著
、
一
一
二
頁
）。

遠
藤
源
六
（
一
八
七
二
～
一
九
七
一
、
の
ち
行
政
裁
判
所
長
官
、
明
治
大
学
教
授
）
は
、
日
露
戦
争
の
と
き
、
海
軍
大
学
校
の
国
際
法
教
授
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
年
代

か
ら
大
正
に
か
け
て
、
多
く
の
諭
著
を
公
刊
し
て
い
る
。

松
原
一
雄
（
一
八
七
七
～
一
九
五
六
、
外
交
官
を
へ
て
中
央
、
日
本
両
大
学
の
教
授
）
は
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
二
）
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
後
、
東
京

法
学
院
で
国
際
法
を
専
攻
し
、
中
央
、
日
本
、
法
政
の
各
大
学
で
国
際
法
を
講
じ
た
。
の
ち
外
務
省
に
入
り
、
大
使
館
参
事
官
を
さ
い
ご
に
退
官
し
た
。『
現
行
国
際
法
』

（
上
下
二
巻
、
大
正
十
三
年
）
の
ほ
か
、
多
く
の
論
文
を
発
表
し
た
。

泉
哲
は
、
京
城
帝
国
大
学
教
授
。『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
を
中
心
に
、
大
正
後
期
に
諸
論
文
を
発
表
し
、
活
躍
し
た
。
ま
と
ま
っ
た
諭
著
も
数
点
あ
る
。

大
沢
章
（
一
八
八
九
～
一
九
六
七
、
国
際
法
学
者
）
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
後
、
し
ば
ら
く
内
務
省
に
勤
め
、
の
ち
パ
リ
大
学

に
七
年
間
留
学
し
、
国
際
法
や
法
哲
学
を
専
攻
し
た
。
帰
国
後
、
九
州
帝
国
大
学
教
授
に
就
任
し
、
退
官
後
は
学
習
院
大
学
、
東
洋
大
学
教
授
を
歴
任
し
た
。
国
際
法
に
関

す
る
業
績
と
し
て
、
学
位
論
文
『
国
際
法
秩
序
論
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
六
年
）
が
あ
る
ほ
か
、
法
哲
学
の
分
野
に
お
け
る
訳
業
が
あ
る
。

横
田
喜
三
郎
（
一
八
九
六
～
一
九
九
三
、
昭
和
期
の
国
際
法
学
者
）
は
、
愛
知
県
の
ひ
と
で
あ
る
。
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
助

手
と
し
て
国
際
法
の
研
究
に
入
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
後
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
東
大
教
授
。
そ
の
国
際
法
に
た
い
す
る
考
え
方
の
特
徴
は
、
純
粋
法
学
的
な
見
方

を
と
り
、
国
際
法
規
を
客
観
的
に
認
識
し
記
述
し
た
。
国
際
法
を
一
国
家
の
た
め
で
は
な
く
、
国
際
社
会
そ
の
も
の
の
た
め
と
い
う
立
場
か
ら
観
た
こ
と
で
あ
る
。

か
れ
は
純
粋
法
学
を
積
極
的
に
推
進
し
、
法
的
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
が
法
律
学
の
課
題
で
あ
り
、
法
的
認
識
に
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
り
、
法
が
曲
げ
ら
れ
る
こ

と
を
批
判
し
た
。
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
お
こ
っ
た
満
州
事
変
（
関
東
軍
に
よ
る
鉄
道
爆
破
に
よ
る
戦
争
開
始
）
で
は
、
軍
部
が
主
張
す
る
“
自
衛
行
動
”
を
『
帝
国

大
学
新
聞
』
に
お
い
て
批
判
し
、
ま
た
東
大
の
時
局
講
演
会
で
は
「
不
健
全
な
挙
国
一
致
を
排
せ
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
講
演
し
、
軍
国
主
義
的
な
風
潮
に
た
い
し
て
批
判

的
た
ち
ば
を
と
っ
た
。
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主
著
と
し
て
は
『
国
際
法
』（
上
下
二
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
八
～
九
年
）
を
は
じ
め
と
し
、『
国
際
裁
判
の
本
質
』（
昭
和
十
六
年
）、『
海
洋
の
自
由
』『
国
際
法
の
法
的
性

質
』（
昭
和
一
九
年
）、『
自
衛
権
』（
昭
和
二
十
六
年
）、『
国
際
法
学
』（
昭
和
三
十
年
）
な
ど
が
あ
る
。

終
戦
後
、
横
田
は
日
本
国
憲
法
草
案
の
起
草
に
参
画
し
た
。
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
東
大
を
退
官
後
、
外
務
省
参
与
、
同
三
十
五
年
（
一
九
六
○
）
最
高
裁
判
所

長
官
に
就
任
し
た
。

田
岡
良
一
（
一
八
九
六
～
？
）
は
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
助
手
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
東
北
帝
国
大
学
に
転
じ
、
助
教
授
、
教

授
に
な
っ
た
の
ち
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
京
都
帝
大
に
も
ど
っ
た
。
そ
の
学
風
は
、
歴
史
的
実
証
主
義
で
あ
り
、
国
際
法
の
研
究
に
お
い
て
重
視
し
た
の
は
、
国
際

法
規
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
、
社
会
的
な
事
情
の
も
と
に
成
立
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

著
述
と
し
て
は
、『
空
襲
と
国
際
法
』（
昭
和
十
二
年
）、『
委
任
統
治
の
本
質
』（
昭
和
十
六
年
）、『
国
際
法
学
大
綱
』（
昭
和
十
八
年
）、『
戦
争
法
の
諸
問
題
』（
昭
和
十

九
年
）、『
国
際
連
合
憲
章
の
研
究
』（
昭
和
二
十
四
年
）、『
永
久
中
立
と
日
本
の
安
全
保
障
』（
昭
和
二
十
五
年
）、『
国
際
法
上
の
自
衛
権
』（
昭
和
三
十
九
年
）、『
大
津
事

件
の
再
評
価
』（
昭
和
五
十
一
年
）
な
ど
が
あ
る
（
講
演
筆
記
―
京
都
大
学
名
誉
教
授
・
田
畑
茂
二
郎
「
わ
が
国
際
法
学
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
た
二
人
の
先
達
」）。

信し
の

夫ぶ

淳
平
（
一
八
七
一
～
一
九
六
二
）
は
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
七
月
、
高
等
商
業
学
校
を
卒
業
し
、
同
年
北
海
道
庁
に
勤
務
し
、
函
館
に
赴
任
し
た
。
官
吏

と
し
て
勤
め
な
が
ら
外
交
官
試
験
の
準
備
し
、
や
が
て
そ
れ
に
パ
ス
し
た
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
外
務
省
に
入
り
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
カ
ル
カ
ッ
タ
の
総
領

事
を
さ
い
ご
に
退
官
し
た
。
日
露
戦
争
で
は
、
遼
東
守
備
軍
司
令
部
付
と
し
て
従
軍
し
、
占
領
地
行
政
事
務
を
担
当
し
、
の
ち
戦
時
国
際
法
に
大
き
な
興
味
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
四
ヵ
年
留
学
し
、
こ
の
間
に
外
交
史
・
国
際
法
（
と
く
に
海
戦
法
則
）
の
研
究
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
が
、
国
際
法
の
研
究
者
に
い
か
に
豊
富

な
資
料
を
提
供
し
た
か
し
れ
ぬ
と
い
う
（『
戦
時
国
際
法
講
義

　
第
一
巻
』
の
「
序
」、
丸
善
株
式
会
社
、
昭
和
十
六
年
十
一
月
）。

信
夫
は
外
務
省
を
退
い
た
の
ち
、
早
稲
田
大
学
教
授
と
な
り
、
外
交
史
・
国
際
政
治
を
講
じ
た
。
国
際
法
の
顕
著
な
業
績
と
し
て
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
畢ひ

っ

生せ
い

の
し
ご
と

『
戦
時
国
際
法
講
義
』（
全
四
巻
、
丸
善
株
式
会
社
、
昭
和
十
六
年
十
一
月
）
を
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
学
士
院
恩
賜
賞
に
か
が
や
い
た
こ
の
大
作
は
、
私
費
出
版
で
あ
っ
た
。

第
三
期

―
大
正
か
ら
戦
前
ま
で
の
国
際
法
研
究
の
一
般
的
傾
向
は
、
国
際
法
の
本
質
、
体
系
、
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
研
究
で
あ
っ
た
（
一
又
著
、
一

五
七
頁
）。
国
際
法
は
、
国
家
政
策
の
重
要
な
る
手
段
と
し
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
わ
が
国
が
国
際
法
の
規
範
を
尊
重
し
、

と
く
に
日
本
軍
が
国
際
法
規
や
慣
例
を
よ
く
ま
も
っ
た
の
は
、
日
清
・
日
露
の
両
戦
役
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
戦
役
に
、
ま
が
り
な
り
に
も
勝
利
を
え
た
結
果
、
わ
が
国
の
国
際
上
の
地
位
は
一
躍
向
上
し
、
世
界
の
一
等
国
の
な
か
ま
入
り
を
す
る
に
い
た
っ
た
。
が
、
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昭
和
初
期
の
満
州
事
変
（
昭
和
6
）
以
降
の
軍
部
の
暴
走
が
、
欧
米
諸
国
の
信
を
う
し
な
う
き
っ
か
け
と
な
り
、
わ
が
国
は
往
々
に
し
て
条
約
違
反
を
な
じ
ら
れ
た
。
日
本

は
満
州
に
お
け
る
軍
事
行
動
を
“
自
衛
権
の
行
使
”
で
あ
り
、
満
州
の
建
国
も
な
ん
ら
国
際
条
約

―
連
盟
規
約
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

し
か
し
、
国
際
連
盟
は
、
満
州
国
を
み
と
め
ぬ
決
議
を
し
、
日
本
と
異
な
る
見
解
を
あ
ら
わ
に
し
た
た
め
、
わ
が
国
は
国
際
連
盟
を
脱
退
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
の
日

本
は
、
軍
国
主
義
路
線
を
ひ
た
は
し
り
、
強
大
な
る
武
力
を
背
景
に
、
国
際
輿
論
や
国
際
法
を
無
視
し
、
や
が
て
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
、
戦
争
の
惨
苦
を
身
近
に
体
験
し

て
終
戦
を
む
か
え
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
社
会
や
国
際
関
係
、
国
際
法
そ
の
も
の
も
い
ろ
い
ろ
変
化
を
う
け
た
。
多
く
の
国
が
両
大
戦
の
惨
害
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
こ
と
か
ら
、

戦
争
放
棄
や
永
久
平
和
を
も
と
め
る
声
が
お
こ
り
、
国
際
連
合
が
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
あ
ら
た
に
誕
生
し
た
。
こ
の
組
織
は
、
国
際
平
和
と
安
全
の
維
持
、
諸
国
間

の
友
好
と
協
力
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
国
際
機
関
で
あ
る
。

国
際
連
盟
と
の
か
か
わ
り
お
い
て
結
ば
れ
る
各
国
間
の
条
約
は
、
い
わ
ば
国
際
法
規
で
あ
る
か
ら
、
国
際
法
の
果
た
す
役
割
は
い
よ
い
よ
大
き
く
な
っ
た
。

第
四
期
…
…
…
…
戦
後
か
ら
平
成
期
。

昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
四
月
二
日
と
、
三
日
の
両
日
、「
国
際
法
学
会
」
は
、
創
立
五
十
周
年
を
記
念
し
て
、
東
京
大
学
の
法
学
部
教
室
に
お
い
て
記
念
総
会

お
よ
び
一
般
公
開
講
演
会
を
ひ
ら
い
た
。
聴
衆
は
約
四
○
○
名
、
女
性
の
す
が
た
も
多
数
み
ら
れ
た
。
講
演
は
、
政
治
・
法
律
・
経
済
の
三
分
野
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ

た
。

平
和
の
哲
学
…
…
…
…
…
…
…
東
京
大
学
法
学
部
教
授

　
　
尾
高
朝
雄

世
界
国
家
の
可
能
性
…
…
…
…
東
京
大
学
法
学
部
教
授

　
　
横
田
喜
三
郎

世
界
経
済
復
興
と

　
　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
…
…
…
紅
陵
大
学
学
長

　
　
　
　
　
高
恒
寅
次
郎

戦
後
わ
が
国
の
国
際
法
は
、
そ
の
せ
ま
い
用
語
の
範
囲
を
ひ
ろ
げ
、“
国
際
関
係
法
”
と
い
っ
た
名
称
に
、
他
の
法
と
と
も
に
包
含
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば

―
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国
際
法

　
　
　
　
国
際
組
織
（
機
構
）
法

　
　
国
際
私
法

国
際
取
引
法

　
　
国
際
民
事
訴
訟
法

　
　
　
　
Ｅ
Ｕ
法

国
際
環
境
法

　
　
国
際
刑
法
な
ど
。

こ
ん
に
ち
国
際
関
係
法
学
は
、
わ
が
国
の
国
公
立
大
学
や
私
大
の
大
学
院
レ
ベ
ル
で
研
究
や
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
開
講
数
は

国
立
大
学
…
…
…
四
一

　
　
　
公
立
大
学
…
…
…
六

私
立
大
学
…
…
…
六
九

な
ど
、
計
一
一
六
で
あ
る
（「
大
学
院
に
お
け
る
国
際
関
係
法
に
関
す
る
研
究
教
育
の
現
況
と
課
題

―
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
報
告
」（『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
九
六
巻
第

二
号
所
収
、
平
成
9
・
7
）。

国
際
関
係
法
の
う
ち
、
国
際
法
が
そ
の
中
枢
を
し
め
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
十
年
以
上
も
ま
え
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
や
若
干
ふ
る
く
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
、

国
際
関
係
法
に
か
か
わ
っ
た
専
任
教
員
の
内
訳
は
、

国
立
大
学
…
…
…
九
五

　
　
　
公
立
大
学
…
…
…
九

私
立
大
学
…
…
…
一
二
一

な
ど
、
計
二
二
五
名
で
あ
り
、
こ
こ
に
非
常
勤
教
員
七
二
名
が
加
わ
る
と
計
二
九
七
名
と
な
る
。
つ
ま
り
三
○
○
名
ち
か
い
教
員
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
前
掲

論
文
）。

む
す
び



360（75）

日本における初期の国際法にまつわる逸事

国
際
法
（
万
国
公
法
）
と
い
っ
た
も
の
は
、
古
来
西
洋
に
お
い
て
成
文
法
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
る
こ
と
ま
れ
で
あ
り
、
ふ
つ
う
慣
習
と
し
て
く
り
返
さ
れ
た
行
為
を
も
っ

て
法
と
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
慣
習
が
そ
れ
で
あ
る
。
国
際
社
会
や
国
家
間
の
関
係
を
律
す
る
法
規
を
、
こ
ん
に
ち
国
際
法
と
呼
ん
で
い
る
。
が
、
鎖

国
下
の
日
本
の
識
者
で
、
国
際
法
に
注
意
を
む
け
た
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
、
開
国
後
の
日
本
に
、
諸
外
国
の
使
臣
が
や
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
為
政
者
に
と
っ
て
国
際
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
緊
要
に
な
り
、
急
き
ょ
海
外
に
文
献
を
求
め
、

あ
る
い
は
洋
学
者
に
そ
れ
を
訳
さ
せ
た
り
し
た
。
国
際
法
に
た
い
す
る
ひ
た
む
き
な
姿
勢
は
、
明
治
新
政
府
に
も
受
け
つ
が
れ
た
。
が
、
民
間
に
お
い
て
も
明
治
初
年
か
ら

同
二
十
年
代
ま
で
、
毎
年
の
よ
う
に
欧
米
の
万
国
公
法
の
訳
書
を
刊
行
し
た
。
西
周
や
津
田
真
道
、
福
地
源
一
郎
、
箕
作
麟
祥
ら
は
、
万
国
公
法
の
移
植
に
貢
績
は
あ
っ
た

が
、
条
約
改
正
準
備
の
し
ご
と
を
か
か
え
て
い
た
た
め
に
、
万
国
公
法
の
研
究
や
教
育
に
専
念
で
き
な
く
な
り
、
後
継
者
を
養
成
で
き
ず
に
お
わ
っ
た
。

教
育
面
に
お
け
る
空
白
を
補
っ
た
の
は
、
お
雇
い
外
国
人
で
あ
る
。
や
が
て
か
れ
ら
の
講
義
を
聴
い
た
者
の
な
か
か
ら
万
国
公
法
を
専
攻
す
る
も
の
が
生
ま
れ
た
。
わ
が

国
に
お
け
る
国
際
法
の
研
究
が
飛
躍
す
る
動
因
と
な
っ
た
も
の
は
、
日
清
・
日
露
の
戦
役
で
あ
っ
た
。
国
際
法
の
研
究

0

0

0

0

0

0

と
戦
争
0

0

と
は
密
接
な
関
係

0

0

0

0

0

を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、

明
治
の
後
半
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
論
著
を
み
て
も
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
国
際
法
学
者
ら
の
語
学
力
も
向
上
し
、
安
直
な
翻
訳
や
概
説
書
を
よ
ま
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
な
っ
た
。
か
れ
ら
は
欧
米
の
定
評
の
あ
る
専
門
書

を
海
外
か
ら
取
り
よ
せ
、
そ
れ
を
消
化
吸
収
で
き
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
中
に
は
有
賀
長
雄
や
高
橋
作
衛
の
よ
う
に
日
本
軍
が
国
際
法
を
遵
守
し
た
事
実
を
欧
文
を
も
っ

て
世
界
に
紹
介
す
る
も
の
も
誕
生
し
た
。

本
稿
は
幕
末
か
ら
現
在
ま
で
の
、
日
本
の
国
際
法
の
継
受
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
を
意
図
し
た
が
、
い
さ
さ
か
蕪
雑
に
書
き
つ
ら
ね
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
日
本
に
お
け
る
国
際
法
に
関
す
る
論
文
は
、
明
治
期
以
来
ず
い
ぶ
ん
書
か
れ
て
き
た
が
、
時
の
経
過
と
と
も
に
大
半
が
陳
腐
化
し
、
い
ま
で
は
新
鮮
味
が
う
し
な
わ
れ

て
き
て
い
る
。
筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
新
機
軸
を
だ
す
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、
そ
の
成
否
の
判
断
は
読
者
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

＊

五
　
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
と
津
田
左
右
吉

―
『
万
国
公
法
』『
泰
西
国
法
論
』
を
め
ぐ
っ
て

津
田
左そ

右う

吉き
ち

（
一
八
七
三
～
一
九
六
一
）
は
、
岐
阜
の
ひ
と
で
あ
る
。
尾
張
の
徳
川
家
の
つ
け
家
老
・
竹
腰
家
の
家
臣

―
津
田
藤と

う

馬ま

の
子
と
し
て
明
治
六
年
（
一
八
七

三
）
十
月
に
生
ま
れ
た
。
小
学
校
を
卒
業
後
、
名
古
屋
の
私
塾
や
西
本
願
寺
別
院
が
設
立
し
た
私
立
中
学
の
よ
う
な
所
で
ま
な
び
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
○
）
上
京
す
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る
と
、
東
京
専
門
学
校
（
の
ち
の
早
大
）
の
政
治
科
二
年
に
編
入
し
、
翌
年
卒
業
し
た
。
当
時
は
卒
業
と
は
い
わ
ず
、
得
業
と
い
っ
た
。

東
京
専
門
学
校
在
学
ち
ゅ
う
、
た
だ
講
師
（
そ
の
こ
ろ
は
教
授
と
い
う
地
位
は
な
か
っ
た
）
の
講
義
を
聴
き
、
そ
れ
を
毛
筆
で
和
紙
の
う
え
に
写
し
た
。
津
田
に
よ
る
と
、

か
れ
が
正
式
に
入
学
し
、
正
式
に
卒
業
し
た
の
は
、
小
学
校
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
学
て
い
ど
の
私
立
学
校
に
中
途
か
ら
入
っ
て
、
中
途
で
や
め
て
し
ま
っ
た
。
東
京

専
門
学
校
も
中
途
か
ら
入
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
一
年
ほ
ど
し
か
い
な
か
っ
た
。

学
歴
と
い
え
る
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
（「
明
治
十
年
代
の
田
舎
の
小
学
校
」『
婦
人
之
友
』
に
掲
載
、
昭
和
26
・
6
）。
津
田
は
変
則
的
な
教
育
を
う
け
て
育
っ
た

が
、
昔
風
の
儒
者
の
お
も
か
げ
が
あ
る
良
師
に
め
ぐ
ま
れ
、
と
く
に
国
漢
の
素
養
を
ふ
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
の
ち
に
か
れ
の
研
究
を
大
い
に
助
け
る
こ
と
に
な
る
漢
文

は
、
父
や
小
学
校
時
代
の
先
生
か
ら
み
っ
ち
り
教
え
を
う
け
て
い
た
か
ら
、
あ
り
ふ
れ
た
漢
学
の
塾
で
ま
な
ぶ
必
要
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

津
田
は
後
年
、
歴
史
学
者
、
思
想
家
と
し
て
大
成
し
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
文
化
勲
章
を
受
章
し
、
ま
た
そ
の
述
作
は
『
津
田
左
右
吉
全
集
』（
全
二
十
八
巻
、

岩
波
書
店
）
と
し
て
結
実
し
た
。
津
田
は
五
十
年
に
い
ち
ど
、
あ
る
い
は
百
年
に
い
ち
ど
出
る
か
出
な
い
か
の
不
世
出
の
学
才
に
め
ぐ
ま
れ
た
学
者
だ
が
、
生
前
、
主
著
四

冊
が
皇
室
の
尊
厳
を
冒
と
く
し
た
科
で
出
版
法
違
反
に
問
わ
れ
、
有
罪
（
禁
錮
三
ヵ
月
）
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
筆
禍
事
件
の
法
廷
闘
争
に
お
い
て
苦
難
に
負
け
ず
、
意
志

を
つ
ら
ぬ
い
た
。

人
は
な
に
か
に
つ
い
て
の
研
究
を
、
専
門
的
に
お
こ
な
お
う
と
す
る
と
き
、
準
備
期
間
や
徒
弟
時
代
が
必
要
で
あ
る
。
基
礎
教
育
を
う
け
た
の
ち
、
師
匠
の
も
と
で
一
定

の
修
業
を
し
、
や
が
て
危
な
げ
に
本
を
よ
む
こ
と
を
は
じ
め
る
。
本
も
じ
ぶ
ん
が
関
心
が
あ
る
も
の
、
好
み
の
も
の
を
体
系
立
て
て
よ
む
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
あ
る
テ
ー

マ
に
関
す
る
文
献
資
料
を
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
み
ち
び
か
れ
、
考
え
た
り
調
べ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
研
究
の
出
発
点
と
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
津
田
は
学
閥
や
学
会
と
は
、
無
縁
の
ひ
と
で
あ
っ
た
。
独
立
独
歩

―
師
に
つ
か
ず
、
ひ
と
り
で
勉
強
し
て
学
問
を
大
成
し
た
ま
れ
に
見
る
学
者
で
あ
っ
た
。

試
行
錯
誤
の
の
ち
、
独
自
の
研
究
の
方
法
―
―
原
典
批
評
の
方
法
を
さ
と
る
ま
で
、
し
ば
ら
く
時
を
必
要
と
し
た
（「
学
究
生
活
五
十
年
」）。
津
田
の
学
問
の
特
異
性
、

え
ら
さ
は
、
師
匠
も
な
く
、
参
考
と
す
べ
き
先
例
も
な
い
学
問
の
分
野
に
わ
け
入
り
、
し
し
と
し
て
勉
強
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
の
学
問
は
独
学
で
あ
っ
た
。

＊

津
田
左
右
吉
は
、
和
漢
洋
の
数
多
く
の
書
物
を
よ
ん
だ
が
、
政
治
や
法
律
、
思
想
に
も
関
心
が
ふ
か
か
っ
た
。「
つ
だ
文
庫
」（
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
）
の
な
か
に
、

『
明
治
文
化
全
集

　
第
八
巻
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
四
年
五
月
）
が
収
め
て
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
初
年
か
ら
同
十
年
代
に
か
け
て
わ
が
国
で
刊
行
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
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律
に
関
す
る
翻
訳
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
巻
に
、

―

畢
（
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
）

酒
林
口
述

西
周
助
訳

　

『
万
国
公
法
』（
慶
応
四
年
〔
一
八
六
八
〕
刊
）

畢
酒
林
口
述

　

津
田
真
一
郎
訳

『
泰た

い

西せ
い

国
法
論
』（
慶
応
二
年
〔
一
八
六
八
〕
刊
）

の
二
篇
が
収
め
て
あ
る
。

こ
の
二
つ
は
、
明
治
期
の
官
僚
啓
蒙
学
者
・
西
周
助
（
周

あ
ま
ね

）
と
津
田
真
一
郎
が
、
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
受
講
し
た
シ
モ
ン
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
教
授
（
一
八
一
八

～
一
八
八
八
）
の
口
述
筆
記
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、『
性
法
略
』（
神
田
孝
平
が
訳
し
た
、
一
種
の
法
学
通
論
）
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
と
政
治

の
学
を
紹
介
し
た
も
っ
と
も
古
い
文
献
で
あ
る
（
吉
野
作
造
の
「
解
題
」）。

じ
つ
は
津
田
左
右
吉
は
、
西
の
『
万
国
公
法
』
と
津
田
の
『
泰
西
国
法
論
』
の
翻
訳
を
精
読

0

0

し
て
い
た
。
か
れ
は
こ
の
二
つ
を
よ
む
に
あ
た
り
、
エ
ン
ピ
ツ
を
手
に
し
、

本
文
の
行
文
に
下
線
を
ひ
き
、
と
き
に
欄
外
に
要
点
を
書
き
入
れ
な
が
ら
通
読
し
た
。
津
田
左
右
吉
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
述
作
に
ふ
れ
た
正
確
な
時
期
は
わ
か
ら
ぬ
が
、

昭
和
初
期
に
よ
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

か
れ
が
エ
ン
ピ
ツ
で
下
線
を
引
い
た
箇
所
や
書
き
入
れ
な
ど
を
読
む
と
、
漠
然
と
で
あ
る
が
、
か
れ
が
何
に
関
心
が
あ
っ
た
の
か
、
何
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
の
か
が
見

え
て
く
る
。

西
と
津
田
が
若
き
日
に
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
学
ん
だ
も
の
は
、「
五
科
」
す
な
わ
ち
自
然
法
・
国
際
法
・
国
内
法
・
経
済
学
・
統
計
学
な
ど
の
大
略
で
あ
っ
た
。
両
人
が

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
法
学
（
法
に
つ
い
て
の
学
問
の
総
称
）
の
基
礎
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
“
性
法
学
”（
自
然
法
）
の
思
想
で
あ
る
。
自
然
法
は
、
人
為
的

に
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
自
然
的
性
質
に
も
と
づ
く
普
遍
的
な
法
律
や
規
範
を
い
う
。

津
田
左
右
吉
に
よ
る
と
、
こ
の
自
然
法
の
根
本
思
想
は
、
人
は
う
ま
れ
な
が
ら
に
“
基
本
的
人
権
”
に
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
「
権
」（
権
利
）
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

自
然
法
に
お
い
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
と
せ
ら
れ
る
も
の
を

―
生
命
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
、
言
行
の
自
由
に
つ
い
て
、
物
の
所
有
に
つ
い
て

―
日
本
人
は
意
識
し
、

あ
る
い
は
意
識
せ
ず
、
そ
れ
を
保
ち
、
そ
れ
を
守
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
。
が
、
日
本
人
は
「
権
」
と
い
う
概
念
を
も
た
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
法
律
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
障

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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こ
の
「
権
」（
権
利
）
の
裏
面
に
は
、「
義
」（
義
務
）
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
表
と
裏
の
関
係
に
あ
る
。
じ
ぶ
ん
の
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
他
人
の
権
を
尊
重
し
、
そ

の
権
を
規
定
す
る
国
法
を
も
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
に
は
義
務
が
と
も
な
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
権
利
」
と
か
「
義
務
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
や
考
え
は
、
中
国
人
や
日
本
人
の
思
想
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
も
の
と
い
う
（
津
田
左
右
吉
「
近
代
日
本

に
お
け
る
西
洋
の
思
想
の
移
植
」
昭
和
27
・
10
）。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
が
、
わ
が
国
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
丁チ

ン

韙
ウ
エ
イ

良
リ
ヤ
ン

訳
『
万
国
公
法
』（
同
治
三
年
〔
一
八
六
四
〕
刊
行
、

ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
の
『
国
際
法
の
初
歩
』E

lem
ents of International Law

, 1864

を
漢
訳
し
た
も
の
）
を
通
じ
て
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
翻
刻
版
（
慶
応
元
年
〔
一
八
六
五
〕
に
開
成
所
が
出
版
し
た
）
を
み
る
と
、“
自
主
之
権
”“
主
権
”“
私
権
”“
戦
権
”“
自
然
之
権
”“
専
権
”“
平
行
之
権
”“
往
来

之
権
”“
局
外
之
全
権
”
の
ほ
か
、“
公
法
之
義
”
な
ど
が
散
見
す
る
。“
権
”
は
英
語
の right 

を
漢
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊

西
周
助
訳
『
万
国
公
法
』（
慶
応
四
年
〔
一
八
六
八
〕
刊
）
に
み
ら
れ
る
津
田
左
右
吉
の
書
き
入
れ
に
つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
。

『
明
治
文
化
全
集

　
第
八
巻
』
の
二
○
頁
（「
第
一
章 
万
国
公
法
の
大
旨
」）
の
欄
外
に
、「
権
義
と
い
う
語
」
と
い
っ
た
書
き
入
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
本
文
ち
ゅ
う
の

“
権
義
”（
権
利
の
意
か
）
の
語
に
エ
ン
ピ
ツ
で
線
が
引
か
れ
て
い
る
。

第
九
節

　
泰
西
通
法
即す

な
わち

慣
行
の
公
法
と
は
、
文
明
の
諸
国
就な

か
ん
ず
く中

欧
羅
巴
洲
内
互
に
礼
儀
を
以も

っ

て
相
交
る
各
国
の
交
際
権
義
を
論
す
る
学
派
を
指
す
な
り
。

　
こ
の
文
は
、
つ
ぎ
の
原
文
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　§

9

O
nder het E

uropeesche of praktiesch volkenregt verstaat m
en de w

etenschap van de regtsbetrekkingen tusschen de beschaafde volken inzonderheid die 

van E
uropa, die m

et elkander in een geregeld verkeer leven.
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ち
な
み
に
試
訳
（
大
意
）
を
し
る
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

第
九
節

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法
も
し
く
は
実
践
的
な
国
際
法
と
は
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
諸
国
間
の
法
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
学
問
と
理
解
さ
れ
る
。
文
明
諸
国
は
、

お
互
い
定
期
的
に
行
き
来
し
な
が
ら
く
ら
し
て
い
る
。

西
の
い
う
“
交
際
権
義
”
と
は
、
交
際
権
の
こ
と
か
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
、
原
文
の
ど
こ
を
訳
し
た
も
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
津
田
は
“
泰
西
公
法
”（
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
国
際
法
の
意
）
に
下
線
を
ひ
い
て
い
る
。

第
十
節

　
此こ

の

泰
西
公
法
は
、
夫そ

の
性
法
の
本
源
よ
り
発
し 

或あ
る
いは

明
許
し
条
約
等
に

　
　
　

書
載
し
た
る
条
疑 

或
は
黙
許
し
た
る
明
許
に
依
ら
ず
互
に
甘
服
し

列
と
な
り
た
る
事
を
い
ふ

 

定
約
に
依よ

っ

て
立
ち
而

し
こ
う
して

是
に
本も

と

つ
き
常
行
と

な
り
た
る
風
習
に
由よ

っ

て
成
れ
る
者
に
し
て
、
其
の
文
明
な
る
諸
国
の
際
に
て
漸せ

ん

を
追
ひ
交
際
の
条
規
と
な
れ
り
。

こ
の
訳
文
は
じ
つ
に
わ
か
り
に
く
い
。
原
文
は

―

§
10

E
uropeesch volkenregt heft zich gevorm

d en ontw
ikkeld zoo w

el uit de beginselen van het natuurregt als uit de uitdrukkelijk of stilzw
ijgende 

overeenkom
sten en de daarop gevestigde gew

oonten, die allengs tusschen de beschaafde volken als regelen van hun onderling verkeer aangenom
en zijn.

と
な
っ
て
い
る
。
原
文
の
意
味
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
法
は
、
ま
さ
に
自
然
法
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
か
つ
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
し
た
、
も
し
く
は
暗
黙
の
合
意
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ

れ
は
一
定
の
慣
習
で
あ
る
。
そ
の
慣
習
は
、
文
明
諸
国
が
お
互
い
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
徐
々
に
条
規
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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前
掲
書
の
二
一
頁
の
欄
外
に
、「
自
有
」
と
「
自
主
」
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
さ
ら
に
つ
ぎ
に
掲
げ
る
語
に
下
線
が
ひ
か
れ
て
い
る
。

第
二
章

　
性
法
に
本

も
と
ず

き
公
法
を
立た

つ

る
を
論
す
。

第
一
節

　
性
法
に
て
論
す
る
所
は
、
権
に
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
自
有
の
権
と
い
ひ
、
一
つ
は
仮
有
の
権
と
い
ふ
。

こ
の
訳
文
に
相
当
す
る
原
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
de

　H
oofdstuk

O
ver de toepassing van het natuurregt op het volkenregt

§

　1

D
e onderscheiding in het natuurregt tusschen oorspronkijke en verkregene regten geldt ook in het volkenregt.

こ
の
文
の
い
み
は
、
こ
う
で
あ
る
。

第
二
章

　
国
際
法
に
自
然
法
を
応
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
。

第
一
節

　
国
際
法
に
適
用
さ
れ
る
自
然
権
と
取
得
権
と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
自
然
法
を
識
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。

西
は oorspronkelijke regt

（
自
然
権
）
を
“
自
有
の
権
”
と
訳
し
、verkregene regt

（
取
得
権
）
を
“
仮
有
の
権
”
と
訳
し
て
い
る
。

　第
三
節

　
此こ

の

自
有
の
権
、
公
法
に
て
は
尚な

お

詳つ
ま
びら

か
に
し
て
次
の
三
つ
に
分わ

か

つ
。
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第
一
に
は

　
自
国
を
保
護
す
る
の
権

原
文
は

―
§

　3

D
e oorspronkelijke regten kan m

en in het volkenregt nader bepalen als

1
e het regt van zelfbehoud.

い
み
は

―
こ
の
自
然
権
は
、
国
際
法
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
さ
ら
に
明
確
に
で
き
る
。

第
一
に
は

　
自
己
保
存
の
権
利

西
の
つ
ぎ
の
文
章
も
、
わ
か
り
に
く
い
。

第
十
一
節

　
特
立
自
主
の
権
は 

第
三
節

第
二
号 

性
法
に
て
制
行
の
権
と
名な

づ

く
る
者
と
同お

な

し
（
制
行
の
権
は
性
法

説
約
に
詳
な
り

）。

原
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

§

　11

H
et regt van onafhankelijkheid 

（zie §
3

　2
e

） is hetzelfde w
at in het natuurregt het regt van onze daden genoem

d w
ordt.
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〔
訳
〕
第
十
一
節

　
自
主
権
（
第
三
節
第
二
号
を
み
よ
）
は
、
自
然
法
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
行
為
権
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

以
下
、『
万
国
公
法
』
の
津
田
左
右
吉
の
書
き
入
れ
を
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
語
に
下
線
が
ひ
か
れ
て
い
る
。

自
然
権
義

　
　
　
　
　
　
　
万
国
の
権
義

「
万
国
公
法

　
第
二
巻
」
に
お
い
て
は

―
、

独
立
自
主
の
権

　
　
　
　
　
特
例
の
権

他
国
の
権
を
害
す
る

　
　
　
等
々
。

津
田
左
右
吉
は
、
津
田
真
一
郎
訳
『
泰
西
国
法
論
』（
慶
応
二
年
〔
一
八
六
六
〕
刊
）
も
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
注
意
を
払
い
な
が
ら
読
ん
で
い
た
。
欄
外
の
書
き
入
れ

は
、
西
周
助
訳
『
万
国
公
法
』
よ
り
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
語
が
そ
れ
で
あ
る
。

自
主

　
　
　
　
　
自
立

　
　
　
　
　 

　
　
人
権

　
　
権
と
義

主
権

　
　
　
　
　
諸
権
諸
義

　
　
　 

　
　
国
権

　
　
議
会

死
刑
廃
止
論

　
　
自
主
（
自
由
ノ
義
）　

　
本
権

民
権

　
　
　
　
　
公
権
の
由
来

　
　 

　
　
文
化

大
憲
法
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ま
た
長
い
文
章
と
し
て
は
、
欄
外
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
ど
こ
ろ
ど
こ
ろ
判
読
で
き
な
い
。

主
権
ノ
由
来
を

不
明

す
る
此こ

の

説
を
列
挙
す

　
　
…
…
…
…
…
…
…
…

主
権
の

不
明

の
国
を

不
明

人
文
の

不
明

に
よ
っ
て

不
明

（
こ
れ
は
日
本
人
の
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
）

注
・『
明
治
文
化
全
集

　
第
八
巻
』
の
「
第
二
篇

　
国
の
主
権
」、
七
二
～
七
三
頁
。

文
字
の
わ
き
に
下
線
を
引
い
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

第
六

　
主
権
即す

な
わ
ち君

権

一い
っ
さ
い
の
く
に
び
と
こ
の

切
国
人
此
権
に
服
従
し
て
臣
民
と
称
す
。

　
　
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
十
二
章

　
拷
問
を
加
へ 

或
は
誘
問
し
て
首し

ゅ
ふ
く伏

せ
し
め
た
る
自
首
は 

証
左
と
す
る
に
足
ら
ず
。

　
　
…
…
…
…
…
…
…
…

第
五
章

　
神し

ん

主し
ゅ
うの

国
と
云
へ
る
政
体
あ
り
、
其そ

の

主
宰
人ひ

と

に
非あ

ら

ず
し
て
神
な
り
。

第
六
章

　
然し

か

れ
共ど

も

神
主
の
国
に
於
て
も 

其そ
の

実じ
つ

は
国
内
の
主
権
を
領
す
る
者
は

　
人
に
し
て
神
に
非
す
、
其
人
惟ゆ

い

腸ち
ょ
うに

神
の
名
を
仮か

り

或
は
神し

ん

子し

神し
ん

孫そ
ん

と
称
し

或
は
神
の
名

代
又

ま
た
は

代
官
と
称
す
る
耳の

み

。

注
・
巻
三
「
各
種
の
政
体

　
第
一
篇
政
体
総
論
」、
九
一
頁
。

な
ど
が
あ
る
。

津
田
左
右
吉
は
、
西
周
と
津
田
真
一
郎
の
訳
述
を
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
（
国
際
法
や
憲
法
論
）
の
一
端
を
識
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
の
関

心
の
中
心
は
、
人
権
の
概
念
の
国
法
へ
の
適
用
と
し
て
の
民
権
思
想
、
君
主
の
権
に
対
立
す
る
民
衆
の
権
、
議
会
制
度
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
の
民
権
な
ど
で
あ
っ
た
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
二
月
、
徳
川
幕
府
は
天
下
の
政
治
を
朝
廷
に
返
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
主
権
（
国
家
統
治
の
権
力
）
は
、
将
軍
か
ら
天
皇
に
移
さ
れ
た
。
新
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政
府
の
政
治
の
方
法
は
、
天
地
の
公
道
に
も
と
ず
き
、
ひ
ろ
く
会
議
を
お
こ
し
、
政

治
上
の
重
要
な
事
柄
を
話
し
あ
っ
て
き
め
、
万
民
の
保
全
の
道
を
も
と
め
る
も
の
と
、

詔
（
み
こ
と
の
り
）
に
謳う

た

っ
て
い
た
。
が
、
じ
っ
さ
い
は
国
民
を
天
皇
を
中
心
と
す

る
、
絶
対
主
義
的
な
体
制
の
わ
く
内
に
押
し
込
め
、
政
府
の
お
も
う
よ
う
な
形
に
国

民
を
馴
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

戦
後
、
津
田
左
右
吉
は
迷
妄
（
心
の
ま
よ
い
）
に
よ
り
、
思
想
的
転
換
を
し
、
皇

室
を
擁
護
す
る
た
ち
ば
を
と
る
が
、
若
い
こ
ろ
は
日
本
の
政
治
の
あ
り
方
に
た
い
し

て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
津
田
真
一
郎
（
真
道
）
は
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）

七
月
九
日
、「
我
国
政
体
の
変
遷
」
と
題
し
て
講
演
を
お
こ
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き

「
大
日
本
帝
国
憲
法
」（
明
治
22
・
2
・
11
発
布
）
を
評
し
て
、「
一
般
国
民
に
平
等

自
由
の
権
を
与あ

た

へ
、
貴
衆
両
院
を
置
き
、
貴
族
平
民
倶と

も

に
法
律
制
定
の
任
に
当
る
こ

と
を
得
、
一
般
国
民
均ひ

と

し
く
国
政
に
参
与
す
る
こ
と
を
得
た
り
、
我わ

が

大
日
本
帝
国
人

民
の
洪こ

う

福ふ
く

至し

大だ
い

な
り
と
謂い

ふ
べ
し
」
と
、
最
大
の
賛
辞
を
呈
し
て
い
る
（『
津
田
真

道
全
集

　
下
』
み
す
ず
書
房
、
平
成
十
三
年
八
月
）。

こ
の
欽
定
憲
法
は
、
多
く
の
大
権
を
明
文
（
は
っ
き
り
と
示
し
た
条
文
）
に
よ
っ

て
、
天
皇
に
集
中
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
津
田
真
道
が
い
う
よ
う
な
民
主
主
義
の
精

神
に
か
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
国
民
の
す
べ
て
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
こ
の
憲
法
は
、
為
政
者
が
定
め
た
政
治
的
秩
序
に
民
衆
を
す
な
お
に
従
わ
せ

る
意
図
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
津
田
左
右
吉
は
、
家
永
三
郎
（
一

九
一
三
～
二
〇
〇
二
、
昭
和
期
の
歴
史
学
者
）
に
よ
る
と
、
非
民
主
的
な
専
制
政
治

に
反
撥
し
人
権
を
擁
護
し
た
人
で
あ
り
、
か
れ
は
人
間
の
不
平
等
さ
に
い
き
ど
お
っ

『大日本帝国憲法』（博聞本社，明治23・8）にみられる津田左右吉の書き入れ。
〔早稲田大学中央図書館蔵〕
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た
。津

田
左
右
吉
は
、『
法
律
叢
書
第
七
号

　
大
日
本
帝
国
憲
法
』（
博
聞
本
社
、
明
治
二
十
三
年
八
月
五
日
発
兌
）
の
「
憲
法
発
布
勅
語
」
を
よ
み
、
そ
れ
を
評
し
て
「
憲
法

ノ
精
神
ハ 
コ
ノ
勅
語
デ
ハ
表
現
セ
ラ
レ
テ
イ
ナ
イ

　
天
皇
が
国
会
ニ
依

不
明

ス
ル
コ
ト
ヲ
イ
ハ
ズ
」
と
、
余
白
に
イ
ン
キ
で
寸
評
を
書
き
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
非

立
憲
的
な
政
治
に
反
撥
し
た
か
れ
の
ふ
ん
ま
ん
を
も
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
一
又
正
雄
『
国
際
法
の
理
念
と
歴
史
』（
正
統
社
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
）、
六
二
頁
。

（
2
）T

he C
om

plete Journal of T
ow

nsend H
arris, Japan Society, N

ew
 York, M

C
M

X
X

X
, p.236

（
3
）
注
（
1
）
の
一
五
七
頁
。

（
4
）
渡
辺
修
次
郎
「
我
国
に
伝
は
っ
た
最
初
の
国
際
法
規
及
び
其
れ
に
関
係
あ
る
逸
事
」（『
学
燈
』
第
八
号
、
昭
和
14
・
8
）

（
5
）
大
平
善
梧
「
国
際
法
学
の
移
入
と
性
法
論
」（『
一
橋
論
叢
』
第
二
巻
第
四
号
所
収
、
昭
和
13
・
10
）

（
6
）
吉
野
作
造
「『
性
法
略
』『
万
国
公
法
』『
泰
西
国
法
論
』
解
題
」（『
明
治
文
化
全
集

　
第
八
巻
』
所
収
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
四
年
五
月
）

（
7
）
田
岡
良
一
「
西
周
助
『
万
国
公
法
』」（『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
七
一
巻
第
一
号
所
収
、
昭
和
47
・
5
）

（
8
）
水
田
信
行
『
黎
明
期
の
我
が
海
軍
と
和
蘭
』（
雄
風
館
、
昭
和
十
五
年
五
月
）、
一
七
五
頁
。

（
9
）
信
夫
淳
平
「
我
国
に
於
け
る
国
際
法
の
前
途
」（『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
四
五
巻
第
三
・
四
号
所
収
、
昭
和
21
・
3
）

（
10
）J. Shinobu: V

icissitudes of International Law
 in the M

odern H
istory of Japan

（「
近
代
日
本
史
に
お
け
る
国
際
法
の
変
遷
」〔
英
文
〕『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
五
○
巻

第
二
号
所
収
、
昭
和
26
・
5
）

（
11
）『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観

　
法
学
部

　

経
済
学
部
』（
東
京
帝
国
大
学
、
昭
和
十
七
年
四
月
）、
二
三
七
頁
。

（
12
）
大
平
善
梧
「
国
際
法
学
の
移
入
と
性
法
論
」（『
一
橋
論
叢
』
第
二
巻
第
四
号
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
13
・
10
）

（
13
）
安
岡
昭
男
「
日
本
に
お
け
る
万
国
公
法
の
受
容
と
適
用
」（『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
第
二
号
、
平
成
11
・
3
）

（
14
）
注
（
10
）
の
二
四
四
～
二
四
五
頁
。

（
15
）
注
（
10
）
の
二
四
○
頁
。

（
16
）
注
（
10
）
の
二
三
八
頁
。

（
17
）
一
又
正
雄
『
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
）、
八
○
頁
。


